
平成２３年度 第１回行政改革推進委員会  

＜次 第＞ 

 
  

日 時 ： 平成２３年１１月９日（水） ９時３０分から   

場 所 ： 公 室 

 

 

１．開 会  

 

２．委嘱状の交付  

 

３．市長挨拶  

 

４．委員の紹介  

 

５．委員会設置の趣旨 

 

６．委員長の選出  

 

７．報告事項 

（１）江別市の行政改革の取り組みについて  

 

８．協議事項 

  （１）使用料・手数料の改定方針について  

（２）委員会の今後の運営について  

 

９．その他 

 

10．閉 会  
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3 加藤
か と う
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み ほ

子
こ

札幌学院大学経済学部 准教授 新任

4 石本
いしもと

　玲子
れ い こ

プラウ 代表 継続

5 巴
ともえ

　嘉之
よしゆき

連合北海道江別地区連合 特別執行委員 継続

6 成田
な り た

　眞利子
ま り こ

オフィス　タウンクリエイト 代表 継続

7 小野寺
お の で ら

　さゆみ 公募 新任

8 喜多
き た

　馨
かおる

公募 新任

9 中村
なかむら

　康
やす

治
じ

公募 新任

10 藤原
ふじわら

　幸子
さ ち こ

公募 新任

※有識者・公募市民委員は５０音順 ＜任期＞
自　平成２３年１０月　１日
至　平成２５年　９月３０日
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江別市行政改革推進委員会設置要綱 

 

 

（設置） 

第１条 江別市の行政改革の推進に当たって必要な助言等を受けるため、江別市行政改革

推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、江別市行政改革推進本部に対し、行政改革大綱の策定に当たって意見

を述べ、及び行政改革大綱策定後の行政改革の推進に関し必要な助言等を行う。 

（委員） 

第３条 委員会の委員は１８人以内とする。 

２ 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

（会議） 

第５条 委員会は必要に応じて市長が召集し、委員長が議長となる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、企画政策部において処理する。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 



江別市の行政改革の取り組み

行政改革推進委員会資料

平成２３年１１月９日

企画政策部政策調整課
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昭和３５年～３９年 事務改善

産業経済の発展・人口増・事務の増加・職員の不足 改善・合理化

１ 行政改革の歩み

昭和５０年～５１年 事務合理化

オイルショック→マイナス経済成長・不況下の物価高・税収減 減量経営

昭和５３年～５４年 総合行政診断

景気の停滞・雇用不安・経済の低成長・
財政構造の悪化・機構の肥大化 行政の効率的運営

昭和６０年～６１年 行政改革大綱

多様化する行政需要・地方の財源不
足・国の地方行革大綱・市立病院の準
用財政再建・新総合計画

既成の意識改革、
行財政の体質強化
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平成７年～６ヵ年（新行政改革大綱）

背景
・バブル崩壊後の景気不振
・自治体財政の悪化顕在化
・地方分権時代の到来

基本方針
・市民とともに歩む行政の推進
・総合的で柔軟な行政課題への取り組み
・効率的で質の高い行政運営

○行政費用の見直し・・使用料手数料の改定・減免の適正化
○行政経費の見直し・・縁故債等の借換え
○執行体制の見直し・・契約事務、障害福祉事務の一元化など
○民間委託・・・・・・保育園、市民会館、公民館などの運営委託

主な成果

平成6年10月自治省事務次官通知「地方公共団体における行政改革推進のための指針」
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平成１４年～３ヵ年（行政改革大綱改定）

背景 ・少子高齢化の進行
・環境問題に対する意識の高まり
・市民協働
・ＩＴ（情報技術）の普及

基本方針

・地域とともに歩む行政の推進
地域との協働によるまちづくり（市民満足度の向上）

・総合的で柔軟な行政の推進
市民ニーズや行政課題への総合的・弾力的な対応

・効率的で質の高い行政の推進
最少の経費で最大の効果の迅速な発揮
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○情報公開、個人情報保護の推進・・・・条例整備
○効率的な定員管理・・・・１３年～１６年度 △１１．７％
○人材育成・・策定指針、指針に基づく研修の実施
○人事考課制度の導入・・・・制度訓練、試行
○給与制度の見直し

・・・・初任給引き下げ、退職時特別昇給廃止、
寒冷地手当ての見直しなど

○補助金等の見直し・・・・減額、廃止
○公用車の効率運用・・・・共有化、減車
○低入札価格調査制度、簡易公募型指名競争入札の導入
○税の徴収強化・・・・収納電算システム導入

主な成果

行政改革推進計画（ＥＰＯＣＨ２００２） Ｈ１４～１６年度
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背景 ・新地方行革指針の発表（H17.3.29日付）
・定員管理目標の達成
・指定管理者制度、市場化テスト等の導入

２ 行政改革大綱の改定（平成１７年度改定）

策定経過

行政改革推進本部（庁内組織）

本部会議（部長職以上）

幹事会（主務課長）

部会（若手職員）

行政改革

推進委員会

（学識経験者等

民間委員１２名）

パブリック
コメント

平成16年12月24日 「今後の行政改革の方針」閣議決定
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行政改革大綱の骨格

行革の位
置付け

（３つの視点）

１ 協働のまちづくり
２ 総合計画の効果的達成
３ 最少の経費で最大の効果

行革の
環境整備
（６つの留意点）

１ 協働の推進
２ 人材の育成
３ 職員参加と継続的な改革
４ 学習環境の整備（優秀事例の共有化）

５ 行政評価制度と人事考課制度
の活用

６ 行革の進捗状況の公表
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行革の
推進項目

１ 地域とともに歩む行政の推進
・地域との協働の視点と情報公開

２ 総合的で柔軟な行政の推進
・多様化する市民ニーズへの対応
・行政として総合力の発揮

３ 効率的で質の高い行政の推進
・健全経営の確保
・社会環境の変化に対応できる行政
システム

３ 行政改革推進計画（ＥＰＯＣＨ２００５）

平成１７年度
～２１年度



8

ア 指定管理者制度の取り組み

（１）導入経過

①平成１５年度 改正地方自治法施行（期限１８年９月）

②平成１６年度 各種団体説明会、方針の決定

③平成１７年度 導入施設決定（選定委員会）

公募（７月～８月）

候補者決定（選定委員会）

議決（１２月）

④平成１８年度 導入（２６施設）

⑤平成２０年度 第２期導入（２３３施設）

改革ピックアップ
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（２）導入施設（１８年度及び２０年度）

①公の施設 ３０３施設（公園２２８施設含む）

②平成１８年度導入施設 ２６施設（公募２２、非公募４）

③導入手法別内訳

・管理委託→指定管理者 １９

（管理受託者が指定管理者となった １６）

（新たに指定管理者となった ３）

・直営→指定管理者 ７

④２０年度導入２３３施設

（公の施設のうち９４％の導入が終了）
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（３）外部評価（２０年度～）

①指定管理施設について外部評価を実施

②平成２０年度２団体９施設

③平成２１年度３団体７施設

※今後も継続してモニタリングを実施
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①平成２０年度に「外郭団体の経営評価等に関す
る指針」策定

②対象団体

・江別市土地開発公社

・株式会社 江別振興公社

・株式会社 フラワーテクニカえべつ

・財団法人 江別市スポーツ振興財団

・財団法人 江別市在宅福祉サービス公社

・社会福祉法人 江別市社会福祉協議会

③平成２１年度は、上記指針に基づき「財団法人
江別市スポーツ振興財団」の経営評価を実施。

イ 外郭団体の経営評価



12

ウ 職員配置の適正化

（１） 職員数の経緯

平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年

９５７人 ９３５人 ９０８人 ８７６人 ８４５人 ８３７人 ８１８人 ８０２人 ７９６人 ８０６人

医療職を除く（４月１日）

集中改革プラン

前行政改革大綱

△１１２人、△１１．７％

△３９人、△４．６％

採用凍結

△２２ △２７ △３２ △３１ △８ △１９

△４９人、△５．８％

５年で３９人

削減目標だが、
４年で４９人

削減

実
績

目
標

△１６ △６



①結果の把握や評価に

組織的に時間をかけていない

②評価が次の企画や予算に

いかされずらい

③評価する基準が曖昧である

エ 行政評価システムの導入（１６年度）

企画／予算

事業の実施

Ｐｌａｎ

ＤｏＳｅｅ

評価

企画／予算

Ｓｅｅ

評価 事業の実施

Ｄｏ

Ｐｌａｎ

①施策や事業の評価する基準や目安を

設定し、それにもとづき評価

（基準→成果指標の設定）

②評価を組織として継続的におこない

評価結果を生かして企画／予算を作成

（庁内の資源配分方法の改革）

施策や事業成果を把握したＰＤＳﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｸﾙをまわし
費用対効果の高い事業への資源配分、市民への説明責任を果たす

※民間企業や家庭では、このサイクルがまわりやすいが、行政の場合はこのサイクルがきちんと回る誘因が少ない

導入後導入前

13
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施策体系での位置づけ
まちづくりの設計図での名称です

施策の実施責任
部署

施策をとりまく環
境の変化や課題
についてのコメ
ントです

施策がめざす目
的をあわらします。
対象：誰を、何

を
意図：どんな状

態にしたいか

施策の目的達
成状況を市民
にわかりやすく
示すための成
果指標とその現
状値の推移で
す。
この推移により
施策の進捗状
況を把握できま
す。

施策目的の達成
状況について
行政としての評
価・コメントです。

施策目的実現の
ために投入して
いるコストを、施
策ごとに報告しま
す。

江別市施策達成度状況報告書①

施策
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江別市事務事業評価表（評価版）①

政策・施策・
基本事業

事務事業担当課名

★対象
事務事業の対
象となる物・
人などを記載 ★意図 この事務

事業によって対象
をどのようにする
のかを記載

★手段
この事務事業の具
体的手段・手法を
記載

実施計画事業認定

★対象指標
★活動指標
★成果指標
対 象 ・ 手
段・意図を
測る具体的
な指標名を
表示

年度別の各指標の
推移を表示

★費用内訳 ★事業費計

事業開始終了年度
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事業開始
背景

★上位貢献度

★妥当性

★事業を取
り巻く環境変
化

★ 計 画 ど
お り 成 果
が 上 が っ
ているか

★成果向
上余地

★コスト
削 減 手
法

江別市事務事業評価表（評価版）②
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江別市の行政評価のスケジュール例

３月公開
『改革版評価表』

目的
活動結果
成果指標
コスト(過去・現在）
環境変化
評価
改革案（事業課案）

行
政
内
部
作
業

住
民
へ
の
公
開

５～7月
担当課評価

９月公開
『評価版評価表』
目的
活動結果
成果指標
コスト
環境変化
評価

8月
一般財源
枠に基づく
事業選択

目的
活動結果
成果指標
コスト（過去、次年度）

環境変化
評価
改革案（事業課案）
改革案（組織決定）

事
務
事
業
の

全
庁
方
向
決
定

10月～2月内示

目的
活動結果
成果指標
コスト（過去、次年度）

環境変化
改革案（組織決定）

内示後

組織決
定案の
記入

担当課としての

実績評価を公開し、
住民・議員の政策
提言の材料にする
（改革案表記なし）

財政状況や
評価結果から、

全庁的に決定され
た方向を伝える
（評価なし）
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評価結果の反映のしくみ

中 長 期 財 政 政 策

行政評価システム

広

報

・
広

聴
情報公開
説明責任

予算編成・執行管理

予算

財源確保 財政構造

教育訓練
目標管理

責任権限

事務量

組織・
定員
管理

人事
能力
開発

総合計画策定・進行管理

まちづくり達成度



 

 

 

 

江別市行政改革大綱 

（平成 17 年度改定） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１８年３月 

北 海 道 江 別 市 
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Ⅰ はじめに 

 

我が国は現在、少子・高齢化の進展や地球規模における循環型社会の構築に向けた意

識の高まり、更にはＩＴ（情報通信技術）の普及などによって、あらゆる分野で急速な

変革が進んでいます。 

また、総人口の減少やいわゆる「団塊の世代」の人々が大量に定年退職の時期を迎え

る２００７年問題など、かつて経験したことのない社会構造の変化についても、喫緊の

対応を迫られています。 

一方、日本経済は企業が生き残りをかけて積極的な自己変革に取り組んできた結果、

ＧＤＰの回復や不良債権の縮減など明るい兆しが見えてきたというものの、依然として

先行きの不透明な低成長経済の下にあり、国においても地方交付税の削減や税源の移譲

など、地方財政に関する三位一体の改革が推進される中で、歳出構造の見直しが強く求

められています。 

こうした状況は、地方行政にも大きな影響を及ぼしています。江別市においても現行

制度の見直しを全く行わないという条件の下で今後の財政見通しを試算すると、平成１

９年度以降は１２億円を超える収支差が想定される状況にあり、一般財源の枠配分によ

る徹底した歳出の見直しと市債発行の適正化を図り、また、歳入面では自主財源の拡充

を行うことによって、財政の健全化を進めていく必要があります。 

このような中で、今後、自主・自立が求められる分権型社会システムへの転換に対応

した都市経営を、地域（市民、ＮＰＯ・市民活動団体、民間企業等。以下同じ）全体と

の協働の中でどのように進めていくのか、行政が担うべき公共サービスの範囲と役割と

は何か、いま一度見詰め直す時期にあるものと考えます。 

以上のような現状に鑑み、江別市は地域全体と同じ目線に立った協働のまちづくりを

推進するために、事務事業の更なる精査を行うとともに事業の選択と集中を進め、成果

重視や顧客志向など民間企業の経営理念や手法などを積極的に公的部門に導入して、行

政部門の効率化や透明性の向上を図ろうとするＮＰＭ（ニュー・パブリック・マネジメ

ント）理論に基づく行政手法等を念頭に置いた行政改革を引き続き推進します。 

 

Ⅱ 行政改革の基本方向 

 

（１） 行政改革の位置付け… 3 つの視点 

 

江別市は、行政改革の意義を次のように位置付けます。 

 

１ 協働のまちづくり… 市民満足度の向上 

行政改革は、協働のまちづくりを進めるために市民をはじめとした地域全体の参加と
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行政の説明責任を強化するとともに、受益と負担のバランスを考慮しながら公共サービ

ス等に対する市民満足度を向上させることに寄与するものであること。 

 

２ 総合計画の効果的達成… 成果主義の視点 

行政改革は、行政の基本方針である総合計画等を効果的に実現するため、成果主義の

視点から行政システムの改革を推進するものであること。 

 

３ 最少の経費で最大の効果の達成… 効率性の重視 

行政改革は、ＰＤＳサイクルに基づき事務事業の廃止も含めた選択と集中を行い、財

源など限られた行政資源を有効に配分することにより、最少の経費で最大の効果を発揮

するものであること。 

 

（２） 行政改革の環境整備… ６つの留意点 

 

行政改革は、多様な市民ニーズ等に対応するために、行政自らが率先して時代の変化

を的確に把握し、かつ、継続的・組織的に推進していくことが重要です。 

また、行政改革を推進するためには、今まで以上に地域と行政との協働が不可欠な要

素となることから、職員一人ひとりがこれらの趣旨を十分に認識して、全庁的な取り組

みとすることができるよう、以下の点に留意した環境整備を行います。 

 

１ 協働の推進… 地域とのパートナーシップ 

まちづくりは、地域と行政が協働しながら進めるものであり、そのためにはそれぞれ

がその得意分野において参画しやすい環境を作る必要があります。 

こうしたことから、情報提供の強化や参画機会の拡充を図るなど、協働を推進するた

めの環境整備を行います。 

 

２ 人材の育成… 時代の要請に応えるために 

多様化する市民ニーズを的確に捉えたり、戦略的な自治体経営を行っていくためには、

実践的なマネジメント能力やコーディネート能力を有する人材の育成が急務と考えます。 

こうしたことから、平成１６年６月に策定した「江別市人材育成基本方針」に基づき、

時代の要請に応え得る人材の育成に努めます。 

 

３ 職員参加と継続的な改革… 職員全体の参加と情報の共有化による推進 

行政改革は、理念的なものから個別事務の改善策に至るものまで広範にわたりますが、

継続的・普遍的に改革を推進するためには、職員一人ひとりの意識改革のほか、問題の

所在や阻害要因の検証、その対応策などについて全庁的な情報の共有化と取組みが必要
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となります。 

また、行政改革は、単に経費節減を図ることだけではなく、職員一人ひとりの職務に

対する意欲や達成感が高まるように進めることも重要であります。 

こうしたことから、職員全てが改革の必要性を認識した上で、自主的な課題研究プロ

ジェクト等への参加や業務改善に係る職員提案が可能となるような組織風土の醸成と、

継続的な改革が行われる仕組みを構築します。 

 

４ 学習環境の整備… ベストプラクティス（優秀事例）の共有化 

行政の在り方を検討する際に重要なことは、他自治体や民間企業の先進的な事例と手

法を導入することにより改革のスピードと実効性を上げ、市民ニーズや環境変化への対

応力を向上させることです。 

こうしたことから、優れた業務手法などの学習環境を整備し、これらの全庁的な普及

を行う仕組みを構築します。 

 

５ 行政評価制度と人事考課制度の活用… 組織目標の明確化 

総合計画に基づいた施策がいかに効率的かつ効果的に遂行されたかをチェックする行

政評価制度と、職員の貢献度や達成手法等を評価する人事考課制度は、目標の達成に向

けた評価・検証手段として密接に連携しています。 

こうしたことから、今後、より一層精度を高めるため、行政評価制度と人事考課制度

それぞれの適用範囲と役割分担等を整理して、効率的な行政運営に努めます。 

 

６ 進ちょく状況の公表… 改革の進ちょく状況等の公表 

行政改革の進ちょく状況等は、行政の透明性及び説明責任の確保の視点から、広く対

外的に公表されなければなりません。 

こうしたことから、協働のまちづくりを推進するために、問題の所在や解決方法等に

ついて市民と共に考えていく必要があるため、今後も行政改革の進ちょく状況を公表し

ていきます。 

 

（３） 行政改革推進計画の策定… 数値目標の設定 

 

行政改革を進めるに当たっては、改善すべき項目に係る実施時期の設定や目標を数値

化するなどして、より具体的に取り組む必要があります。 

江別市では、平成１４年度から平成１６年度までの行政改革推進計画である「ｅｐｏ

ｃｈ２００２」に基づき、今までに改革項目の約９３％について目標を達成することが

できましたが、新たに平成１７年度を起点とした「ｅｐｏｃｈ２００５」を策定し、そ

の中で平成１７年３月２９日に総務省より示された「地方公共団体における行政改革の
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推進のための新たな指針」に基づく集中改革プランに示された項目も含め、具体的な行

政改革の推進と進行管理を行います。 

なお、計画期間は平成１７年度から２１年度までの５年間としますが、可能な限り前

倒しで達成できるよう努めます。 

 

※epoch（エポック）とは新時代を意味する言葉ですが、江別市の都市経営の姿が生まれ

変わることをイメージして名付けたもので、次の諸点の実現を象徴しています 

・ｅ … efficiency … 効率性 

・ｐ … performance … 成果主義 

・ｏ … openness … 公開原則 

・ｃ … collaboration … 協働 

・ｈ … harmony … 全体調和 

 

（４） 行政改革推進委員会の開催 

 

江別市行政改革大綱の策定及び改革の推進に関する必要な助言等を受けるために、有

識者及び公募市民からなる行政改革推進委員会を開催します。 

（現委員の任期は、平成１７年１０月１日から平成１９年９月３０日まで） 

 

Ⅲ 行政改革の推進項目 

 

１ 地域とともに歩む行政の推進… 地域との協働によるまちづくりを進めるために 

 

公共サービスの提供は、これまで主として行政が担うものと認識されてきましたが、

公共サービスの中には本来、ＮＰＯや市民活動団体の活動により提供されることが望ま

しいものや既に民間企業等が実施している同種のサービスのように、行政以外が主体と

なっても提供することが可能、若しくは相応しいと考えられるサービスも数多く含まれ

ており、今後は行政と地域が同じ目線に立って、それぞれが担うべき公共サービスにつ

いて役割分担を図っていく必要があります。 

こうしたことから、地域との協働によるまちづくりを推進するため、市は全事務事業

の点検・見直しと更なる情報公開を徹底し、時代の要請に応えた政策等の展開と新たな

公共空間の形成に努めるものとします。 

 

（１） 【市民意見の収集・反映】 

市民参加を推進し、地域との協働関係を構築するためには、一層の情報提供はもとよ

り、情報の双方向性の確保が重要なことから、主要計画の策定や施策等の内容などに関
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して幅広く意見やアイデアを反映させるパブリックコメントの制度化を目指します。 

また、電話による問合せ等を集中的に管理し、市民の利便性向上とデータベース化に

よる全庁的な情報の共有化を図る仕組みについても検討します。 

 

※パブリックコメント… 行政機関等が政策立案などを行うに際して、住民に広く素案を

公表し、それに対する意見や情報等を踏まえて最終的な意思決定を行うもの 

 

（２） 【ＮＰＯ・市民活動団体等との連携促進】 

多様化した市民ニーズに的確に応え、市民満足度を向上させるためには、行政がＮＰ

Ｏ・市民活動団体等と同じ目線に立って地域の課題を解決していく仕組みが必要となり

ます。 

こうしたことから、ＮＰＯ・市民活動団体等との連携を促進するほか、活動しやすい

環境づくりに努めます。 

 

（３） 【情報提供・説明責任の強化】 

地域がそれぞれの役割分担に基づく公共サービスの提供と行政に参加していくために

は、個人情報の保護を担保した上で、行政に関する様々な情報を日常的に接することが

できる機会を設けることが必要不可欠です。 

また、行政の意思決定などにおいては、何故このような決定に至ったかという明確な

理由を示すことができなければ、十分な説明責任を果たしたということができません。 

こうしたことから、ＩＴ等の整備を通して行政情報を積極的に提供し、行政の透明性

の確保と説明責任の強化に努めます。 

 

（４） 【市民満足度の向上】 

公共サービスは、今後、行政と地域全体の中の役割分担により、受益と負担のバラン

スを考慮しながら、それを担うのが相応しい主体が相互の連携により行うべきものです。 

こうしたことから、現在、行政が提供している事務事業やサービスの内容等を総点検

し、本質的にどのような形態が市民満足度の向上につながるのか、様々な評価手法を駆

使しながら検証を行い、サービスの質的向上を目指します。 

 

（５） 【自治基本条例の制定】 

自治体運営の基本原則や理念を明確にし、市民と議論する中で、自治体の憲法ともい

うべき自治基本条例の制定を目指します。 
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２ 総合的で柔軟な行政の推進… 市民ニーズや行政課題への総合的・弾力的な対応を図

るために 

 

行政改革を推進する主体はあくまでも「ひと・職員」であり、時代の要請に応える人

材の育成こそが最も重要であります。 

また、総合的・弾力的な行財政運営を推進するためには、組織の横断的な連携の強化

を図るとともに、広域的な視点を持って地域や他自治体などとの連携を視野に入れなが

ら課題の解決に取り組むことが必要となります。 

こうしたことから、市民ニーズや行政課題に効果的に対応する観点から、行政として

の総合力の発揮と目的達成への弾力的な取り組みに留意します。 

 

（１） 【人材育成の強化】 

今までの人材育成の在り方は、事務の遂行に必要な法律等の専門的知識を習得するこ

となどを主眼としてきましたが、急激な社会情勢の変化や新たな政策課題に迅速かつ柔

軟に対応できる人材の育成が急務となっております。 

こうしたことから、民間の経営感覚やプレゼンテーション能力、既成概念にとらわれ

ない柔軟な視点を持った人材の育成に努めます。 

 

（２） 【窓口サービスの向上】 

行政サービスの質的向上を図るため、接遇教育の徹底や、窓口サービスに関するアン

ケート調査を行うほか、複数の手続きを１か所で処理することができる総合窓口の検討

と執務スペースのレイアウト見直しなどについて検討します。 

 

（３） 【ＩＴ活用による行政サービスの向上】 

ＩＴを活用することにより、公共施設の利用申し込みや各種申請手続を電子的に行う

ことが可能となってきました。当市においても、ホームページの充実や電子申請化など、

費用対効果や技術動向等を見極めながら電子自治体への移行による利用者の利便性向上

策について検討します。 

 

（４） 【外郭団体の経営内容点検・サービス向上】 

外郭団体は、公共目的の達成に向けた補完的な組織として重要な役割を果たしてきま

したが、社会経済情勢の変化等に即応するとともに、柔軟に対応できるような組織とな

るよう見直しを行う必要があります。 

このようなことから、設立目的や業務内容等についての検証を行い、外郭団体の在り

方等に関する指針を策定するほか、情報公開を拡充して透明性の確保に努めます。 
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（５） 【公共施設の複合機能化・管理形態の見直し】 

既存施設の中には余裕スペースが生じている場合や、逆に狭隘化のため必要なスペー

スを確保できないという場合も少なくありません。 

こうしたことから、市有施設を経営資源と捉え、総合的に有効利活用等を図り、効果

的な維持保全による施設の長寿命化を進めるファシリティマネジメント（ＦＭ）の導入

可能性について検討するほか、既存施設に新たな機能を付加することによる施設の複合

機能化等についても検討します。 

また、公共施設の種類によっては、利用形態や設置目的などを見極める中でアダプト

制度をはじめとした市民管理の導入や民間活力を取り入れながらの施設管理手法の見直

しを行います。 

 

※ファシリティマネジメント（ＦＭ）… ファシリティ（施設とそれを取り巻く環境）に

ついて、これまでは主に適正な管理という視点から捉えていましたが、施設の有効的・

効率的な利活用という視点（経営的視点）へシフトすることにより、組織の横断的なア

プローチと最小の費用で最大の効果を得ようとする仕組みです。 

 

※アダプト制度… 養子縁組のことですが、市民や企業が里親となり、自治体等が管理し

ている公園や道路などを養子として美化活動や管理を行う仕組みです。 

 

（６） 【広域行政等の検討】 

各自治体が共同で取組むことによって、地域としての総合力を発揮できる場合もあり

ます。そのため、広域的な取組みの妥当性について十分な調査研究を行い、市町村合併

も含めた広域行政等の可能性について検討します。 

 

３ 効率的で質の高い行政の推進… 最少の経費で最大の効果を迅速に発揮するために 

 

行政の基本は、最少の経費で最大の効果を挙げることです。そのためには、行政資源

を投入する対象や目的等を明確にした上で効率的な手段によらなければなりません。 

また、健全財政の確保などに留意し、社会環境の変化に対応できる行政システムの構

築に努めます。 

 

（１） 【行政評価制度の充実】 

行政が行う施策や事務事業に関して、これらが市民に十分な価値を提供しているか、

あるいは費用対効果が妥当かなどについて判断したり、各施策や事務事業等の間に優先

順位を設定するなど、限られた行政資源を適正に配分する観点から、平成１３年度より

行政評価制度を導入しました。 
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今後は適用する事業範囲の拡大と第三者による評価の実施を検討するなど、説明責任

の強化と更なる行政資源の最適化に努めます。 

 

（２） 【指定管理者制度の導入など民間活力の活用】 

行政組織は、課題の解決やサービスの提供等を行うために存在しますが、市民ニーズ

の動向や課題に的確に対応するためには、民間活力を活用した方が市民満足度を向上さ

せることができる場合も少なくありません。 

こうしたことから、行政運営の効率化や市民サービスの向上等を図るため、民間活力

を活用することが適当な事務事業等については、行政責任の確保と個人情報の保護など

について十分に配慮した上で、公の施設の管理については指定管理者制度等を積極的に

導入するとともに、そのほかの事務事業についても可能な限り民間等への委託を推進し

ます。 

また、事務事業の内容によってはＰＦＩの適用可否、市場化テストの実施等について

も検討します。 

 

※指定管理者制度…公の施設の管理について、従来の管理団体が地方公共団体の出資法

人等に限られていた管理委託制度に代わり、議会の議決を経て指定される民間事業者等

の「指定管理者」が管理を代行する制度のこと。 

 

※ＰＦＩ(Private Finance Initiative) …公共施設などの設計、建設、維持管理及び運

営に民間資金やノウハウを活用し、効率的で質の高い公共サービスの提供を図る事業手

法のこと。 

 

※市場化テスト…これまで専ら「官」が担ってきた公共サービスについて、「官」と「民」

が対等な立場で競争入札に参加し、価格・質の両面で最も優れた者がそのサービスの提

供を担っていくこととする制度のこと。 

 

（３） 【人事制度の見直し】 

ＩＴや国際化の進展、少子・高齢化の進行などの時代環境の変化は、社会経済の構造

を大きく変え、行政課題も複雑多様化してきました。一方、地方分権の進展と財政難の

中で地域の発展と自立を可能とするため、職員の資質の向上と効率的な都市経営が一層

求められるようになっています。 

こうしたことから、職員数の縮減を進めることによって少数精鋭の行政運営に留意す

るとともに、必要に応じて高度な知識を有する社会人の中途採用など、経営感覚の高い

人材を計画的に確保するほか、勤務意欲の向上を図りつつ人事制度を能力・実績に対応

したものに見直していきます。 
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（４） 【給与制度の見直し】 

国及び他の地方公共団体との均衡を図り、市民の納得と理解を得られるよう、給与の

適正化等に十分に配慮するほか、職員の職務に対する貢献度を給与面で反映するための

手法について検討します。 

 

（５） 【組織の見直し】 

行政を取り巻く環境変化や解決すべき行政課題に迅速・的確に対応するため、各部横

断的なプロジェクトチームを活用し、また、業務繁忙期などに人員を重点的に投入でき

るといったような柔軟で効率的な組織体制の構築を行うほか、施策の企画と遂行を一体

的に行い責任を明確にする観点から、先進自治体の例などを踏まえた施策別組織につい

ても検討します。 

 

（６） 【業務改善推進の仕組み作り】 

最少の経費で最大の効果を上げる観点から、組織的・継続的に行政の効率化や市民サ

ービスの向上等を図るため、業務改善活動を進める新たな仕組みを構築します。 

 

（７） 【健全財政の確保】 

厳しい財政環境の中で自立した都市経営を維持し、かつ、行政課題を解決していくた

めには、その基盤となる財政の安定性が不可欠なことから、行政評価と予算との連携に

留意しつつ、後年次の償還額を見極めた市債の活用など計画的・効率的な財政運営に努

めます。 

 

（８） 【自主財源の拡充強化】 

地方交付税は、当市の財政収入の大きな割合を占める主要な財源です。それだけに国

の財政構造改革に伴う地方交付税制度の見直しは、今後の財政運営に大きな影響を及ぼ

すことが懸念されます。 

こうしたことから、受益と負担の適正化や行政資源の有効活用、市税収納率の向上な

ど自主財源の確保策を強化します。 

 

（９） 【企業会計的手法の導入】 

地方自治体が採用している現金主義中心の公的会計制度だけでは、資産と負債等に関

するストックとコストの状況や将来負担等が分かりにくく、また、地方自治体全体の財

政状況は、公営企業会計等も含めた連結で見なければ全体像が把握できません。 

こうしたことから、公営企業会計等を含めた連結バランスシート（貸借対照表）等を

活用することにより企業会計的見地からの判断に努めます。 



 

 

 

 

江 別 市 行 政 改 革 推 進 計 画 

（平成 17 年度～平成 22 年度） 

達 成 状 況 報 告 

 

平成２３年１１月 

全５６項目 

平成 21 年度まで 達成４７ 達成率８３．９％ 

平成 22 年度まで 達成４８ 達成率８５．７％ 



終了

終了

達成

終了

達成

達成

達成

終了

終了

達成

達成

達成

終了

達成

終了

終了

達成

終了

終了

終了

達成

達成

達成

達成

終了

終了

達成

達成

達成

達成

達成

終了

終了

終了

終了

達成

達成

終了

終了

達成

終了

終了

達成

達成

達成

終了

終了

終了

３－３５　経費節減等の財政効果（水道事業会計／下水道事業会計）

３－３４　経費節減等の財政効果（病院事業会計）

３－２６　水道部電算システムの改修

※ その他（集中改革プラン） ３－３３　経費節減等の財政効果（一般会計）

なし（※連結バランスシートの作成）(9) 企業会計的手法の導入

３－１９　指定管理者制度の導入

３－１３　ＰＦＩ導入施設等の検討

３－１６　ごみ処理施設の委託の拡大

３－１７　リサイクルセンター業務の民間委託拡大

３－１８　保育サービスの民営化

１－０３　人事行政の運営等の状況の公表

(4)

取組項目

(5) 自治基本条例（仮称）の制定

(2)

江別市行政改革大綱・行政改革推進計画体系図（平成２３年１１月現在）

行政改革大綱

推進項目
行政改革推進計画(EPOCH2005)

１　地域とともに歩む行政の推進 (1) 【市民意見の収集・反映】 １－０１　審議会委員選定基準の見直し

１－０４　市民意見、要望等に関する対応の強化

１－０７　パブリックコメント制度化の検討

(2) 【ＮＰＯ・市民活動団体等との連携促進】 １－０８　市民活動団体等との連携促進

１－０９　男女共同参画推進基本条例（仮称）の検討

１－１０　男女共同参画基本計画の見直し

(3) 【情報提供・説明責任の強化】 １－０２　情報提供の充実（ホームページの充実）

【市民満足度の向上】 １－０５　市民アンケートの充実

１－０６　自治基本条例（仮称）の検討

２　総合的で柔軟な行政の推進 (1) 人材育成の強化 ２－０１　職員提案規則の改正

２－０５　計画的な人材育成

窓口サービスの向上 ２－０４　窓口総合化の検討

(3) ＩＴ活用による行政サービスの向上 ２－０３　各種申請・届出、申告等の電子化推進

(2) 指定管理者制度の導入など民間活力の活用 ３－１２　市場化テスト等の導入可能性に係る検討

(4) 外郭団体の経営内容点検・サービス向上 ２－０６　遊休公有資産の売却処分、貸付

２－０７　土地開発公社の経営健全化

２－０９　外郭団体の見直し等に関する指針・計画の策定

(5) 公共施設の複合機能化・管理形態の見直し ２－０２　ファシリティマネジメントの導入可能性に係る検討

２－１０　余裕（空き）教室の活用に係る検討

(6) 広域行政等の検討 ２－０８　合併の検討

２－１１　消防広域化の推進

３　効率的で質の高い行政の推進 (1) 行政評価制度の充実 ３－１４　行政評価制度の充実

３－２４　外部委託の拡大

３－２９　浄水場運転管理業務の外部委託

３－３０　水質等分析業務の外部委託

３－３１　水道料金・下水道使用料の収納代理業務委託

３－３２　選挙事務の効率化の検討

(3) 人事制度の見直し ３－０２　能力と実績に基づく人事管理導入

３－０３　（効率的な定員管理）職員定数の適正化

３－０４　自己申告制度、庁内公募制等の導入検討

３－２３　職員定数の適正化

３－２８　上下水道事業の一体的経営を目指す組織機構の見直し

(4) 給与制度の見直し ３－０５　給与制度の見直し

３－０６　特殊勤務手当の見直し

３－０８　福利厚生事業の公表

(5) 組織の見直し ３－０７　組織機構の見直し

３－１１　全庁的・継続的な業務改善活動の実施

(7) 健全経営の確保 ３－０９　プライマリーバランスの健全化

(6) 業務改善推進の仕組み作り

３－２５　下水道事業会計中期経営計画の策定

(8) 自主財源の拡充強化 ３－０１　広告事業の導入

３－２７　水道事業会計中期経営計画・「地域水道ビジョン」の策定

３－２２　人工透析患者の受入拡大

３－１０　入札制度の見直し

３－２０　江別市立病院経営健全化計画の策定

３－１５　事務事業の見直し

３－２１　病床利用率の向上



１．地域とともに歩む行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

総務部総務課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部広報広聴課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部広報広聴課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

（→　計画期間）

平成22（2010）年度

・市民アンケート調査の実施
（Ｈ２２．５）
・アンケート内容をA・Bに分割
5000人（2500人×2）

・公表の継続
（12月広報、ホームページ等）

35,087件／月
（トップページへのアクセス数）
（全ページへのアクセス数は
62,721／月）

・改正後の要綱に基づき審議会の
選定実施

・市民の声データベースのシステム
化
・電話問合せに対する市民の利便
性向上に係る方向性～２項目の検
討を行うも費用対効果などの面か
ら実施段階にはないと結論してい
る。

市民意見、要望等に関
する対応の強化（市民
の声システム等の検討
ほか）

・広聴マニュアルの更新
・広聴研修及び広聴手法の市民周
知
・市民の声のデータベース化検討

・同上
・市民の声データベース化および一
部情報（個人情報除く）の共有化実
施

市民意見、要望等に関する対
応の強化（市民の声システム
等の検討ほか）

・同上
・同上
・市民の声の一部情報共有化とデー
タベース化手法の検討

17年4月
　　　25,000件／月

18年4月
　　　30,000件／月

19年4月
　　　33,000件／月

      35,897件／月
（トップページへのアクセス数）
（全ページへのアクセス数は
65,452／月）

34,400件／月
（トップページへのアクセス数）
（全ページへのアクセス数は
64,536／月）

      22,317件／月
（トップページへのアクセス数）
（全ページへのアクセス数は
45,647／月）

      35,660件／月
（トップページへのアクセス数）
（全ページへのアクセス数は
53,537／月）

29,705件／月
（トップページへのアクセス数）
（全ページへのアクセス数は
62,950／月）

・公表の継続
(12月広報、ホームページ等)

人事行政の運営等の状
況の公表

・公表実施要綱の制定
・要綱に基づく公表の実施（12月）

・同上
要綱施行（８月）
公表の実施（１１月）

・公表の継続

・公表の継続
(12月広報、ホームページ等)

21年4月
　　　37,000件／月

20年4月
　　　35,000件／月

・公表の継続
(12月広報、ホームページ等)

・同左
・電話問合せに対する市民の利便
性向上に係る調査研究

・手法及び内容等の検討

・同上

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

・要綱の作成
審議会委員選定基準の
見直し
【終了】

・同上

・要綱素案は策定済みであるが、一
部の基準設定について庁内調整が
必要なことから、全庁的な合意を得
たうえで決定

・19年10月　要綱制定

情報提供の充実（ホー
ムページの充実）

・手法及び内容等の検討

・公表の継続
(12月広報、ホームページ等)

・市民の声データベース（仮称）のシ
ステム化検討
・電話問合せに対する市民の利便
性向上に係る方向性の検討

・同上

NO 取組項目／主管課

1-01

1-05

成果（数値）目標・効果等

選定基準の見直し

平成17(2005)年度 平成18(2006)年度

上段：計画／下段：結果

・現行基準の分析

平成19(2007)年度 平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果上段：計画／下段：結果

1-02

市民生活に密着したコンテン
ツの提供
※アクセス数
　25,000件/月⇒37,000件/月

・後期計画策定の初期値設定のた
め、1年前倒しで市民アンケート実施
（H20.9)　5000人（2500人×2）
・アンケート内容をA・Bに分割

・市民アンケート調査の実施
（Ｈ２１．５）

・アンケート未実施
次年度実施予定

1-03

地方公務員法及び人事行政
の運営等の状況の公表に関す
る条例に従い公表

1-04
・市民の声データベース（仮称）のシ
ステム化
・電話問合せに対する市民の利便
性向上に係る方向性～２項目の検
討を行うも費用対効果などの面から
実施段階にはないと結論している。

同上

・市民アンケート調査の実施
（Ｈ１９．５）

市民アンケートの充実

・市民アンケート調査の実施（Ｈ１７．
５）

・実施

・総合計画の進ちょく状況等を
正確に把握するため、市民ア
ンケート調査の手法・内容等を
検討する
・調査を隔年に実施する



１．地域とともに歩む行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

H17 H18 H19 H20 H21

生活環境部市民生活課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部企画課

・条例に基づき男女共同参画を推
進
・審議会の開催（３回）
・男女共同参画推進状況の公表

パブリックコメント（意見公募）手続
要綱施行
（平成22年4月1日）

施行後は要綱が適切に運用される
よう制度の周知を行い、実施状況
や結果を取りまとめて公表している
（H22年度　６件実施）

江別市自治基本条例を施行
（平成２１年７月１日）

・同上

平成22（2010）年度

自治基本条例施行後は、市民のま
ちづくりへの参加意識高揚や条例
の理念実現のため、市民や職員へ
の条例の周知・啓発を実施

【H22年度の主な取組み】
・自治基本条例のPR記事を掲載し
たコラボニュースを広報えべつ10
月号に折込み全戸配布
・H23.2.26 市民向けに自治基本条
例セミナー開催
・新人職員研修やノーツ掲示板で
の職員へ周知

・同上
市民活動センター「あい」が９月に
オープン

・自治基本条例と併せて検討

・同左
・市民活動センターの創設

・同上
江別市パブリックコメント(意見公募）
要綱の策定
（平成２２年４月施行）

・同上 ・同上

・市民懇話会による骨子（案）中間
報告
・セミナーの開催
・中間報告に基づく市民意見交換会
の実施

・同上

・条例及び基本計画検討委員会より
「江別市男女共同参画を推進するた
めの条例原案」の提出を受け、条例
原案に対する市民意見募集を実施
・「江別市男女共同参画を推進する
ための条例」制定、公布（２１年３月
３０日）

・条例原案に対する市民意見募集
の実施
・条例制定

・市民懇話会より「江別市男女共同
参画を推進するための条例」に関す
る提言書の提出
・男女共同参画のための条例及び
基本計画検討委員会の設置及び提
言書を基にした条例案の検討

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

・同上

上段：計画／下段：結果

・自治基本条例の検討
・検討過程における職員の政
策法務能力の向上と市民のま
ちづくりに対する参加意識の
高揚

1-09

条例の検討

・同上

1-08

男女共同参画推進基本
条例（仮称）の検討
【終了】

・協働のまちづくり支援事業への補
助（事業の掘り起こし）
・庁内の協働の取組強化
・協働のまちづくりの事例普及

・職員推進本部幹事による条例骨子
（案）づくりの検討
・男女共同参画推進基本条例(仮称)
市民懇話会の設置及び条例骨子
（案）づくりの検討

・条例案の検討

・骨子（案）づくり
・条例策定市民会議の設置
・条例（案）の検討
・条例（案）に係るパブリックコメント
等の実施

・協働のまちづくり活動支援事業へ
の補助（事業の掘り起こし）
・庁内の協働の取組強化
・協働のまちづくりの事例普及

1-06
・江別市自治基本条例（仮称）制定
審査委員会での条例原案の審査
・中間報告に対する市民意見の募
集
・最終報告を市長に提出（20年12
月）
・自治基本条例を議会に提案（21年
3月）

・江別市自治基本条例（仮称）市民
懇話会提言内容の市民公表
・提言に基づき、条例原案を作成
・江別市自治基本条例（仮称）制定
審査委員会の設置（１９年１１月）、
及び条例原案の審査
・市民講演会の開催（２０年３月）

・職員ＰＴによる条例の調査研究の
継続
・江別市自治基本条例（仮称）市民
懇話会による条例の骨子づくり
○中間報告（８月）
　中間報告に基づく市民意見交換会
○最終報告（１９年３月）
　最終報告（提言書）を市長に提出

・職員ＰＴによる条例の調査研究継
続
・江別市自治基本条例（仮称）市民
懇話会による条例の骨子づくり
・条例制定市民会議の設置
・条例案に係る市民主体のシンポジ
ウム開催、パブリックコメント等の実
施

平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果

自治基本条例（仮称）の
検討
【終了】

・職員ＰＴ（Ｈ１６．６設置）による条例
の調査研究の継続
・江別市自治基本条例（仮称）市民
懇話会の設置及び条例骨子づくりの
検討

・同上

・同上

1-07

パブリックコメント制度化の検
討パブリックコメント制度化

の検討
【終了】

市民活動団体等との連携促進
市民活動団体等との連
携促進

・同上

NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度 平成18(2006)年度 平成19(2007)年度

上段：計画／下段：結果

・協働のまちづくり活動支援事業へ
の補助（事業の掘り起こし）
・庁内の協働の取組強化
・協働のまちづくりの事例普及
・所管替（企画政策部→生活環境
部）



１．地域とともに歩む行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部企画課

（→　計画期間）

・条例及び基本計画（改訂版）に基
づき男女共同参画を推進
・審議会の開催（３回実施）
・男女共同参画推進状況（２１年度
実施状況）の公表

平成22（2010）年度

※未実施

・基本計画策定市民会議の設置

・男女共同参画のための条例及び
基本計画検討委員会の設置

・条例及び基本計画検討委員会より
「江別市男女共同参画基本計画見
直し素案」の提出を受け、基本計画
見直し素案に対する市民意見募集
を実施
・「江別市男女共同参画基本計画
（２００９年改訂版）」策定（２１年３
月）

・計画の見直し案の検討
・計画見直し案に対する市民意見募
集の実施
・計画の見直し

平成19(2007)年度 平成20(2008)年度

中間年に見直しを行う

平成18(2006)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果
NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等

平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果

男女共同参画基本計画
の見直し
【終了】

1-10



２．総合的で柔軟な行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

総務部総務課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部総務課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部情報推進課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

（→　計画期間）

・申請届出書等のダウンロードの
み実施（平成２２年度利用件数は１
８件）
・平成２１年度に引き続き、簡易申
請システムを利用した情報セキュリ
ティ自主点検を行っている。
＊電子申請は北海道電子自治体
共同運営協議会においてリニュー
アルしたが、新システムの内容を
精査し、導入について今後検討す
る。

・検討委員会の検討結果を踏ま
え、
　｢江別公共建築物保全マニュア
ル｣
　を策定し、庁内に周知

・改正後の規則等に基づき、職員
提案制度を運用

・児童手当制度の子ども手当制度
への移行に伴い、子どもに関する
業務として所管業務を健康福祉部
国保年金課から健康福祉部子育て
支援室子ども家庭課に移管

平成22（2010）年度NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度 平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

2-01

職員提案規則の改正
【終了】

提案しやすい職員提案制度を
確立する

・問題点等の整理

・同上

・規則の改正

・職員提案制度の有効活用と制度
運用の改善を図るため、職員提案
規則の一部を改正
・19年度において、職員提案制度の
周知及び提案募集を開始

・提案募集に応募が４件あり、
　審査会を経て、優秀賞１件、佳作３
件として表彰

・導入状況等の調査 ・導入可否の決定

2-02

ファシリティマネジメント
（ＦＭ）の導入可能性に
係る検討

ファシリティマネジメント（ＦＭ）
導入可否の決定

・ファシリティマネジメント（ＦＭ）に関
する研究

・同上

・北海道のファシリティマネジメント
導入に関する基本方針、実施方策、
実施体制等の取組状況を調査検討
・ＦＭ関連業者による職員研修会の
開催及び道内他市における施設
データ管理システムの調査

・検討委員会を設置し、２回開催。
ファシリティマネジメント導入の基本
方針について、検討中

・検討委員会で、ファシリティマネジ
メント導入について、検討
・市の施設状況や組織体制、事務量
などを踏まえ、より合理的な取組方
策について、継続して調査検討
・公表の継続
(12月広報、ホームページ等)

・検討委員会で、ファシリティマネジ
メント導入について、検討
・市の施設状況や組織体制、事務量
などを踏まえ、より合理的な取組方
策について、継続して調査検討

・申請届出書等のダウンロードセン
ター開設

・申請届出書等のダウンロードセン
ター運用
・電子申請受付等の運用

2-03

各種申請・届出、申告等
の電子化推進

北海道及び道内市町村と共同
で開発する電子申請等システ
ムの効果的運用を図る。
・様式等ダウンロードセンター
開設運用
・電子申請受付等の一部開始

・電子申請等システム開発への参加

・同上
　３月末に所定のシステム納品

2-04

窓口総合化の検討

市民の利便性向上 ・庁舎レイアウト再編の検討

・同上

・申請届出書等のダウンロードセン
ター開設済み
（平成１８年度利用件数は８６７件）

・申請届出書等のダウンロードのみ
実施（平成１９年度利用件数は２２９
件）
＊電子申請は先行して実施した他
団体ではほとんど利用されていない
ため、江別での実施は検討中

・申請届出書等のダウンロードのみ
実施（平成２０年度利用件数は４８
件）
＊電子申請は先行して実施した他
団体ではほとんど利用されていない
ため、江別での実施は検討中

・申請届出書等のダウンロードのみ
実施（平成２１年度利用件数は５８
件）
＊電子申請は現在北海道電子自治
体共同運営協議会においてリニュー
アルに向けた作業を行っており、そ
の動向を見極めながら、導入につい
て検討する。

・福祉課が担当していた障がい児に
関する業務（療育手帳、福祉手当な
ど）を子ども家庭課に移管

・後期高齢者医療保険料の収納管
理業務と介護保険料の賦課収納業
務を一体で行なう体制とするため、
介護保険料の賦課収納業務を医療
助成課に移管

・総合的な環境行政を推進するた
め、環境室を一庁舎体制に変更

・保育事業と学童保育事業に関する
窓口の一元化

・子育て支援に関する窓口一元化の
検討

・庁舎レイアウト再編

・子育て支援室、子ども家庭課の新
設
（保育事業と学童保育事業に関する
窓口の一元化実施）



２．総合的で柔軟な行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部契約管財課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部契約管財課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部企画課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

（→　計画期間）

・各種事業の状況を勘案しつつ売
却処分を実施

2画地売却　　 　 54,221㎡
売却処分価格　  13,471千円

・幹部研修、フォロー研修の実施、
個別の研修評価の実施等、一部の
研修内容を見直しした
・基本方針の実施計画の作成には
至っていない

平成22（2010）年度

指針に基づき、引き続き外郭団体
の経営評価を継続
（H22年度中は未実施）

・土地開発公社理事会で解散を決
定
・第３回市議会において解散議決
・3月30日北海道知事より解散認
可
・平成23年上期に解散手続き完了
予定
・買戻面積　　 　７６，０２８㎡
  買 戻 額  　 １，９２４，９３０千円
･代物弁済     １，８４９，７７６千円
　土地面積　　 １０２，２６１㎡
　建物面積　　　    　 ６５９㎡

平成20年9月30日で合併協議会は
廃止となった

・（仮称）人材育成基本方針実施計
画の作成及び一部実施

・（仮称）人材育成基本方針実施計
画の実施

2-05

計画的な人材育成

計画的な人材の育成 ・研修計画の見直し

・同上
・（仮称）人材育成基本方針実施計
画検討、作成準備

・（仮称）人材育成基本方針実施計
画検討、作成準備

・（仮称）人材育成基本方針実施計
画検討、作成準備

・（仮称）人材育成基本方針実施計
画検討、作成準備

・同左
・定期借地権貸付導入の検討

・同左
・定期借地権貸付の実施

2-06

遊休公有資産の売却処
分、貸付

売却処分を基本とし市内土地
区画整組合の保留地販売状
況や顔づくりの進捗状況を勘
案しつつ売却を進める。

・各種事業の状況を勘案しつつ売却
処分を実施

・同上
３画地売却　　  ６２９．０４㎡
売却処分価格　 １７，５７０千円

・同上
６画地売却　　  ５，１７４．９８㎡
売却処分価格　 ７０，０４０千円

業務用借地権設定契約締結　1件
４，４９４㎡　年額１，６１７，８４０円
20年間定期借地

※適地なく未実施
・１画地売却計画　1606㎡
売却処分価格　22,000千円

2-07

土地開発公社の経営健
全化

長期保有地の解消及び公社
体制の見直し
（事業期間１３年度～２５年度）

・財政状況に基づく買い戻し

・同上
買戻面積　　４，１７２㎡
買 戻 額　　 １２８，７７６千円

・同上
買戻面積　　３，７８３．２４㎡
買 戻 額　　 ７０，４１２千円

・同上
買戻面積　　３，７８３．２４㎡
買 戻 額　　 ７０，４１２千円

・同上
買戻面積　　０㎡
買 戻 額　　 １４８，２８１千円

・同上
買戻面積　 １９，２１３㎡
買 戻 額　　 ２４８，３７７千円

・北海道より示される合併の推進に
関する構想について検討
・関係市町村との協議

・合併協議会の運営
・合併協議会だよりの発行
・合併協議会ＨＰの立ち上げ
・新市基本計画の策定
・住民説明会の開催

2-08

合併の検討
【終了】

合併の検討

（１９年度に計画変更）

・合併に関する市民説明会、団体意
見交換会の実施
・合併構想組合せ市町村との意見
交換
・合併協議会の設置

・合併協議会の運営
・合併協議会だよりの発行
・合併協議会ＨＰの立ち上げ・運営
・新市まちづくり計画策定の調査・研
究
・合併に関する住民説明会の開催

・第11回合併協議会で合併協議会
の解散を決定し、両市村の議会議
決を経て、9月30日で合併協議会を
廃止

・指針／計画の検討 ・指針／計画の策定及び公表

2-09

外郭団体の見直し等に
関する指針・計画の策
定

役割の検証、一層の情報公開
等を含めた総合的な指針・計
画の策定

・同上 同上
外郭団体の経営評価等に関する指
針策定

指針に基づき、外郭団体の経営評
価実施

平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果
NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等

平成17(2005)年度 平成18(2006)年度 平成19(2007)年度 平成20(2008)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果



２．総合的で柔軟な行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

教育部学校教育課

H17 H18 H19 H20 H21

消防本部庶務課

（→　計画期間）

平成22（2010）年度

学校適正配置基本計画を踏まえた
空き教室の活用方法の検討のた
めに、余裕教室の実態調査を行っ
た

・江別市が更新整備を行った、通
信指令システムの共同整備、並び
に共同運用について協議検討を進
めたが、石狩北部からは、単独整
備とする方向性が示され、消防の
広域化、及び指令の共同化、共に
ただちに協議検討を推し進めるの
は困難な状況にある。

・消防救急無線デジタル化につい
ては、札幌市を受託団体とした石
狩振興局管内の共同整備にかか
る実施設計を行い、工事費の算出
及び仕様書の作成を行った。

・検討委員会の開催
・検討案の取りまとめ
・学校、担当部局間の調整

・学校、担当部局調整
・予算措置

・空き教室の活用

上段：計画／下段：結果

平成21(2009)年度平成18(2006)年度

2-10

余裕（空き）教室の活用
に係る検討

市内市立小中学校の余裕（空
き）教室の活用検討

・検討委員会の開催

・同上 ・同上
・江別小学校の余裕教室を柔道練
習場として整備

・余裕教室の実態調査
空き教室等について、学校適正配置
化計画の中で活用を検討していく

・通信指令管制業務の共同運用化
実施検討委員会の設立（専門部会
の設置）
・規約等の作成
・議会関係事務
・運用基準（案）作成事務

「北海道消防広域化検討協議会」で
年度末迄に計画の策定予定
・消防広域化推進計画
・消防救急無線広域化・共同化整備
計画
・消防指令業務の共同運用整備計
画

・広域化・共同化の推進計画及び整
備計画との関係自治体との調整

・広域消防運営計画の作成等

2-11

消防広域化の推進

通信指令管制業務の共同運
用
・人的合理化
・導入費用及び維持費用の削
減
・近隣相互応援の円滑化
 
（１９年度に計画変更）

・通信指令管制業務の共同運用に
向けた石狩管内５消防本部による勉
強会の実施

・同上
「北海道消防広域化検討協議会」が
道主導で平成１８年５月に設置さ
れ、現在検討協議中である。

「北海道消防広域化検討協議会」に
おいて、「北海道消防救急無線広域
化・共同化及び消防指令業務の共
同運用に係る整備計画」策定に向け
検討中であり、併せて道央地区（石
狩・空知・後志支庁）における「道央
地区消防救急無線共同整備等実施
計画」策定に向け検討中である。
平成２０年３月には、北海道におい
て「北海道消防広域化推進計画」を
策定した。

　消防救急無線広域化業務は、北
海道の整備計画に基づき、札幌市を
受託団体とした石狩支庁管内の共
同整備に係る合意を調整済み。また
消防指令業務は石狩北部地区消防
事務組合消防本部と共同運用を視
野に入れた共同化を調整中である。
　消防広域化は、管内5消防本部で
検討委員会を設置し協議した結果、
千歳市・恵庭市・北広島市の3市が
一つの枠組みで先行して広域化を
進め、江別市と石狩北部地区消防
事務組合消防本部が、今後引き続
き協議検討することとなった。

・消防救急無線広域化業務は、北海
道の整備計画に基づき、札幌市を受
託団体とした石狩支庁（現振興局）
管内の共同整備に係る基本設計を
行った。
・消防指令業務及び消防の広域化
は、石狩北部と引き続き協議検討を
進め、特に市が平成22年度に更新
整備を予定している通信指令システ
ムの共同整備をひとつの軸とした中
で検討を進めた。
・平成22年3月には、管内からの組
合わせ変更に係る申し出や、組合わ
せに対する地域の確認などを経て、
「北海道消防広域化推進計画」の組
合せ改訂編が策定され、札幌圏の
「北部」と「南部」の二つの圏域で、
より具体的な協議検討をすることと
された。

平成19(2007)年度

上段：計画／下段：結果
NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等

平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

平成20(2008)年度



３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

総務部総務課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

（→　計画期間）

平成22（2010）年度

平成23年4月1日現在、799人
（＋5人、延べ△46人）

・広告掲載要綱に基づき、公告事
業を実施

・第４回職員アンケートの実施
・アンケート結果による制度運用の
見直しを検討

・人事院勧告尊重、国家公務員準
拠による給与改定の実施
・自己所有の住居手当廃止

・自己申告制度試行継続

上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度 平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果
NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等

平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

3-01

広告事業の導入
【終了】

広告事業を行い自主財源を確
保する

・広告事業の可能性について検討

・同上

・要綱の制定
・事業の一部実施

・実施

･広告事業の基本指針となる広告掲
載要綱を制定し、掲載基準等を明確
化した
・市のホームページにバナー広告の
掲載を決定し、実施済み
・19年度納税通知書等の発送用封
筒裏面に広告掲載を決定

・同左

・係長職～主幹職の試行継続
・主任職以下の試行実施

3-02

能力と実績に基づく人
事管理導入

職員の能力、実績、適性の適
正な評価
自己目標設定による意欲の向
上

・課長職以上で考課結果の勤勉手
当への反映を実施
・係長職～主幹職の試行継続

・同上 ・同上 ・係長職～主幹職の試行継続 ・係長職～主幹職の試行継続 ・係長職～主幹職の試行継続

3-03

（効率的な定員管理）職
員定数の適正化

22年4月1日現在の医療職を
除く職員数を17年4月1日と比
較して４．６％削減する。
845人→806人（39人）

（起点）
845人
平成17年4月1日現在

平成18年4月1日現在、837人（△８
人）

平成19年4月1日現在、818人
（△19人、延べ△27人）

平成20年4月1日現在、802人
（△16人、延べ△４３人）

平成21年4月1日現在、796人
（△22人、延べ△49人）

平成22年4月1日現在、794人
（△2人、延べ△51人）

3-04

自己申告制度、庁内公
募制等の導入検討

意欲を尊重する人事
・自己申告制度試行継続
（試行範囲を課長職まで拡大）

・同上

・自己申告制度試行継続
・自己申告制度への庁内公募制組
込みの検討

・要綱等作成、本格実施 ・継続実施

・自己申告制度試行継続 ・自己申告制度試行継続 ・自己申告制度試行継続
・自己申告制度試行継続
（一般職の様式見直し）

・制度設計、見直し案作成 ・給与構造の見直し実施

3-05

給与制度の見直し
【終了】

人事院勧告を尊重し国家公務
員の給与制度に準じた給与構
造の見直しを行う

・人事院勧告の制度に係る情報収
集
・見直しに当たっての課題整理

・同上

・同上
（*給与条例改正（3月）
　　　<H19年4月施行>
　*実施に向けた具体的準備)

同上



３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

※プライマリーバランス～地方債関係の歳入・歳出を除いた基礎的収支のこと

H17 H18 H19 H20 H21

総務部財政課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部契約管財課

（→　計画期間）

・職員配置運用計画に基づき、参
事職の新設等、一部組織機構の見
直しを実施

・特になし

・公募型の指名競争入札につい
て、郵便入札を本格的に実施
・総合評価型入札を１件試行

公債借入(見込)       6,238百万円
公債償還元金(見込) 3,964百万円
年度末公債残高(見込) 38,524百
万円

・福利厚生事業の公表（12月）

平成22（2010）年度

・見直し条例の施行

上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度

3-06

特殊勤務手当の見直し
【終了】

特勤手当条例の見直し ・特殊勤務手当の見直し案作成

・同上
　特殊勤務手当条例改正（３月）
　１８年４月施行

・同上

・組織機構の改編を検討

3-07

組織機構の見直し

施策の適正な実施体制 ・組織機構のあり方を継続検討

・同上 ・同上 ・同上 ・同上 ・同上

3-08

福利厚生事業の公表
【終了】

福利厚生事業を公表し、透明
性を高める

・補助金に係る要綱等の整備 ・補助事業経理の明確化 ・福利厚生事業の公表（12月）

・同上

・プライマリーバランスの分析及び収
支均衡の確保

補助金に係る要綱の施行（8月） ・同上（1１月）

3-09

プライマリーバランスの
健全化

・地方債に係る財政指標の健
全化
・中期的な収支均衡の確保

・財政見通しと地方債残高の推移の
検証

・同上

公債借入　　　　　　 　　1,841百万円
公債償還元金      　  　4,359百万
円
年度末公債残高       41,675百万円

公債借入　          2,441百万円
公債償還元金        4,138百万円
年度末公債残高     39,978百万円

公債借入　　　　　　　　1,944百万円
公債償還元金　　　　   4,323百万円
年度末公債残高 　　　37,599百万円

公債借入2,524百万円
公債償還元金3,872百万円
年度末公債残高36,250百万円

3-10

入札制度の見直し

・新入札制度の検討
・工事格付基準の変更

・システム検討委員会による工事格
付基準変更の検討

・同上

・システム検討委員会による工事格
付基準変更の検討及び準備
・郵便入札の試行
・技術提案型入札制度の調査

・新基準による工事格付の実施
・郵便入札の試行
・技術提案型入札制度の検討

・郵便入札の試行
・技術提案型入札制度の検討

・郵便入札の試行を経た結果を踏ま
え賛否の確定
・技術提案型入札制度の検討

・素早い変化に対応できるよう、直
近の評点で工事登録業者の格付を
決定する方法に、工事格付基準を
変更
・郵便入札試行要綱を作成、2件実
施
・技術提案型入札制度について、国
及び道の動向に注目し、資料を収集

・新基準による工事格付の運用を実
施
・公募案件の約8割において郵便入
札を実施
・フォーラムや国・道で開催の説明
会に出席

・公募案件の9割弱において郵便入
札を実施
・総合評価型競争入札に関する説
明会等に出席

・郵便入札本格実施に向け実施要
綱を策定
・総合評価型競争入札試行実施に
向け、関連規定等の作成準備に着
手

NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果

平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果



３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

（→　計画期間）

職員提案制度、人事考課制度、事
務事業評価の運用の中で、全庁
的・継続的な業務改善を実施

事務事業評価を実施
　改革版公表　４５７事業
　２３年度予算
　経費削減効果２７，３３５千円

・特別会計の運用試行準備中

・行政評価外部評価導入
　施策達成度評価について、学識
者・有識者・公募市民で構成される
外部評価委員会による外部評価を
実施
（H22年度は6施策について実施）

ＰＦＩ対象規模事業（建設費１０億
円、運営費１億円以上）の施設建
設なし

庁内検討委員会での検討の結果、
市場化テスト等を導入すべき事務
事業は無かったが、市場等の動向
によっては再度検討を行う

平成22（2010）年度

・様式及び運用手順書の作成
・職階別職員説明会の開催
・実施

・実施

3-11

全庁的・継続的な業務
改善活動の実施
【終了】

職員の業務改善に係るスキル
の向上等を図るため、組織対
応型業務改善活動の定着を図
る

・行政改革推進本部部会による調査
研究の実施
・業務改善プロジェクトの検証等

・同上 ・同上
・職員提案制度、人事考課制度、事
務事業評価の運用の中で、全庁的・
継続的な業務改善を実施

・制度の調査検討 ・基本方針の策定

3-12

市場化テスト等の導入
可能性に係る検討

公共サービスに係る経費節減
と質的な向上を図るため、市
場化テスト・民間提案制度の
導入可能性について検討する

・同上 ・庁内検討委員会を設置し、検討中 ・同左
・庁内検討委員会にて検討結果報
告

3-13

ＰＦＩ（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ
Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ）導入施設等
の検討

導入施設等の検討 ・検討

・同上
ＰＦＩ対象規模事業（建設費１０億円、
運営費１億円以上）の施設建設なし

・同上
ＰＦＩ対象規模事業（建設費１０億円、
運営費１億円以上）の施設建設なし

・同上
ＰＦＩ対象規模事業（建設費１０億円、
運営費１億円以上）の施設建設なし

・同上
ＰＦＩ対象規模事業（建設費１０億円、
運営費１億円以上）の施設建設なし

・同上
ＰＦＩ対象規模事業（建設費１０億円、
運営費１億円以上）の施設建設なし

・特別会計への導入検討
・外部評価の検討

・一部特別会計の運用試行
・行革推進委員会等における外部評
価の試行

3-14

行政評価制度の充実

・一般会計以外への適用範囲
拡大の検討
・外部評価の検討

・同上
・行革推進委員会において外部評
価の試行実施

・特別会計の運用試行準備中
・行革推進委員会において外部評
価手法を決定済、総合計画後期計
画期間において実施予定

・同左 ・同左

3-15

事務事業の見直し

行政評価制度に基づく評価対
象事務事業の見直し

・実施

・同上
　改革版公表５３７事業
　１８年度予算
　　経費削減効果８７，９０５千円

・同上
　改革版公表５２１事業
　１９年度予算
      　経費削減効果２６，５０８千円

・同上
　改革版公表５２５事業
　２０年度予算
　　　経費削減効果３１，５９１千円

・同上
　改革版公表　４１３事業
　２１年度予算
　　経費削減効果３５，８０９千円

・同上
　改革版公表　４４１事業
　２２年度予算
　経費削減効果３０，２２１千円

NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度 平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果



３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

生活環境部環境室清掃
管理課（参事）

H17 H18 H19 H20 H21

生活環境部環境室清掃
管理課

H17 H18 H19 H20 H21

健康福祉部子育て支援
室保育課

H17 H18 H19 H20 H21

各施設の所管課

H17 H18 H19 H20 H21

市立病院事務局経営企
画室

（→　計画期間）

新たに１施設導入（野幌鉄南地区
センター）
導入済施設　２６６施設

・江別市立保育園の整備と運営等
に関する計画を策定・公表し、保護
者・議会・保育園職員・他関係機関
へ説明会を実施

・上記計画に基づく、みどり保育園
の民設化及びつくし保育園の民設
民営化について保護者説明会を実
施

・委託継続

・委託継続

・平成２０年度～平成２２年度計画
期間終了

・平成２３年度～平成２５年度計画
策定（平成２３年３月）～前計画を
基礎に見直しを行い策定

平成22（2010）年度

長期包括的なごみ処理施設委託の
検討
・関係者協議
・アドバイザーコンサルティング調査
委託（事業推進体制の検討、コスト・
技術評価のアドバイス等）
・技術評価委員会の設置

・委託開始

上段：計画／下段：結果

3-16

ごみ処理施設の委託の
拡大
【終了】

ごみ処理施設の長期包括的な
委託による経費節減

・同上
・選定委員会の設置
・実施方針の公表
・第１次、第２次募集

・19年10月より長期包括的運営管
理委託開始

・維持管理業務等委託拡大の検討
・関係者協議

・委託開始

3-17

リサイクルセンター業務
の民間委託拡大
【終了】

リサイクルセンター維持管理業
務等の委託拡大

・同上
・19年4月より全部民間委託（運営
維持管理）開始

・父母への説明会
・議会への説明
・社会福祉審議会の答申
・民営化の適否の決定

・民営化実施園の検証、将来計画の
検討

・次世代育成支援行動計画後期計
画策定に合わせて将来計画の決定

3-18

保育サービスの民営化

市立保育園を公設民営化する
→民営化数１～２園、民営保
育園の定員割合60～70％(現
在52％）

・市立保育園の今後の運営のあり方
についての父母との意見交換会
・議会への説明・社会福祉審議会へ
の諮問

・同上

・社会福祉審議会の答申、公設民営
化基本方針の策定
・父母、議会への説明
・公設民営化（１園）委託事業者内
定
・委託事業者との引継ぎ（合同保
育）の実施

・みどり保育園の運営業務委託を開
始（フォロー説明会、アンケート等の
実施）
・江別市立保育園のあり方計画検討
委員会の設置及び報告書策定

・みどり保育園引継保育は19年度で
終了し運営業務委託を継続実施
・あり方計画検討委員会報告書の基
本方針に基づき、8月に「（仮称）江
別市立保育園の整備と運営等に関
する計画（案）」を作成
・計画（案）に対する関係団体、機関
からの意見聴取、パブリックコメント
を実施

・みどり保育園第三者評価実施
・認定こども園１園開設

3-19

指定管理者制度の導入

市民サービスの向上とコスト縮
減等を図るため、公の施設の
管理に係る指定管理者制度を
導入

・導入対象施設の決定
・手続条例の制定、設置条例の改正
・指定手続の実施

・同上

・市民会館外計２６施設導入
・その他の対象施設に係る導入準
備、環境整備、指定手続等

・その他の対象施設に係る導入準
備、環境整備、指定手続等

 ・計画の見直し、公表

・同上
・モニタリング手法の検討、実施

・公園外　計２３８施設で新規導入
　導入予定施設２８７施設中　２６４
施設導入済み

・同上
　導入済施設　２６４施設

・地区センター１施設導入
・導入済施設のうち２８施設更新手
続実施。

・同上

・病院健全化推進委員会の設置
・平成17年度行動プランの活動実績
評価
・平成18年度行動プラン進捗状況の
把握

・新たな病院経営健全化計画の策
定、公表

3-20

江別市立病院経営健全
化計画の策定
【終了】

経営健全化計画（行動プラン
及び財政計画）を策定し公表
する。

・計画の策定、公表
（１年前倒し）
・計画の見直し、公表

NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度 平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果上段：計画／下段：結果上段：計画／下段：結果



３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

H17 H18 H19 H20 H21

市立病院事務局管理課

H17 H18 H19 H20 H21

市立病院事務局経営企
画室

H17 H18 H19 H20 H21

市立病院事務局経営企
画室

H17 H18 H19 H20 H21

水道部総務課・下水道
施設課

（→　計画期間）

・２７４人→２９８人（＋２４人）
　前年度比較　２４人
　　看護職員　１６人
　　コメディカル　８人
　（平成２３年４月１日現在）

受入患者数７３人
（平成２３年３月実患者数）

一般病床利用率　６９．８％
精神病棟利用率　６８．７％

平成22（2010）年度

策定した計画を運用中

平成２３年度中の物流ＳＰＤ業務委
託化準備

・一般病床利用率 　93.5%
・精神病床利用率 　95.0%

NO

3-21

病床利用率の向上

　　　　    (H17年度)(H21年度)
・病床利用率
　一般病床　85.0%　→　93.5%
　精神病床　62.6%　→　95.0%

・一般病床利用率 　85.0%
・精神病床利用率 　62.6%

市立病院事務局経営企
画室

・一般病床利用率 60.9%
（休止病棟なし）
・精神病床利用率 76.9%

平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

3-22

人工透析患者の受入拡
大

　　　　　  (H17年度)(H21年度)
・受入患者数　60人　→　80人

・受入患者数　 60人 ・受入患者数　80人

　受入患者数　52人
　　（平成19年3月実患者数）

受入患者数　52人
　　（平成20年3月実患者数）

受入患者数 60 人
（平成21年３月実患者数）

受入患者数 63人
（平成22年３月実患者数）

3-23

職員定数の適正化

医師を除く病院の正職員を314
人（H17.4.1)→284人（H22.4.1)
に削減する。（△9.6%）

（起点）
314人
平成17年4月1日現在

３１０人（医師職を除く）
平成１８年４月１日現在

　・310人→２３４人（△76人）
 　前年度比較　△７６人
　　　看護職員△６５
　　　コメディカル△６
　　　行政職△２　　技能労務職△３
　　　　（平成１９年4月1日現在）

・234人→233人（△1人）
　前年度比較　△1人
　　看護職員＋5
　　コメディカル△3
　　行政職＋1　技能労務職△4
　　（平成２０年４月１日現在）

・233人→264人（+31人）
　前年度比較　31人
　　看護職員＋28
　　コメディカル+2
　　行政職＋1
　　（平成21年4月1日現在）

・264人→274人（+10人）
　前年度比較　10人
　　看護職員+9人
　　行政職+1人
　（平成22年4月1日現在）

3-24

外部委託の拡大
【終了】

・検体検査委託の一部拡大
(H19年度）
・給食調理業務委託（H20年
度）
・中央材料室業務委託（H20年
度）

・検体検査業務委託の一部拡大

（１年前倒し）
・給食調理業務、中央材料室業務の
委託

 ・給食調理業務、中央材料室業務の
 委託

・調理員退職不補充（1名）
　調理員所属替（2名）
　栄養士所属替（１名）
・検査技師３名退職不補充
　　　　（一部非常勤化）

・給食委託による職員減
　退職　調理員2名
　所属替　調理員1名、栄養士1名
・中央材料室業務委託
　所属替　看護師2名

・中期経営計画の策定・公表

3-25

下水道事業会計中期経
営計画の策定
【終了】

第９次下水道事業財政計画
（Ｈ19～21＋２カ年）の策定と
併せて中期経営計画を策定す
る

・中期経営計画の策定・公表（２月）

取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度 平成18(2006)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

　一般病床278床、精神病床59床　一般病床278床、精神病床130床

　・一般病床利用率 　52.6%
　　　（　8月から東５病棟、
　　　　10月から西５病棟休止）
　・精神病床利用率 　52.8%

・一般病床利用率　49.7%
（5月から西３病棟休止、西５病棟再
開）
・精神病棟利用率　62.9%

・一般病床利用率 67.9%
（４月から東５病棟再開、休止病棟
は１病棟（西３病棟のみ）
・精神病床利用率 81.7%

上段：計画／下段：結果

平成19(2007)年度



３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

水道部総務課

H17 H18 H19 H20 H21

水道部総務課・水道整
備課

H17 H18 H19 H20 H21

水道部総務課

H17 H18 H19 H20 H21

水道部浄水場

H17 H18 H19 H20 H21

水道部浄水場・浄化セ
ンター

（→　計画期間）

（浄水場）
・水質分析：水質基準項目５０項
目、管理目標設定項目19項目を外
部委託継続
・水質係を浄水係に統合

（浄化センター）
・土壌分析のサンプリング等を外部
委託継続

・現在も委託継続

・職員　８名体制（H２3．４．１）

６課72名（H23.4.1現在）

策定した計画を運用中

平成22（2010）年度

導入したシステムを継続使用中3-26

水道部電算システムの
改修
【終了】

庁内コンピューターシステムの
管理コストの縮減と情報セキュ
リティを確保するため、新たな
システム（ＳＢＣシステム）を再
構築する。

・新たなシステム導入に向けた検討
（水道部電算システム等検討委員
会）

・同上

・ＳＢＣシステムの導入・構築

・「地域水道ビジョン」の策定・公表

・同上

3-27

水道事業会計中期経営
計画・「地域水道ビジョ
ン」の策定
【終了】

第１０次水道事業財政計画（Ｈ
19～21＋２カ年）の策定と併せ
て中期経営計画を策定する
　「地域水道ビジョン」を平成２
０年を目途に策定する。

・「地域水道ビジョン」策定中

・６課７０名（２２．４．１）

H21.9.1～9.30パブコメ実施

「江別市水道ビジョン」策定
平成２１年12月1日

・６課７５名（１９．４．１）
外数
（水道サービス公社　２名　△１）

（起点）
7課16係（77名）体制
平成17年4月1日現在
外数　水道サービス公社　５名体制

・６課１５係７５名（１８．４．１）
（前年比　△１課、△１係、△２名）
外数　（水道サービス公社　３名）

・６課７１名（２１．４．１）

3-29

浄水場運転管理業務の
外部委託
【終了】

浄水場運転管理業務の外部
委託

（起点）
職員１５名体制（１７．４．１）
・１１月から運転管理委託開始

・同上
職員１３名体制（△２名　１８．４．１）

3-28

・職員　１０名体制
　　（△　３名　１９．４．１）

・職員　８名体制
　　（△　２名　２０．４．１）

上下水道事業の一体的
経営を目指す組織機構
の見直し
　（水道サービス公社の
見直しを含む）

上下水道事業の一体的運営
による事務事業の効率化を図
り、水道サービス公社の業務
も含めた、6課（職員71名：△
7.8%）体制を実現する。

3-30

水質等分析業務の外部
委託
【終了】

浄水場の水質（水質基準項目
５０項目、管理目標設定項目２
７項目）及び浄化センターの土
壌分析業務等の外部委託

（浄水場）
・水質分析（５０＋２７項目）を外部
委託　（Ｈ16は２５項目）
・水質係を浄水係に統合（△　職員１
名）

・同上

（浄化センター）
・土壌分析のサンプリング等を外部
委託

平成20(2008)年度 平成21(2009)年度
NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等

平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度

・同上

・６課７３名（２０．４．１）
外数
（水道サービス公社　０名　△２）

・中期経営計画の策定・公表（２月）

・中期経営計画の策定・公表

・委託拡大

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果



３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

水道部営業センター

H17 H18 H19 H20 H21

選挙管理委員会事務局

H17 H18 H19 H20 H21

総務部財政課

H17 H18 H19 H20 H21

市立病院事務局経営企
画室

H17 H18 H19 H20 H21

水道部総務課

（→　計画期間）

・70人→72人（加配を含む）
（△17,517千円）
対17年度比　△104百万円）

２７４人→２９８人（＋２４人）

７９４人→７９９人（正△4人、再9
人）
削減10,824千円（正48,876(水道＋
2名分除く)、再△38,052）
（対１７年度比　△４０６百万円）

・平成22年7月11日執行
第22回参議院議員通常選挙：
18.46%

・平成22年10月24日執行
衆議院北海道第５区選出議員補欠
選挙
：22.53%

・収納代理契約締結
　収納件数　７７，７７４件

平成22（2010）年度

・（収納件数　約52,500件）

3-31

水道料金・下水道使用
料の収納代理業務委託

平成17年度より、収納代理業
務をコンビニとの個別契約から
ファイナンス会社との一括契約
に変更し、徴収経費の節減を
図る

・収納代理契約締結
  （９月～収納件数　約25,900件）

・同上
　　９月～収納件数　３１，２８１件

・同上
　　収納件数　６１，１６８件

・収納代理契約締結
　　収納件数　６６，１０２件

・収納代理契約締結
　収納件数　６９，４７４件

・収納代理契約締結
　収納件数　７４，２０６件

・第16回統一地方選挙投開票事務：
18.0％
・第21回参議院議員通常選挙：
18.0％

・第45回衆議委員議員総選挙：
20.0％

3-32

選挙事務の効率化の検
討

選挙投開票事務における非常
勤職員の比率を上げる。
14.1％（H17.9)→20.0％（H21.9)

・平成17年９月11日施行
第44回衆議委員議員総選挙投開票
事務：14.1％

・平成１９年４月８日執行
第１６回北海道知事選挙投開票事
務：15.7％
・平成１９年４月２２日執行
第１６回江別市議会議員選挙投開
票事務：15.9％
・平成１９年７月２９日執行
第２１回参議院議員通常選挙投開
票事務：16.5％

・平成２１年８月３０日執行
第４５回衆議院議員総選挙投開票
事務：15.0％

3-33

経費節減等の財政効果
（一般会計）

（起点）
平成17年4月1日(当初予算)
・財政効果目標額(H17→21)
　　　　              237百万円

・８４５人→８３７人（△８人）
　５０，８２６千円（水道△２名分を除
く）

・８３７人→８１８人（△１９人）
　１４２，５９６千円
　　（病院△２名分を除く）
　（対１７年度比　△１９３百万円）

・８１８人→８０２人（△１６人）
１３４，４６４千円
　（対１７年度比　△３２８百万円）

８０２人→７９６人（△６人）
５０，７０６千円
（対１７年度比　△３７９百万円）
再任用人件費考慮し再計算：
（正△７人、再１人）
削減38,027千円（正42,255(水道△
2名分除く)、再△4,228）
（対１７年度比　△３６６百万円）

７９６人→７９４人（△２人）
１６，６５６千円
（対１７年度比　△３９１百万円）
再任用人件費考慮し再計算：
（正△７人、再５人）
削減28,828千円（正49,968(水道△
1名分除く)、再△21,140）
（対１７年度比　△３９５百万円）

3-34

経費節減等の財政効果
（病院事業会計）

（起点）
平成17年4月1日(当初予算)
・財政効果目標額(H17→21)
　　　　              254百万円

・３１４人→３１０人（△４人）医師職
を除く
　３３，８８４千円

・３１０人→２３４人（△76人）
　　２４３，２５２千円
　（行革分としての２９名の効果分）
　（対１７年度比　△２７７百万円）

・２３４人→２３３人（△１人）
　　８，４０４千円
　（対１７年度比　△２８６百万円）

・２３３人→２６４人（+31人）
（行革分としての８名分の効果分　６
７，６０８千円）
　（対１７年度比△３５３百万円）

・２６４人→２７８人（+10人）
行革分としては該当なし

3-35

経費節減等の財政効果
（水道事業会計/下水道
事業会計）

（起点）
平成17年4月1日(当初予算)
・財政効果目標額(H17→21)
　　　　                51百万円

・７７人→７５人（△２人）
　　職員人件費　前年度比
　　　　△　１６，９４２千円   （対１７年度比　△１７百万円）

・７５人→７３人（△２人）
　職員人件費　前年度比
　　　△　１６，８０８千円
  （対１７年度比　△３８百万円）

・７３人→７１人（△２人）
　職員人件費　前年度比
　　　△　１４，７４６千円
  （対１７年度比　５３百万円）

 ・７１人→７０人（△１人）
　　職員人件費　前年度比
　　　△３３，１０２千円
　（対１７年度比　△８６百万円）

NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度 平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果



平成２３年度第一回行政改革推進委員会 

 

平成２３年度 使用料・手数料の見直しについて 

 

１．「使用料・手数料の見直し方針」について 

  ・コストの考え方について 

  ・サービスの性質別マトリックスによる受益者負担の割合の設定ついて 

  ・改定の限度額について 

 

 

 

 

 

２．改定素案について 

①「方針」に基づく改定 

   ・勤労者研修センター、青年センター（研修棟）、東野幌体育館、セラミックアートセンター陶芸窯） 

   ・各種手数料（住民票、所得証明書など） 

 

 

 

 

②「方針」に基づくほかに、利用促進などを加味した改定 

   ・体育施設の個人料金 

   など 

 

 

 

 

③体育施設個人使用料のポイント 

 

 

 

 

３．その他 

  ①「午前・午後・夜間」区分など時間区分のあり方 

   ・現状の午前（9：00～12：00）、午後（13：00～17：00）、夜間（18：00～21：00）の貸出区分を１時間単位 

にするなどし、利用促進を図ることができないか。 

↓ 

・実際の利用状況などを検討した結果、現状どおりの区分で運用することがのぞましい。しかし、公民 

館の調理実習室は午前～午後にまたがる使用の実態、要望があり、調理実習室について午後の区 

分を１時間単位で貸出が可能なように必要な手続きを進めていく。 

 

 

 



  ②営利目的で使用する場合の使用料のあり方 

   ・営利目的で使用可能な施設について現在でも別途割り増し料金を設定しており、今後引き続き、あ 

り方については調査、検討していく。 

 

 

 

 

 

  ③市外者が利用する場合の使用料、受付方法などのあり方 

   ・市外者使用について割増料金を設定すると利用の減少につながる懸念があるため設定しないが、 

予約開始時期に差を設けるなどより、市民が優先的に使用できるように進めていく。 

 

 

 

 

 

  ④減免・免除制度のあり方 

   ・今回体育施設の個人利用について高齢者単価を設けたことにより、登録クラブ利用の９割減免を 

見直すこととなったが、他の使用料については、引き続き調査、検討していく。 

 

 

 

 

 

  ⑤利用促進の方策の検討 

   ・体育施設の個人利用の改定のなかで、回数券、定期券について見直しを行った 

     ○回数券     １１回券（料金１０回分） → ６回券（料金５回分） 

     ○定期券     ８回分相当額 → ６回分相当額 



使用料・手数料の改定素案について  

１．改定素案の概要 

（１） 見直し対象 

１８条例、１規則、１要綱、３４施設 

（２） 算定方法 

「使用料・手数料の見直し方針」に基づき算出した原価素数値と現行単価の乖離幅により改定率を設定し、改定 

      素案を算定した。さらに、利用促進、公平性確保の観点を加味し、算定した。 

（３） 算定結果 

使用料 ・・・  改定 ： ９施設等、８３項目（うち増額：２０項目、減額：６３項目）、新設１７項目 

         据置 ： ２６０項目 

      手数料 ・・・   改定 ： ４７手数料、６７項目（うち増額：６６項目、減額：１項目）、新設５項目 

                据置 ： ２５１項目 

（４） 平均改定率 ※収入ベースでの比較 

      使用料 ・・・ △０．９４％ 

      手数料 ・・・ ０．８４％ 

      全体  ・・・ ０．３５％ （収入見込増減：＋２，１８６，８８１円） 

 

２．「方針」に基づいた項目 ※改定率は単価ベースでの比較 

（１） 勤労者研修センター ・・・ 改定率 20.0% 

     ・研修室１号 ・・・ 3,900 円（全日） → 4,700 円（全日） 

       ※市内の一般企業、団体であれば８割減免 ・・・ 780 円（全日） → 940 円（全日） 

（２） 青年センター（研修棟） ・・・ 改定率 △15.8％ 

     ・研修室１ ・・・ 3,800 円（全日） → 2,900 円（全日） 

（３） 東野幌体育館 ・・・ 改定率 △17.8％ 

     ・研修室１ ・・・ 11,700 円（全日） → 8,800 円（全日） 

（４） ｾﾗﾐｯｸｱｰﾄｾﾝﾀｰ陶芸窯専用使用 ・・・ 改定率 8.2％ 

     ・ガス窯専用使用 ・・・ 36,000 円 → 41,000 円 

     ・電気窯Ⅱ専用使用 ・・・ 6,000 円 → 5,100 円 

（５） 市民課所管手数料 ・・・ 改定率 4.5％ 

     ・住民票又は戸籍附票の写しの交付手数料 ・・・ 250 円 → 300 円 

（７） 市民税課所管手数料 ・・・ 改定率 9.8％ 

     ・所得証明手数料 ・・・ 350 円 → 400 円 

（８） その他証明 ・・・ 改定率 0.4％ 

                                

３．「方針」に基づくほかに、利用促進などを加味した項目 

（１） 体育施設の個人使用料 

  ① 大人料金・・・近隣他市の同施設と比較し、「方針」の改定率によらず素案を算定 

     【個人使用】 

      体育館 ： 130 円 → 200 円 （＋53.8％） 

      プール ： 400 円 → 500 円 （＋25.0％） 

      ﾊﾟー ｸｺﾞﾙﾌ場 ： 200 → 240 円 （＋20.0％） 

     【登録ｸﾗﾌﾞ使用】 

      体育館 ： 1,300 円 → 2,000 円 （＋53.8％） 

      プール ： 2,000 円 → 2,500 円 （＋25.0％） 

       ※回数券、定期券もあわせて見直し（④）、利用減とならぬようバランスをとる。 

 

 

 

 

 

 



  ② 子供料金・・・「大人料金」は増額改定となるが、「子供料金（小中学生）」については据置、または減額改定となる 

ように概ね以下の割合で算定し、体力向上、利用促進を図る 

「大人（100）：高校生（50）：小中学生（20）」※大人を 100 とした場合のその他の割合 

        体育館（中学生） ： 60 円 → 40 円 （△33.3％） 

        プール（中学生） ： 100 円 → 100 円 （据置） 

        ﾊﾟー ｸｺﾞﾙﾌ場（中学生） ： 100 円 → 60 円 （△40.0％） 

        ※体育施設の料金を準用している、農村環境改善センター（多目的ホール）、有料公園施設（テニスコート） 

      も上記にあわせ算定。また、森林キャンプ場にも適用 

       ※個人使用の割合を登録クラブ利用にも適用 

  ③ 高齢者・・・個人使用の高齢者区分を新設、クラブ利用の９割減免を廃止し利用促進と公平性の確保を図る 

     【個人使用】 ： 大人料金の 50％で新設 

      体育館 ： 130 円（現行大人） → 100 円 （△23.1％） 

      プール ： 400 円（現行大人） → 250 円 （△37.5％） 

      ﾊﾟー ｸｺﾞﾙﾌ場 ： 200 円（現行大人） → 120 円 （△40.0％） 

     【クラブ使用】 ： 大人料金の 50％で算定（現行の９割減免は適用しない。また、団体単価のないパークゴルフ場

は大人料金の 25％で算定） 

      体育館 ： 130 円（1 ｸﾗﾌﾞ 1 回） → 1,000 円（1 ｸﾗﾌﾞ 1 回） （＋669.2％） 

              <参考>ｸﾗﾌﾞの 1 回当たりの参加人数は平均22.1 人  45 円（1 人） 

      プール ： 200 円（1 ｸﾗﾌﾞ 1 回） → 1,200 円（1 ｸﾗﾌﾞ 1 回） （＋500.0％） 

              ↑※現行単価は割り減免適用後の金額 

              <参考>ｸﾗﾌﾞの 1 回当たりの参加人数は平均17.4 人  69 円（1 人） 

      ﾊﾟー ｸｺﾞﾙﾌ場 ： 20 円（1 人） → 60 円（1 人） （＋200.0％） 

      （団体使用） 

  ④ 回数券、定期券・・・割増率などの見直しにより利用促進を図る 

     【回数券】 ： １１回券（１０回分料金） → ６回券（５回分料金） ※ﾊﾟー ｸｺﾞﾙﾌは共通を廃止し各区分毎に新設 

      プール（大人） ： 4,000 円 → 2,500 円 

        ※１回当たり ： 364 円 → 417 円 （＋14.6％） 

      プール（中学生） ： 1,000 円 → 500 円 

        ※１回当たり ： 91 円 → 83 円 （△8.8％） 

     【定期券】 ： ８回相当/月 → ６回相当/月 

      体育館（大人） ： 1,040 円 → 1,200 円 （＋15.4％） 

      プール（大人） ： 3,200 円 → 3,000 円 （△6.3％） 

（２） セラミックアートセンター 

  ① 企画展示室、研修室使用料 

     野幌公民館（ギャラリー）の単価を適用し減額改定、利用促進を図る 

      企画展示室 ： 26,300 円（全日） → 19,600 円（全日） （△25.5％） 

      研修室 ： 13,800 円（全日） → 10,100 円（全日） （△26.8％） 

  ② 常設展観覧料 

      貸室の据置の考え方、企画展示室を改修し利用促進を図る考え方に沿って据置 

       <参考> 「方針」に沿った算定（大人） ： 300 円 → 400 円 

（３） 道路占用料 

   国の道路占用料改定に伴う、北海道の改定（Ｈ23.4）に準じて素案を算定 ： 改定率 △6.1％） 

（４） 花き栽培技術指導センター、いきいきセンターさわまち 

   指定管理者による利用が大半を占めるなど、施設の性質から据置 

（５） 有料公園施設（専用使用） 

   他市との比較により据置 

（６） 家庭系・事業系廃棄物処理手数料、し尿処理手数料 

   他市との比較により据置 

 

 

 

 



４．その他利用促進など 

（１） 公民館の調理実習室 

  調理実習の時間的な性質を考慮し、調理実習室のみ１２時～１８時までの１時間単位での貸し出しを行う。 

    ※条例改正については、今後調整 

 

５．今後のスケジュール 

  １１月１日（火）～１１月８日（火）   各会派説明 

  １１月９日（水）   行政改革推進委員会へ報告 

  １１月９日以降～１２月中旬 各種関係団体へ説明 

  ２月上旬  改定案確定 

  ２月中旬  各常任委員会へ説明 

  ３月上旬  定例会提案 

  ４月１日  道路占用料条例施行 

  ４月、５月、９月  広報周知 

  １０月１日  全部施行 
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使用料・手数料の見直し方針 
 

 

平成 23 年 8 月 

江別市 

 

 

 

Ⅰ．使用料・手数料の見直しに関する基本方針 

 
使用料・手数料は、様々な行政サービスの中で、そのサービスを利用する特定の人が利益を 

受けることから、受益の範囲内で行政サービスの対価として徴収するものです。そのため、定期的に

見直しを行い料金の体系を精査し、負担の公平性を図る必要があります。 
近年、地方行財政を取り巻く環境は大きく変化し、地方自治体の財政状況は極めて厳しい状態に

あります。また、地方自治体における行政サービスは、社会情勢の変化に伴い、質・量ともに  
高度化・拡大し、これらに対応するための行政コストも増加しています。 

使用料・手数料の見直しにあたって、コストに見合った応分の負担をしていただくためには、施設

の管理運営などに要する経費を明らかにしていく必要があります。このたびの使用料・手数料の 
見直しは、様々な行政サービスに対する市民相互の負担の公平性を確保し、算定方法を明確化 
することにより内容の透明性を高めることを基本方針として実施します。 

なお、使用料の見直しは、使用料の額にとどまらず、利用しやすさや利用率の向上なども課題 
とし、積極的に PR を行うことで、身近にありながら使用していなかった施設を利用してもらうため、

利用拡大への取り組みについても見直しを行います。 
 

◎ 使用料とは・・・地方公共団体の行政財産の使用または公の施設の利用の対価として、その 
使用者または利用者から徴収するもの。（地方自治法第 225 条） 
【例】公民館・体育館の使用料や、郷土資料館の入館料など 

 
◎ 手数料とは・・・特定の者のために行う役務の提供に対して、その事務に要する費用または 

報酬として徴収するもの。（地方自治法第 227 条） 
【例】住民票・印鑑証明書など 
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１．受益者負担の原則と公平性の確保 

市の行政サービスは、税を根源的な財源としていますが、すべてのサービスを税でまかなうこと

は困難であり、施設使用の対価としての使用料などにより、施設の建設・維持管理などに係る経費 
の一部をまかなっています。 

使用料が低すぎる場合は、経費の不足分は税金でまかなうことになり、結局、施設を利用しない

方、出来ない方もその経費を負担することになります。したがって、サービスを利用する方としない

方との「負担の公平性」を考えると、利用する方が応分の負担をすることで、「負担の公平性」が確保

されます。 
したがって、「受益者負担の原則」に基づき、「原価」について受益者に負担を求めることになり 

ますが、市も日頃から管理運営経費の節減などに努め、使用料の適正化に努めていきます。 

 

 

２．算定方法の明確化 

使用料・手数料の設定については、社会情勢の変化に応じた原価算定方式による明確な 
料金設定基準を設定します。また行政サービスを性質別に分類し、その分類に基づき受益者負担

と公費負担の割合を明確にし、市民の理解と協力を得ながら使用料・手数料の見直しを進めます。 
それぞれの施設の具体的な分類は別に定めます。 

 
【設定基準の基本事項】 

① 原価算定方式によるコスト計算を行う。 
② 行政サービスを性質別に分類する。 
③ 受益者負担と公費（行政）負担の割合を明確にする。 
④ 定期的な料金見直しを実施する。 

 
 

３．新料金の適用時期 

「使用料・手数料の見直し方針」に基づく新たな使用料・手数料の適用時期は、一部を除き平成

24 年 10 月を予定しています。 
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Ⅱ．使用料について 

１．使用料の算定方法 

  使用料は、原則として次の基本式により算定します。 
 
   使用料  ＝  原価  ×  性質別負担割合  
 
（１） 「原価」とは、原則として次の式により算定した額です。 

① 会議室などの専用使用の原価計算・・・1 日当たりの原価 
      （総コスト） ÷ （貸出面積＋共用部面積） ÷ （年間使用可能日数） × （貸出基礎面積） 
 

② 個人利用施設の原価計算・・・1 人当たりの原価 
      （総コスト） ÷ （施設利用者数） 

 

   ※総コスト・・・施設にかかるコストとして、「人にかかるコスト（人件費）」、「物にかかるコスト 

（物件費・建設費・維持補修費）」で構成されます。 

～人にかかるコスト～ 

* 人件費     ・・・  当該事務に直接従事する人数の費用です。 

～物にかかるコスト～ 

* 物件費     ・・・ 光熱水費、維持補修費、施設の点検・清掃など 

  の委託料などです。 

* 建設費     ・・・ 施設の再構築価格を耐用年数で除した額です。 

 

   ※上記の方法で算定することが適切ではない場合は、適正な方法により原価計算します。 

 

（２） 性質別負担割合 

市の公共施設は、道路、公園などの日常生活に必要で、市場原理によっては提供されにくい 
施設から、民間においても類似の施設が存在するものまで多岐にわたっています。 

そこで、施設を性質別に分類し、その分類ごとに「受益者負担」と「公費負担」の割合を設定 
します。 
 
【サービスの分類】 

① 市民生活上、ほとんどの人が必要とするサービス           ・・・（必需的サービス） 
② より快適性を求めるなど、個人によって必要性が異なるサービス  ・・・（選択的サービス） 
③ 市場原理では提供されにくく、行政が中心に提供するサービス  ・・・（非市場的サービス） 
④ 市場原理により民間でも提供可能なサービス             ・・・（市場的サービス） 
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上記の①～④に基づく負担の割合は、次の通りとします。 
 
【性質による施設の分類】 

○ 第 1 分類 （必需的・非市場的）・・・①+③ → 基本的に公費で負担する 

○ 第 2 分類 （選択的・非市場的）・・・②+③ → コストは受益者と公費で負担する 
○ 第 3 分類 （選択的・市場的）・・・②+④ → 基本的にコストは受益者が負担する 
○ 第 4 分類 （必需的・市場的）・・・①+④ → コストは受益者と公費で負担する 

 

非市場的

市場的

必需的選択的

【第1分類】
受益者負担  0%
公費負担  100%

【第4分類】
受益者負担 50%
公費負担    50%

【第2分類】
受益者負担 50%
公費負担    50%

【第3分類】
受益者負担 100%
公費負担        0%

 

 

Ⅲ．手数料について 

１．手数料の算定方法 

  手数料は、原則として次の基本式により算定します。 
 
   手数料  ＝  原価  ×  受益者負担割合  
 
（１） 「原価」とは、原則として次の式により算定した額です。 

   （処理に係るコスト） ÷ （年間処理件数） 
 
   ※処理に係るコスト・・・その処理にかかる経費で人件費、物件費で構成されます。 
          * 人件費 ・・・ 当該処理に直接従事する人数の費用です。 
          * 物件費 ・・・ 消耗品、使用料・賃借料などです。 
   ※法令等に規定のあるものは、その基準に従います。 
   ※上記の方法で算定することが適切ではない場合は、適正な方法により原価計算します。 
 
（２） 受益者負担割合 

   手数料は、特定の者の利益のために発生した事務に係る経費であることから、費用について 
  は受益者の 100％負担とします。 
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Ⅳ．使用料・手数料の見直しサイクル 

受益と負担の公平性を確保しながら、公共施設の運営改善と行政サービスの改善を目指すため 
に、使用料及び手数料の原価計算は、原則として 4 年ごとに実施します。 
 
 

Ⅴ．使用料・手数料の改定額の限度 

このたびの見直し方針で算出した額が、現行の料金と著しい差が生じた場合の激変緩和のため 

改定額の限度を設定することとします。 

なお、改定幅は近隣類似施設や他市の水準を踏まえ、必要に応じ施設毎に調整できるものと 

します。 

 

 

Ⅵ．その他 

 このたびの使用料・手数料の見直しでは、前述の使用料・手数料の額のほかに、受益者負担の 

原則、利便性の向上を図るため、以下の項目についても検討していきます。 

 

○ 「午前・午後・夜間」区分など時間区分のあり方 

 

○ 営利目的で使用する場合の使用料のあり方 

 

○ 市外者が利用する場合の使用料、受付方法などのあり方 

 

○ 減免・免除制度のあり方 

 

○ 利用促進の方策の検討 



【別紙】

◎　行政サービスの性質別分類

◎　使用料・手数料の改定額の限度

※近隣類似施設や他市の水準等を踏まえ、必要に応じ調整できるものとします。

現行料金との乖離幅 改定率の限度

据え置き±２０％未満

±２０％以上±３０％未満 ±１０％

±３０％以上±４０％未満 ±１５％

±６０％以上 ±３０％

±４０％以上±５０％未満 ±２０％

±５０％以上±６０％未満 ±２５％

第２分類
受益者負担　50％
公費負担　　50％

集会所
市民会館
住区会館
勤労者研修センター
農村環境改善センター
農村広場
花き栽培技術指導ｾﾝﾀｰ
（貸室）
いきいきｾﾝﾀｰさわまち
（貸室）
コミュニティセンター
郷土資料館

　公民館
　市民文化ホール
　体育館
　青年センター
　森林キャンプ場
　パークゴルフ場
　有料公園施設
　ｾﾗﾐｯｸｱｰﾄｾﾝﾀｰ
  市営牧野

第１分類
受益者負担　0％
公費負担　100％

　道路
　河川
　公園
　小・中学校
　図書館
　児童館
　葬斎場（火葬炉）

第３分類
受益者負担　100％
公費負担　　0％

　道路（占用）
　河川（占用）
　公園（占用）
　水道料金
　下水道使用料
　市立病院
　市営駐車場
　陶芸窯
　葬斎場（待合室）
　各種手数料
　墓地

第４分類
受益者負担　50％
公費負担　　50％

　市営住宅
　保育所
　児童クラブ

市場的

必需的

非市場的

選択的



平成２３年度　使用料・手数料見直し算定結果及び改定素案

見直し対象 １８条例、１規則、１要綱、３４施設

算定方法 「使用料・手数料の見直し方針（案）」に基づき算出した原価素数と、現行単価の乖離幅により改定率を設定し、改定案を算定した。

また、利用促進、公平性確保の観点も加味し改定案を算定した。

算定結果 使用料 改定：９施設等、８３項目、新設：１７項目、据置：２６０項目

うち、増額：２０項目、減額：６３項目

手数料 改定：４７手数料、６７項目、新設５項目、無料化：１項目、据置：２５１項目

うち、増額：６６項目、減額：１項目

【使用料】
（円）

現行
①

改定案
②

H22実績
③

改定後見込
④

勤労者研修センター 研修室１号 全日 3,900 4,700 20.5% 101,380 129,060
研修室２号 全日 7,900 9,500 20.3% 157,480 194,920
研修室３号 全日 2,000 2,400 20.0% 27,740 34,220
研修室４号 全日 1,700 2,000 17.6% 111,660 133,560

東野幌体育館 研修室１ 全日 11,700 8,800 -24.8% 237,140 179,270
研修室２ 全日 7,900 5,900 -25.3% 363,120 269,850
会議室 全日 5,400 4,100 -24.1% 259,420 196,090
多目的ホール 全日 10,300 7,700 -25.2% 702,101 303,030

青年センター（研修棟） 音楽室 全日 10,800 8,600 -20.4% 741,000 590,140
研修室１ 全日 3,800 2,900 -23.7% 118,170 90,510
研修室２ 全日 2,400 2,000 -16.7% 0 0
サークル室１ 全日 2,400 2,000 -16.7% 124,410 103,660
サークル室２ 全日 2,400 2,000 -16.7% 114,850 94,540
サークル室３ 全日 2,100 1,600 -23.8% 69,880 52,850
調理室 全日 4,900 3,900 -20.4% 17,200 13,900
和室 全日 4,600 3,500 -23.9% 68,100 51,400
暗室 全日 1,500 1,100 -26.7% 0 0

セラミックアートセンター ==窯使用==
ガス窯専用（本焼） 1回 36,000 41,000 13.9% 144,000 164,000
電気窯Ⅰ（本焼） 1回 3,000 2,600 -13.3% 69,000 59,800
電気窯Ⅱ（本焼） 1回 6,000 5,100 -15.0% 144,000 122,400

単位

【平均改定率】
使用料：△０．９４％
手数料：０．８４％
全体：０．３５％
収入見込増減：＋２，１８６，８８１円

備考
使用料単価 使用料収入

改定率
②/①

項目等対象施設等

Ⅰ.方針に基
づく改定

区分
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現行
①

改定案
②

H22実績
③

改定後見込
④

単位 備考
使用料単価 使用料収入

改定率
②/①

項目等対象施設等区分

青年センター（プール） ==登録クラブ使用==
大人 1回 2,000 2,500 25.0% 772,000 965,000
高校生 1回 1,200 1,200 0.0% 0 0 大人の50%で設定
中学生 1回 700 500 -28.6% 0 0 大人の20%で設定
小学生 1回 600 400 -33.3% 294,600 196,400 大人の16%で設定
高齢者（65歳以上） 1回 2,000 1,200 500.0% 56,600 339,600 【新設】大人の50%で設定

(実質200) ｸﾗﾌﾞの9割減免廃止
==個人使用==
大人 1回 400 500 25.0% 639,160 798,950
高校生 1回 250 250 0.0% 47,750 47,750 大人の50%で設定
中学生 1回 100 100 0.0% 50,300 50,300 大人の20%で設定
小学生 1回 80 80 0.0% 421,600 421,600 大人の16%で設定
高齢者（65歳以上） 1回 400 250 -37.5% 462,840 289,275 【新設】大人の50%で設定
==回数券==
大人 1冊（11回） 4,000 2,500 -37.5% 315,520 361,340 6回券で設定（5回相当料金）

1回当たり 364 417 14.6%
高校生 1冊（11回） 2,500 1,250 -50.0% 2,500 2,200 6回券で設定（5回相当料金）

1回当たり 227 208 -8.3%
中学生 1冊（11回） 1,000 500 -50.0% 4,000 3,600 6回券で設定（5回相当料金）

1回当たり 91 83 -8.3%
小学生 1冊（11回） 800 400 -50.0% 15,200 13,900 6回券で設定（5回相当料金）

1回当たり 73 67 -8.3%
高齢者（65歳以上） 1冊（11回） 4,000 1,250 -68.8% 228,480 130,830 【新設】大人の50%で設定、6回券

1回当たり 364 208 -42.7%
==定期==
大人 1月(8回相当) 3,200 3,000 -6.3% 684,864 642,060 6回相当料金/月で設定
高校生 1月(8回相当) 2,000 1,500 -25.0% 6,000 4,500 6回相当料金/月で設定
中学生 1月(8回相当) 800 600 -25.0% 0 0 6回相当料金/月で設定
小学生 1月(8回相当) 640 480 -25.0% 3,840 2,880 6回相当料金/月で設定
高齢者（65歳以上） 1月(8回相当) 3,200 1,500 -53.1% 495,936 232,470 【新設】大人の50%で設定、6回相当

体育館共通 ==登録クラブ使用==
大学生・一般 1回 1,300 2,000 53.8% 3,186,300 4,902,000
高校生 1回 900 1,000 11.1% 93,600 104,000 大人の50%で設定
小中学生 1回 600 400 -33.3% 654,000 436,000 大人の20%で設定
高齢者（65歳以上） 1回 1,300 1,000 669.2% 172,770 1,329,000 【新設】一般の50%で設定

(実質130) ｸﾗﾌﾞの9割減免廃止
==個人使用==
大学生・一般 1回 130 200 53.8% 4,419,470 6,799,184
高校生 1回 90 100 11.1% 1,153,800 1,282,000 大人の50%で設定
小中学生 1回 60 40 -33.3% 1,363,920 909,280 大人の20%で設定
高齢者（65歳以上） 1回 130 100 -23.1% 3,472,440 2,671,108 【新設】一般の50%で設定
==定期==
大学生・一般 1冊（8回） 1,040 1,200 15.4% 3,583,507 4,134,816 6回相当料金/月で設定
高校生 1冊（8回） 720 600 -16.7% 77,040 64,200 6回相当料金/月で設定
小中学生 1冊（8回） 480 240 -50.0% 103,200 51,600 6回相当料金/月で設定
高齢者（65歳以上） 1冊（8回） 1,040 600 -42.3% 2,815,613 1,624,392 【新設】一般の50%で設定、6回相当

Ⅱ.方針に基
づく原価計算
に加え、政策
的判断による
改定

2



現行
①

改定案
②

H22実績
③

改定後見込
④

単位 備考
使用料単価 使用料収入

改定率
②/①

項目等対象施設等区分

森林キャンプ場 大人・高校生・大学生 1泊 400 400 0.0% 711,600 711,600
〃 日帰 200 200 0.0% 959,200 959,200
小中学生 1泊 200 80 -60.0% 98,400 39,360 大人の20%で設定
〃 日帰 100 40 -60.0% 42,000 16,800 大人の20%で設定

あけぼのパークゴルフ場 大人・高校生・大学生 1R 200 240 20.0% 5,052 6,062
〃　追加９Ｈ 9H 100 120 20.0% 572 686
〃　２７Ｈ 27H 300 360 20.0% 9,360 11,232
〃　１日 1日 500 600 20.0% 20,340 24,408
小中学生 1R 100 60 -40.0% 9,700 5,820 大人の20%で設定
〃　追加９Ｈ 9H 50 30 -40.0% 2,400 1,440 大人の20%で設定
〃　２７Ｈ 27H 150 90 -40.0% 12,900 7,740 大人の20%で設定
〃　１日 1日 250 120 -52.0% 9,750 4,680
高齢者（65歳以上） 1R 200 120 -40.0% 247,548 148,529 【新設】大人の50%で設定
〃　追加９Ｈ 9H 100 60 -40.0% 28,028 16,817 【新設】大人の50%で設定
〃　２７Ｈ 27H 300 180 -40.0% 458,640 275,184 【新設】大人の50%で設定
〃　１日 1日 500 300 -40.0% 996,660 597,996 【新設】大人の50%で設定
団体利用（一般） 1R/人 200 240 20.0% 49,140 58,968
団体利用（65歳以上） 1R/人 200 60 200.0% 418,140 1,254,420 【新規】「ｸﾗﾌﾞ使用」がないため、大人

(実質20) の25%で設定。9割減免廃止
共通回数券 1冊 1,000 -100.0% 11枚綴り、1枚100円相当
回数券（大人･高校・大学） 1冊 1,000 1,200 20.0% 2,860 3,146 6枚綴り

1R当たり 182 200 10.0%
回数券（小中学生） 1冊 1,000 250 -75.0% 0 0 6枚綴り

1R当たり 91 42 -54.2%
回数券（高齢者） 1冊 1,000 600 -40.0% 140,140 77,077 6枚綴り

1R当たり 182 100 -45.0%
農村環境改善センター 大学生・一般 1回 130 200 53.8% 172,380 265,200 体育施設個人使用に準拠

高校生 1回 90 100 11.1% 2,250 2,500 体育施設個人使用に準拠
小中学生 1回 60 40 -33.3% 5,580 3,720 体育施設個人使用に準拠

有料公園施設 全天候（大人） 1回 130 200 53.8% 221,780 341,200 体育施設個人使用に準拠
（テニスコート個人利用） 全天候（高校） 1回 90 100 11.1% 12,150 13,500 体育施設個人使用に準拠

全天候（小中） 1回 60 40 -33.3% 79,500 53,000 体育施設個人使用に準拠
クレー（大人） 1回 70 100 42.9% 129,430 184,900 全天候の50%で設定
クレー（高校） 1回 50 50 0.0% 4,550 4,550 全天候の50%で設定
クレー（小中） 1回 30 20 -33.3% 35,880 23,920 全天候の50%で設定

セラミックアートセンター ==各室使用料==
企画展示室 全日 26,300 19,600 -25.5% 0 0 公民館単価/㎡を適用
研修室 全日 13,800 10,100 -26.8% 8,800 6,400 公民館単価/㎡を適用

道路占用 電柱、ガス管等38項目 平均 21,011 19,724 -6.1% 39,471,440 34,942,541 道条例改正（H23.4）に伴い改定

3



【手数料】

現行
①

改定案
②

H22実績
③

改定後見込
④

1通 250 300 20.0% 345,000 414,000
1件 250 300 20.0% 52,250 62,700
1通 250 300 20.0% 14,474,250 17,369,100
1通 250 300 20.0% 6,250 7,500
1通 250 0 -100.0% 1,182,500 0 登録は免除に。再交付は350円

1税目 350 400 14.3% 416,150 475,600
1件 250 300 20.0% 68,000 81,600

1筆、1棟 350 400 14.3% 473,900 541,600
1件 350 400 14.3% 139,700 157,600
1件 350 400 14.3% 3,617,250 4,134,000
1件 350 400 14.3% 1,875,300 2,143,200
1件 250 300 20.0% 68,000 81,600

1件 4,000～ 11,000～ 15.0%～ 2,566,000 3,257,000
140,000 161,000 40.0%

1件 9,000～ 5,000～ 7.7%～ 635,000 744,000
15,000 17,000 22.2%

1件 10,000～ 12,000～ 8.3%～ 0 0
12,000 13,000 20.0%

1件 6,400～ 8,000～ 10.3%～ 0 0
78,000 86,000 30.3%

1件 36,000 - 0 0 【新設】
1件 28,000 - 0 0 【新設】
1件 92,000 - 0 0 【新設】
1件 28,000 - 0 0 【新設】
1件 28,000 - 0 0 【新設】

1筆 450 550 22.2% 22,500 27,500
1件 2,600 3,400 30.8% 80,600 105,400
1件 350 450 28.6% 31,850 40,950
1件 250 300 20.0% 0 0
1件 250 300 20.0% 6,750 8,100
1件 250 300 20.0% 24,750 29,700
1件 250 300 20.0% 0 0
1件 250 300 20.0% 250 300
1件 250 300 20.0% 0 0
1件 250 300 20.0% 5,750 6,900

改定率
②/①

〃変更申請手数料

道路用地境界証明手数料

町名地番変更証明手数料
区画整理換地処分証明手数料
農用地区域証明手数料
転作助成金交付証明手数料

現況証明の可否に付随する現地調査手数料
租税特別措置法による証明手数料
区画整理区域内証明手数料
区画整理地積証明手数料

～その他証明～
現況証明手数料

中間検査申請等手数料
（9項目中2項目改定）
建築許可、認定関係手数料
（25項目中7項目改定）
道路の位置の指定の申請手数料
敷地と道路との関係の許可申請手数料
法48条ただし書き　政令130条要件該当
既存の一の建築物について二以上に分けて工事

租税・公課証明手数料
公簿等の閲覧手数料

～市民税関係手数料～
納税証明手数料
固定資産課税台帳閲覧手数料
土地建物証明手数料

（20項目中7項目改定）

住民票又は戸籍附票の写し交付手数料
住民票の写しの広域交付手数料
印鑑登録証交付手数料

～建築関係手数料～
確認申請等手数料
（13項目中11項目改定）
完了検査申請等手数料

営業証明手数料
所得証明手数料

備考
使用料単価 使用料収入

方針に基づく
改定

区分 単位

～住民記録、戸籍関係手数料～

手数料名称

住民票記載事項証明手数料
住民票又は戸籍附票の閲覧手数料
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現行
①

改定案
②

H22実績
③

改定後見込
④

改定率
②/①

備考
使用料単価 使用料収入

区分 単位手数料名称

1通 250 300 20.0% 73,750 88,500
1通 250 300 20.0%
1通 250 300 20.0%
1通 250 300 20.0%
1件 250 300 20.0% 11,250 13,500
1件 250 300 20.0% 17,250 20,700
1件 250 300 20.0% 500 600
1件 250 300 20.0% 250 300
1件 250 300 20.0% 63,250 75,900
1件 250 300 20.0% 476,550 571,800
1件 250 300 20.0% 55,250 66,300
1枚 550 600 9.1% 353,650 385,800
1件 3,000 3,900 30.0% 9,000 11,700

1筆増ごと 500 650 30.0% 3,500 4,550
1件 3,000 3,900 30.0% 0 0

1筆増ごと 500 650 30.0% 0 0
1件 7,000 8,700 24.3% 112,000 139,200

1筆増ごと 500 650 30.0% 53,000 68,900
所有権移転の嘱託登記手数料
〃

土地の表示の変更の嘱託登記手数料
〃
登記名義人の表示の変更・更正の嘱託登記手数
〃

その他（市街化区域証明ほか）
地籍に関する図書・公簿等の閲覧手数料
確認申請副本写しの交付手数料
地籍図写しの交付手数料（1,200以下）

罹災証明交付手数料
その他（農業委員会関係）
その他（救急搬送証明）
その他（消防水利試験結果証明）

無職無収入証明手数料
不在籍証明手数料

その他（独身証明、婚姻要件具備証明ほか）
不在証明手数料
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使用料手数料見直し算定原価及び改定素案一覧表 260 175,428,396 173,779,077 平成２３年１０月２４日現在

（円、％）

① ②
③

（②-①）

乖離幅
(②/①-
1)*100

平均
乖離幅

④
⑤

（④-①）

改定率
(④/①-
1*100

Ｈ22実績
⑥

改定後見込
⑦

増減⑧
（⑦-⑥）

現行の体系での
減免規定など

1,204,140 1,204,140 0
174.96 6,500 7,555 1,055 16.23% 据置 0 0.0%
102.96 4,200 4,446 246 5.86% 据置 0 0.0%
24.30 2,100 1,049 -1,051 -50.05% 据置 0 0.0%

31,585,315 31,585,315 0
918.00 78,500 64,833 -13,667 -17.4% 据置 0 0.0%
918.00 94,200 77,800 -16,400 -17.4% 据置 0 0.0% 「平日」×1.2
453.36 32,300 32,018 -282 -0.9% 据置 0 0.0%
377.40 32,300 26,654 -5,646 -17.5% 据置 0 0.0% 「平日」×1.2
377.40 38,800 31,984 -6,816 -17.6% 据置 0 0.0%
27.00 2,300 1,907 -393 -17.1% 据置 0 0.0%

177.32 15,200 12,523 -2,677 -17.6% 据置 0 0.0%
37.50 6,400 5,297 -1,103 -17.2% 据置 0 0.0%
58.93 5,000 4,162 -838 -16.8% 据置 0 0.0%
61.20 5,200 4,322 -878 -16.9% 据置 0 0.0%
61.20 5,200 4,322 -878 -16.9% 据置 0 0.0%
45.00 3,800 3,178 -622 -16.4% 据置 0 0.0%
34.06 2,900 2,405 -495 -17.1% 据置 0 0.0%
56.40 5,000 3,983 -1,017 -20.3% 据置 0 0.0%

223.20 19,100 15,763 -3,337 -17.5% 据置 0 0.0%
14.55 1,500 1,028 -472 -31.5% 据置 0 0.0%
43.65 3,800 3,083 -717 -18.9% 据置 0 0.0%
22.07 2,100 1,559 -541 -25.8% 据置 0 0.0%
18.06 1,800 1,275 -525 -29.2% 据置 0 0.0%
18.06 1,800 1,275 -525 -29.2% 据置 0 0.0%
47.45 4,200 3,351 -849 -20.2% 据置 0 0.0%
24.15 2,100 1,706 -394 -18.8% 据置 0 0.0%

16,233,750 16,233,750 0
1体 20,000 20,596 596 2.98% 据置 0 0.0%
1体 16,000 16,478 478 2.99% 据置 0 0.0% 「13歳以上」の80% 　　市民は無料
1体 10,000 10,299 299 2.99% 据置 0 0.0% 「13歳以上」の50%
1体 5,000 5,150 150 3.00% 据置 0 0.0% 「死胎」の50%
1kg 900 927 27 3.00% 据置 0 0.0% 「死胎」の9%
1kg 550 479 -71 -12.91% 据置 0 0.0%
1kg 550 479 -71 -12.91% 据置 0 0.0%
1室 10,000 10,907 907 9.07% 9.07% 据置 0 0.0%
1匹 4,100 3,932 -168 -4.10% -4.10% 据置 0 0.0%

5,079,490 5,079,490 0

会議室1号 57.00 3,400 2,915 -485 -14.26% 据置 0 0.0%
会議室2号 57.00 3,400 2,915 -485 -14.26% 据置 0 0.0%
会議室3号 57.00 3,400 2,915 -485 -14.26% 据置 0 0.0%
会議室4号 25.20 1,500 1,289 -211 -14.07% 据置 0 0.0%
和室1号 19.40 1,200 992 -208 -17.33% 据置 0 0.0%
和室2号 23.80 1,500 1,217 -283 -18.87% 据置 0 0.0%
調理実習室 57.00 3,400 2,915 -485 -14.26% 据置 0 0.0%

会議室 69.40 3,500 3,549 49 1.40% 据置 0 0.0%
和室１号 99.00 4,000 5,063 1,063 26.58% 据置 0 0.0%
和室２号 29.70 2,000 1,519 -481 -24.05% 据置 0 0.0%
和室３号 49.00 2,700 2,506 -194 -7.19% 据置 0 0.0%
和室４号 19.90 1,200 1,018 -182 -15.17% 据置 0 0.0%
調理実習室 38.90 2,300 1,989 -311 -13.52% 据置 0 0.0%
野幌屯田兵村記念館 145.20 5,200 7,426 2,226 42.81% 据置 0 0.0%

会議室１号 60.00 3,400 3,068 -332 -9.76% 据置 0 0.0%
会議室２号 60.00 3,400 3,068 -332 -9.76% 据置 0 0.0%
会議室３号 60.00 3,400 3,068 -332 -9.76% 据置 0 0.0%
会議室４号 25.20 1,500 1,289 -211 -14.07% 据置 0 0.0%
和室１号 27.00 1,500 1,381 -119 -7.93% 据置 0 0.0%
和室２号 21.60 1,500 1,105 -395 -26.33% 据置 0 0.0%
調理実習室 51.00 2,900 2,608 -292 -10.07% 据置 0 0.0%

備考

【減免】
・学校、自治会、社会教育団体など・・・５
割

【減免】
・社会教育、福祉、文化等の増進に寄与
する行事・・・大ホール、楽屋につき５割
・準備、練習・・・８割
【割増】
・営利目的・・・１０割増
・入場料徴収・・・２０割増
【区分以外の貸出】
・12：00～13：00・・・「午後」の３割
・17：00～18：00、～9：00、21：00～・・・1
時間ごとに「夜間」の３割

【減免】
・自治会、老人クラブ、社会教育関係団
体（少年育成団体）、小中学校、特別支
援学校、幼稚園・・・１０割
・半数以上が満65歳以上の団体・・・９割
・地域サークル、上記以外の社会教育関
係団体、社会福祉団体、上記以外の学
校・・・５割

10.38%

-11.44%

2.66%

区分

市民会館

楽屋６号室
楽屋５号室
楽屋３号室
楽屋２号室
楽屋１号室

大麻集会所

日本間
会議室２号
会議室１号

1.95%

比較 比較改定案現行単価 算定原価
面積又
は単位
（㎡）

-15.56%

-14.84%

使用料収入

和室２号室
和室１号室

大ホール（土日）
大ホール（平日）

ホワイエ

２２号会議室

３７号会議室
３６号会議室
３５号会議室
３３号会議室

13歳以上（市外者）

埋葬死体　〃

小ホール（平日）

３２号会議室
３１号会議室
２３号会議室

葬斎場

２１号会議室
１１号会議室
小ホール（土日）

住区会館
区画整理記念会館

身体の一部

その他
胞衣・産わい物

死胎　〃
13歳未満　〃

（動物死体収骨有）
待合室

野幌公会堂

野幌鉄南地区センター
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① ②
③

（②-①）

乖離幅
(②/①-
1)*100

平均
乖離幅

④
⑤

（④-①）

改定率
(④/①-
1*100

Ｈ22実績
⑥

改定後見込
⑦

増減⑧
（⑦-⑥）

現行の体系での
減免規定など

備考

区分

比較 比較改定案現行単価 算定原価
面積又
は単位
（㎡）

使用料収入

大会議室 185.30 11,000 9,476 -1,524 -13.85% 据置 0 0.0%
小会議室 35.30 2,300 1,805 -495 -21.52% 据置 0 0.0%
和室１号 21.40 1,500 1,094 -406 -27.07% 据置 0 0.0%
和室２号 24.40 1,500 1,248 -252 -16.80% 据置 0 0.0%
調理実習室 54.30 3,400 2,777 -623 -18.32% 据置 0 0.0%

大会議室 199.70 11,500 10,213 -1,287 -11.19% 据置 0 0.0%
会議室 105.70 6,200 5,406 -794 -12.81% 据置 0 0.0%
和室１号 34.00 2,100 1,739 -361 -17.19% 据置 0 0.0%
和室２号 29.30 1,800 1,498 -302 -16.78% 据置 0 0.0%
和室３号 22.60 1,500 1,156 -344 -22.93% 据置 0 0.0%
調理実習室 80.00 4,500 4,091 -409 -9.09% 据置 0 0.0%
老人集会室 86.20 5,100 4,408 -692 -13.57% 据置 0 0.0%
児童集会室 82.70 4,800 4,229 -571 -11.90% 据置 0 0.0%

会議室１号 139.00 7,400 7,108 -292 -3.95% 据置 0 0.0%
会議室２号 55.90 3,100 2,859 -241 -7.77% 据置 0 0.0%
会議室３号 28.70 1,500 1,468 -32 -2.13% 据置 0 0.0%
和室１号 24.40 1,500 1,248 -252 -16.80% 据置 0 0.0%
和室２号 25.30 1,500 1,294 -206 -13.73% 据置 0 0.0%

会議室１号 108.00 5,700 5,523 -177 -3.11% 据置 0 0.0%
会議室２号 82.00 4,300 4,193 -107 -2.49% 据置 0 0.0%
会議室３号 48.00 2,600 2,455 -145 -5.58% 据置 0 0.0%
会議室４号 30.10 1,800 1,539 -261 -14.50% 据置 0 0.0%
和室１号 30.00 1,800 1,534 -266 -14.78% 据置 0 0.0%
和室２号 30.00 1,800 1,534 -266 -14.78% 据置 0 0.0%

会議室１号 127.20 7,000 6,505 -495 -7.07% 据置 0 0.0%
会議室２号 63.60 3,500 3,253 -247 -7.06% 据置 0 0.0%
会議室３号 30.00 1,500 1,534 34 2.27% 据置 0 0.0%
和室１号 43.00 2,300 2,199 -101 -4.39% 据置 0 0.0%
和室２号 18.80 1,200 961 -239 -19.92% 据置 0 0.0%

398,260 491,760 93,500
73.50 3,900 5,609 1,709 43.82% 4,700 800 20.5% 101,380 129,060 27,680

153.63 7,900 11,724 3,824 48.41% 9,500 1,600 20.3% 157,480 194,920 37,440
37.00 2,000 2,823 823 41.15% 2,400 400 20.0% 27,740 34,220 6,480
33.00 1,700 2,518 818 48.12% 2,000 300 17.6% 111,660 133,560 21,900

188,450 271,420 82,970

多目的ホール 360.00 16,200 15,507 -693 -4.28% 据置 0 0.0%
〃（個人：小中） 1回 60 40 -20 -33.3% 5,580 3,720 -1,860
〃（個人：高校） 1回 90 100 10 11.1% 2,250 2,500 250 　　体育館に準する
〃（個人：一般） 1回 130 200 70 53.8% 172,380 265,200 92,820
研修室Ａ 25.00 1,100 1,077 -23 -2.09% 据置 0 0.0%
研修室Ｂ 50.00 2,200 2,154 -46 -2.09% 据置 0 0.0%
研修室Ｃ 25.00 1,100 1,077 -23 -2.09% 据置 0 0.0%
老人クラブ室 39.00 1,800 1,680 -120 -6.67% 据置 0 0.0%
婦人クラブ室 34.00 1,500 1,465 -35 -2.33% 据置 0 0.0%
料理実習室 38.00 1,800 1,637 -163 -9.06% 据置 0 0.0%
保育室Ａ 25.00 1,100 1,077 -23 -2.09% 据置 0 0.0%
保育室Ｂ 25.00 1,100 1,077 -23 -2.09% 据置 0 0.0%
保育室Ｃ 25.00 1,100 1,077 -23 -2.09% 据置 0 0.0%
保育室Ｄ 25.00 1,100 1,077 -23 -2.09% 据置 0 0.0%
遊戯室 60.00 2,700 2,585 -115 -4.26% 据置 0 0.0%

研修室 52.00 2,400 2,240 -160 -6.67% 据置 0 0.0%
老人クラブ室 32.00 1,500 1,378 -122 -8.13% 据置 0 0.0%
婦人クラブ室 24.00 1,100 1,034 -66 -6.00% 据置 0 0.0%
料理実習室 20.00 900 862 -38 -4.22% 据置 0 0.0%
保育室Ａ 19.00 900 818 -82 -9.11% 据置 0 0.0%
保育室Ｂ 19.00 900 818 -82 -9.11% 据置 0 0.0%
遊戯室 32.00 1,500 1,378 -122 -8.13% 据置 0 0.0%

【減免】
・市内の一般企業又は団体等が行う研
修・・・８割

【減免】
農業者関係組織、身障者手帳受給
者・・・無料
小中学校、青少年育成団体・・・１０割
社会福祉団体・・・５割

-12.69%

-6.82%

-6.79%

-6.76%

46.28%

-3.99%

-7.30%

-16.75%

豊幌地区センター

大麻西地区センター

研修室１号

農村環境改善センター

研修室２号

野幌

江北

元町地区センター

勤労者研修センター

研修室４号
研修室３号

大麻東地区センター

文京台地区センター
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① ②
③

（②-①）

乖離幅
(②/①-
1)*100

平均
乖離幅

④
⑤

（④-①）

改定率
(④/①-
1*100

Ｈ22実績
⑥

改定後見込
⑦

増減⑧
（⑦-⑥）

現行の体系での
減免規定など

備考

区分

比較 比較改定案現行単価 算定原価
面積又
は単位
（㎡）

使用料収入

0 0 0
2時間 1,800 2,074 274 15.22% 据置 0 0.0%
2時間 4,600 5,186 586 12.74% 据置 0 0.0% 「非営利」×2.5
2時間 600 据置 0

0 0 0
0 0 0 0

多目的室 51.03 2,500 4,605 2,105 84.2% 据置 0 0.0%
選花室 55.08 2,800 4,971 2,171 77.5% 据置 0 0.0%
定温室 24.30 1,200 2,193 993 82.8% 据置 0 0.0%
冷蔵室Ａ 7.20 300 650 350 116.7% 据置 0 0.0%
冷蔵室Ｂ 9.00 400 812 412 103.0% 据置 0 0.0%

0
１号棟 1400.00 800 10,066 9,266 1158.3% 据置 0 0.0%
２号棟 1400.00 800 10,066 9,266 1158.3% 据置 0 0.0%
３号棟 576.00 300 4,141 3,841 1280.3% 据置 0 0.0%
４号棟 648.00 400 4,659 4,259 1064.8% 据置 0 0.0%

477,020 477,020 0
477,020 477,020 0

工芸室 94.96 8,000 12,772 4,772 59.7% 据置 0 0.0%
教養講座室Ⅰ 37.37 3,200 5,026 1,826 57.1% 据置 0 0.0%
教養講座室Ⅱ 41.07 3,500 5,524 2,024 57.8% 据置 0 0.0%
娯楽室 39.22 3,300 5,275 1,975 59.8% 据置 0 0.0%
和室Ⅰ 16.84 1,400 2,264 864 61.7% 据置 0 0.0%
和室Ⅱ 20.17 1,700 2,712 1,012 59.5% 据置 0 0.0%
研修室 28.76 2,400 3,867 1,467 61.1% 据置 0 0.0%
会議室Ⅰ 33.71 2,800 4,533 1,733 61.9% 据置 0 0.0%
会議室Ⅱ 35.55 3,000 4,781 1,781 59.4% 据置 0 0.0%

0 0 0
陶芸窯（専用本焼） 1回 3,000 1,697 -1,303 -43.43% 据置 0 0.0%
〃（専用素焼） 1回 1,000 771 -229 -22.90% 据置 0 0.0%
陶芸窯（共同本焼） 1個 30 17 -13 -43.33% 据置 0 0.0%
〃（共同素焼） 1個 10 8 -2 -20.00% 据置 0 0.0%

1,793,893 1,793,893 0
326.00 28,400 27,113 -1,287 -4.5% 据置 0 0.0%
142.00 7,200 11,810 4,610 64.0% 据置 0 0.0%
468.00 35,600 38,922 3,322 9.3% 据置 0 0.0%

52.00 4,500 4,325 -175 -3.9% 据置 0 0.0%
30.00 2,600 2,495 -105 -4.0% 据置 0 0.0%

151.00 85 83 -2 -2.4% 据置 0 0.0%

368,460 368,460 0

個人　大人 1回 200 210 10 5.00% 据置 0 0.0%
　〃　小中 1回 100 105 5 5.00% 据置 0 0.0% 「個人大人」の50%
団体　大人 1人1回 160 168 8 5.00% 据置 0 0.0% 「個人大人」の80%
　〃　小中 1人1回 80 84 4 5.00% 据置 0 0.0% 「団体大人」の50%

個人　大人 1回 100 105 5 5.00% 据置 0 0.0%
　〃　小中 1回 50 53 3 6.00% 据置 0 0.0% 「個人大人」の50%
団体　大人 1人1回 80 84 4 5.00% 据置 0 0.0% 「個人大人」の80%
　〃　小中 1人1回 40 42 2 5.00% 据置 0 0.0% 「団体大人」の50%

個人　大人 1回 240 252 12 5.00% 据置 0 0.0% 本館「個人大人」×1.2
　〃　小中 1回 120 126 6 5.00% 据置 0 0.0% 本館「個人小中」×1.2
団体　大人 1人1回 200 202 2 1.00% 据置 0 0.0% 本館「団体大人」×1.2
　〃　小中 1人1回 100 101 1 1.00% 据置 0 0.0% 本館「団体小中」×1.2

5.19%

【減免】
・小中学校、特別支援学校、幼稚園、社
会教育関係団体（少年育成団体）・・・１０
割
・半数以上が65歳以上の団体・・・９割
・上記以外の学校、上記以外の社会教育
関係団体、社会福祉団体、公益団体、商
工団体・・・５割
【割増】
・市外者の営利目的・・・３割増（休日は５
割増）
【区分以外の貸出】
・21：00～・・・「夜間」の３割

【減免】
・身障者手帳受給者・・・無料
・教職員が引率する市内小中学生の団
体・・・都度

3.18%

【減免】
・江別市在住の農業者・・・無料

利用実績は指定管理者のみであ
り、収入はなし。また、施設の性質か
ら改定はなしとする。

【減免】
・農業者及び農業団体が花き演芸の進
行のために使用するとき。・・・都度

高齢者福祉施設という施設の性質
から、改定なしとする。

【減免】
・身障者手帳受給者で構成される団体、
高齢者福祉に関係する社会福祉団
体・・・１０割
・半数以上が満65歳以上の団体・・・９割
・上記以外の社会福祉団体、社会教育
関係団体、公益団体・・・５割

会議室
多目的ホール（ｽﾃｰｼﾞ含）

農村広場

発電機
〃（営利）

ステージ

陶芸窯使用料

多目的ホール（客席のみ）

栽培棟

59.57%

2.46%

-38.29%

5.00%

1157.91%

13.44%

花き栽培技術指導センター
管理棟

83.76%

広場（非営利）

いきいきセンターさわまち

コミュニティセンター

各室使用料

共通

郷土資料館

分館

本館

控室
ふれあい広場/1㎡
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① ②
③

（②-①）

乖離幅
(②/①-
1)*100

平均
乖離幅

④
⑤

（④-①）

改定率
(④/①-
1*100

Ｈ22実績
⑥

改定後見込
⑦

増減⑧
（⑦-⑥）

現行の体系での
減免規定など

備考

区分

比較 比較改定案現行単価 算定原価
面積又
は単位
（㎡）

使用料収入

7,031,766 7,031,766 0
1,137,090 1,137,090 0

調理実習室 104.00 9,100 8,738 -362 -4.0% 据置 0 0.0%
児童室 57.00 5,000 4,789 -211 -4.2% 据置 0 0.0%
研修室１号 52.00 4,500 4,369 -131 -2.9% 据置 0 0.0%
研修室２号 83.00 7,200 6,974 -226 -3.1% 据置 0 0.0%
研修室３号 82.00 7,200 6,890 -310 -4.3% 据置 0 0.0%
工芸室 80.00 7,000 6,722 -278 -4.0% 据置 0 0.0%
和室１号 92.00 8,000 7,730 -270 -3.4% 据置 0 0.0%
和室２号 49.00 4,300 4,117 -183 -4.3% 据置 0 0.0%

3,266,076 3,266,076 0
ギャラリー 125.00 10,500 10,502 2 0.0% 据置 0 0.0%
ホール（含ステージ） 376.00 32,800 31,591 -1,209 -3.7% 据置 0 0.0%
ホール（客席のみ） 290.00 25,300 24,366 -934 -3.7% 据置 0 0.0%
児童室 53.00 4,200 4,453 253 6.0% 据置 0 0.0%
特別会議室 30.00 2,400 2,521 121 5.0% 据置 0 0.0%
和室１号 51.00 4,200 4,285 85 2.0% 据置 0 0.0%
和室２号 34.00 2,700 2,857 157 5.8% 据置 0 0.0%
調理実習室 99.00 8,100 8,318 218 2.7% 据置 0 0.0%
研修室１号 43.00 3,400 3,613 213 6.3% 据置 0 0.0%
研修室２号 55.00 4,200 4,621 421 10.0% 据置 0 0.0%
研修室３号 71.00 5,900 5,965 65 1.1% 据置 0 0.0%
研修室４号 77.00 6,200 6,470 270 4.4% 据置 0 0.0%
研修室５号 94.00 7,400 7,898 498 6.7% 据置 0 0.0%
工芸室 129.00 10,500 10,839 339 3.2% 据置 0 0.0%
視聴覚室 133.00 11,600 11,175 -425 -3.7% 据置 0 0.0%

2,628,600 2,628,600 0
ギャラリー 118.00 10,900 9,914 -986 -9.0% 据置 0 0.0%
研修室１号 96.00 8,800 8,066 -734 -8.3% 据置 0 0.0%
研修室２号 166.00 15,300 13,947 -1,353 -8.8% 据置 0 0.0%
研修室３号 63.00 5,800 5,293 -507 -8.7% 据置 0 0.0%
研修室４号 56.00 5,200 4,705 -495 -9.5% 据置 0 0.0%
視聴覚室 64.00 5,900 5,377 -523 -8.9% 据置 0 0.0%
和室１号 44.00 4,000 3,697 -303 -7.6% 据置 0 0.0%
和室２号 58.00 5,300 4,873 -427 -8.1% 据置 0 0.0%
工芸室 95.00 8,700 7,982 -718 -8.3% 据置 0 0.0%
調理実習室 108.00 9,900 9,074 -826 -8.3% 据置 0 0.0%

8,944,667 8,944,667 0
580.00 57,100 53,899 -3,201 -5.6% 据置 0 0.0%
580.00 68,500 64,679 -3,821 -5.6% 据置 0 0.0%
15.00 2,300 1,394 -906 -39.4% 据置 0 0.0%
27.00 2,700 2,509 -191 -7.1% 据置 0 0.0%
27.00 2,700 2,509 -191 -7.1% 据置 0 0.0%
39.00 3,800 3,624 -176 -4.6% 据置 0 0.0%

121.00 11,900 11,244 -656 -5.5% 据置 0 0.0%

【減免】
・学校教育法第1条の学校、社会教育団
体、文化団体、公益団体、社会福祉団
体・・・５割
・準備、練習・・・７割
【割増】
・営利目的・・・１０割増
・入場料徴収・・・２０割増
【区分以外の貸出】
・12：00～13：00・・・「午後」の３割
・17：00～18：00、21：00～9：00・・・1時間
につき「夜間」の３割

-6.61%

リハーサル室
多目的室

-3.77%

【減免】
・小中学校、特別支援学校、幼稚園、社
会教育関係団体（少年育成関係団
体）・・・１０割
・半数以上が65歳以上の団体・・・９割
・上記以外の学校、上記以外の社会教育
関係団体、公益団体、社会福祉団体・・・
５割
【区分以外の貸出】
・21：00～・・・「夜間」の３割増

大麻公民館

0.05%

-8.61%

楽屋C
楽屋B
楽屋A
ホール（土日休）
ホール（平日）

野幌公民館

公民館
中央公民館

市民文化ホール

4



① ②
③

（②-①）

乖離幅
(②/①-
1)*100

平均
乖離幅

④
⑤

（④-①）

改定率
(④/①-
1*100

Ｈ22実績
⑥

改定後見込
⑦

増減⑧
（⑦-⑥）

現行の体系での
減免規定など

備考

区分

比較 比較改定案現行単価 算定原価
面積又
は単位
（㎡）

使用料収入

32,809,590 35,389,385 2,579,795
2,423,950 2,423,950 0

体育室 1,701.20 25,000 31,220 6,220 24.88% 据置 0 0.0% 1,432,240 1,432,240 0
柔剣道室 344.20 9,400 12,633 3,233 34.39% 据置 0 0.0% 293,800 293,800 0
卓球場 213.30 7,000 7,829 829 11.84% 据置 0 0.0% 158,960 158,960 0
トレーニング室 229.20 10,000 8,412 -1,588 -15.88% 据置 0 0.0% 117,890 117,890 0
テニスコート 1,337.60 21,500 34,668 13,168 61.25% 据置 0 0.0% 0 0 0
弓道場 403.80 10,200 10,466 266 2.61% 据置 0 0.0% 14,500 14,500 0
相撲場 163.80 6,500 4,245 -2,255 -34.69% 据置 0 0.0% 0 0 0
役員放送室 51.40 2,500 1,887 -613 -24.52% 据置 0 0.0% 146,860 146,860 0
会議室 131.80 8,300 4,837 -3,463 -41.72% 据置 0 0.0% 259,700 259,700 0

694,620 694,620 0
第１体育室 1,035.00 16,400 18,994 2,594 15.82% 据置 0 0.0% 355,560 355,560 0
第２体育室 436.00 9,200 8,002 -1,199 -13.03% 据置 0 0.0% 87,660 87,660 0
第３体育室 500.00 10,700 9,176 -1,524 -14.24% 据置 0 0.0% 7,680 7,680 0
競技役員室 50.00 2,400 1,835 -565 -23.54% 据置 0 0.0% 29,220 29,220 0
トレーニング室 98.00 4,600 3,597 -1,003 -21.80% 据置 0 0.0% 0 0 0
軽スポーツ室 162.00 7,700 5,946 -1,754 -22.78% 据置 0 0.0% 70,380 70,380 0
研修室１ 54.00 2,600 1,982 -618 -23.77% 据置 0 0.0% 0 0 0
研修室２ 46.00 2,200 1,688 -512 -23.27% 据置 0 0.0% 36,580 36,580 0
研修室３ 46.00 2,200 1,688 -512 -23.27% 据置 0 0.0% 33,580 33,580 0
ミーティング室 48.00 2,300 1,762 -538 -23.39% 据置 0 0.0% 73,960 73,960 0

1,318,290 1,061,680 -256,610
音楽室 172.50 10,800 6,331 -4,469 -41.38% 8,600 -2,200 -20.4% 741,000 590,140 -150,860
研修室１ 49.50 3,800 1,817 -1,983 -52.18% 2,900 -900 -23.7% 118,170 90,510 -27,660
研修室２ 39.60 2,400 1,453 -947 -39.46% 2,000 -400 -16.7% 0 0 0
サークル室１ 39.60 2,400 1,453 -947 -39.46% 2,000 -400 -16.7% 124,410 103,660 -20,750
サークル室２ 39.60 2,400 1,453 -947 -39.46% 2,000 -400 -16.7% 114,850 94,540 -20,310
サークル室３ 26.00 2,100 954 -1,146 -54.57% 1,600 -500 -23.8% 69,880 52,850 -17,030
調理室 68.00 4,900 2,496 -2,404 -49.06% 3,900 -1,000 -20.4% 17,200 13,900 -3,300
和室 60.70 4,600 2,228 -2,372 -51.57% 3,500 -1,100 -23.9% 68,100 51,400 -16,700
暗室 9.00 1,500 330 -1,170 -78.00% 1,100 -400 -26.7% 0 0 0
体育室 720.00 11,400 13,213 1,813 15.90% 据置 0 0.0% 64,680 64,680 0

4,501,190 4,502,655 1,465
登録クラブ使用 1,123,200 1,501,000 377,800
　大人 1回 2,000 2,500 500 25.0% 772,000 965,000 193,000 「個人大人」×5人
　高校 1回 1,200 1,200 0 0.0% 0 0 0 「ｸﾗﾌﾞ大人」×50%
　中学 1回 700 500 -200 -28.6% 0 0 0 「ｸﾗﾌﾞ大人」×20%
　小学 1回 600 400 -200 -33.3% 294,600 196,400 -98,200 「ｸﾗﾌﾞ大人」×16%

　高齢者（65歳以上）
 ※現行単価は9割減免適用後

1回 (200) 1,200 1,000 500.0% 56,600 339,600 283,000
【新設】「ｸﾗﾌﾞ大人」×50%。ｸﾗﾌﾞ使
用に関し9割減免は適用しない。

個人使用 「回数券」の改定率は、１回当たりに換算して計算。 3,377,990 3,001,655 -376,335
　大人 1回 400 1,953 1,553 388.25% 500 100 25.0% 639,160 798,950 159,790

 　 〃 （回数券11回） 1冊 4,000 2,500 -1,500 14.6% 315,520 361,340 45,820 6回券へ。
　 〃 （定期 8回） 1月 3,200 3,000 -200 -6.3% 684,864 642,060 -42,804 6回分相当額へ。
　高校 1回 250 1,301 1,051 420.40% 250 0 0.0% 47,750 47,750 0 「大人」×50%

 　 〃 （回数券11回） 1冊 2,500 1,250 -1,250 -8.3% 2,500 2,200 -300 6回券へ
　 〃 （定期 8回） 1月 2,000 1,500 -500 -25.0% 6,000 4,500 -1,500 6回分相当額へ
　中学 1回 100 584 484 484.00% 100 0 0.0% 50,300 50,300 0 「大人」×20%

 　 〃 （回数券11回） 1冊 1,000 500 -500 -8.3% 4,000 3,600 -400 6回券へ
　 〃 （定期 8回） 1月 800 600 -200 -25.0% 0 0 0 6回分相当額へ
　小学 1回 80 455 375 468.75% 80 0 0.0% 421,600 421,600 0 「大人」×16%

 　 〃 （回数券11回） 1冊 800 400 -400 -8.3% 15,200 13,900 -1,300 6回券へ
　 〃 （定期 8回） 1月 640 480 -160 -25.0% 3,840 2,880 -960 6回分相当額へ
　高齢者（65歳以上） 1回 (400) 250 -150 -37.5% 462,840 289,275 -173,565 【新設】、「大人」×50%

 　 〃 （回数券11回） 1冊 (4,000) 1,250 -2,750 -42.7% 228,480 130,830 -97,650 【新設】、6回券
　 〃 （定期 8回） 1月 (3,200) 1,500 -1,700 -53.1% 495,936 232,470 -263,466 【新設】、6回分相当額

2,775,880 2,398,900 -376,980
研修室１ 136.00 11,700 4,992 -6,708 -57.33% 8,800 -2,900 -24.8% 308,610 233,100 -75,510
研修室２ 92.00 7,900 3,377 -4,523 -57.25% 5,900 -2,000 -25.3% 384,310 285,950 -98,360
会議室 63.00 5,400 2,312 -3,088 -57.19% 4,100 -1,300 -24.1% 274,660 207,350 -67,310
多目的ホール 122.00 10,300 4,478 -5,822 -56.52% 7,700 -2,600 -25.2% 546,640 410,840 -135,800
体育室 862.00 14,200 15,819 1,619 11.40% 据置 0 0.0% 1,261,660 1,261,660 0

青年センター（プール）

【減免】
＜体育施設共通＞
～専用使用～
・小中学校、特別支援学校、幼稚園、社
会教育関係団体（少年育成関係団
体）・・・１０割
・社会教育関係団体（体育団体）・・・８割
・上記以外の学校、上記以外の社会教育
関係団体、公益団体、社会福祉団体・・・
５割
～専用、登録ｸﾗﾌﾞ、ｺﾞﾙﾌ場使用～
・半数以上が65歳以上の団体・・・９割
＜青年ｾﾝﾀｰの各室、東野幌の研修室、
会議室、多目的ﾎｰﾙ＞
・体育団体・・・５割

15.73%

-9.34%

-31.47%

417.23%

青年センター（研修棟、体育室）

体育施設
市民体育館

大麻体育館

東野幌体育館

-37.42%
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① ②
③

（②-①）

乖離幅
(②/①-
1)*100

平均
乖離幅

④
⑤

（④-①）

改定率
(④/①-
1*100

Ｈ22実績
⑥

改定後見込
⑦

増減⑧
（⑦-⑥）

現行の体系での
減免規定など

備考

区分

比較 比較改定案現行単価 算定原価
面積又
は単位
（㎡）

使用料収入

21,095,660 24,307,580 3,211,920
登録クラブ使用 4,106,670 6,771,000 2,664,330
　大学生・一般 1回 1,300 2,000 700 53.85% 3,186,300 4,902,000 1,715,700 「個人大人」×10人
　高校生 1回 900 1,000 100 11.11% 93,600 104,000 10,400 「ｸﾗﾌﾞ大人」×50%
　小中学生 1回 600 400 -200 -33.33% 654,000 436,000 -218,000 「ｸﾗﾌﾞ大人」×20%
　高齢者（65歳以上）
※現行単価は9割減免適用後 1回 (130) 1,000 870 669.23% 172,770 1,329,000 1,156,230

【新設】「個人大人」×50%。
ｸﾗﾌﾞ使用に関し9割減免は適用しな
い。

個人使用 16,988,990 17,536,580 547,590
　大学生・一般 1回 130 299 169 130.00% 200 70 53.85% 4,419,470 6,799,184 2,379,714
　 〃 （定期8回） 1月 1,040 1,200 160 15.38% 3,583,507 4,134,816 551,309 6回分相当額へ。
　高校生 1回 90 209 119 132.22% 100 10 11.11% 1,153,800 1,282,000 128,200 「大学生・一般」×50%
　 〃 （定期8回） 1月 720 600 -120 -16.67% 77,040 64,200 -12,840 6回分相当額へ
　小中学生 1回 60 149 89 148.33% 40 -20 -33.33% 1,363,920 909,280 -454,640 「大学生・一般」×20%
　 〃 （定期8回） 1月 480 240 -240 -50.00% 103,200 51,600 -51,600 6回分相当額へ
　高齢者（65歳以上） 1回 (130) 100 -30 -23.08% 3,472,440 2,671,108 -801,332 【新設】「大学生・一般」の50%
　 〃 （定期8回） 1月 (1,040) 600 -440 -42.31% 2,815,613 1,624,392 -1,191,221 【新設】6回分相当額

1,811,200 1,726,960 -84,240
一泊 400 472 72 18.00% 据置 0 0.0% 711,600 711,600 0
日帰 200 236 36 18.00% 据置 0 0.0% 959,200 959,200 0 「一泊」×50%
一泊 200 236 36 18.00% 80 -120 -60.0% 98,400 39,360 -59,040 体育施設にあわせ、「大人」×20%

日帰り 100 118 18 18.00% 40 -60 -60.0% 42,000 16,800 -25,200 「一泊」×50%
2,411,230 2,494,205 82,975

1R 200 284 84 42.00% 240 40 20.0% 5,052 6,062 1,010
- 100 142 42 42.00% 120 20 20.0% 572 686 114
- 300 426 126 42.00% 360 60 20.0% 9,360 11,232 1,872

1日 500 710 210 42.00% 600 100 20.0% 20,340 24,408 4,068
1R 100 142 42 42.00% 60 -40 -40.0% 9,700 5,820 -3,880 「大人」の20%

50 71 21 42.00% 30 -20 -40.0% 2,400 1,440 -960 「大人」の20%
150 213 63 42.00% 90 -60 -40.0% 12,900 7,740 -5,160 「大人」の20%
250 355 105 42.00% 120 -130 -52.0% 9,750 4,680 -5,070 「大人」の20%

1R (200) 120 -80 -40.0% 247,548 148,529 -99,019 【新設】「大人・高校生・大学生」×50%

(100) 60 -40 -40.0% 28,028 16,817 -11,211 【新設】「大人・高校生・大学生」×50%

(300) 180 -120 -40.0% 458,640 275,184 -183,456 【新設】「大人・高校生・大学生」×50%

(500) 300 -200 -40.0% 996,660 597,996 -398,664 【新設】「大人・高校生・大学生」×50%

1R/人 200 240 40 20.0% 49,140 58,968 9,828

1R/人 (20) 60 40 200.0% 418,140 1,254,420 836,280
【新設】「大人・高校生・大学生」×
25%/人、団体利用に関し9割減免は
適用しない。

※「回数券」の改定率は1R当たりに換算して比較
1冊（11枚） 1,000 1,420 420 42.00% 42.00% -1,000 -100.0% 廃止し、各区分毎に新設
1冊（6回） 1,000 1,200 200 10.0% 2,860 3,146 286 6回券へ
1冊（6回） 1,000 250 -750 -54.2% 0 0 0 6回券へ
1冊（6回） 1,000 600 -400 -45.0% 140,140 77,077 -63,063 6回券へ

965,830 1,103,610 137,780
300,680 300,680 0

野球場（職業/非徴収） 時間 2,500 - - - - 据置 0 0.0%
〃（職業/徴収） 日 75,000 - - - - 据置 0 0.0%
〃（一般・学生/非徴収） 時間 500 - - - - 据置 0 0.0%
〃（一般・学生/徴収） 日 13,000 - - - - 据置 0 0.0%
多目的市民広場 時間 1,200 - - - - 据置 0 0.0%

665,150 802,930 137,780
ｸﾚｰ（専用） 1面/日 1,000 - - - - 据置 0 0.0%
全天候（専用） 1面/日 3,300 - - - - 据置 0 0.0%
ｸﾚｰ（個人大人） 1回 70 100 30 42.9% 129,430 184,900 55,470
〃（個人高校） 1回 50 50 0 0.0% 4,550 4,550 0 　　全天候*0.5
〃（個人小中） 1回 30 20 -10 -33.3% 35,880 23,920 -11,960
全天候（個人大人） 1回 130 200 70 53.8% 221,780 341,200 119,420
〃（個人高校） 1回 90 100 10 11.1% 12,150 13,500 1,350 　　体育館に準ずる
〃（個人小中） 1回 60 40 -20 -33.3% 79,500 53,000 -26,500

他市の同類施設と比較し、据置

体育施設に準ずる

他市の同類施設と比較し、据置

181,860

 〃 追加9H
大人・高校生・大学生

高齢者（65歳以上）　18H
 〃 追加9H
 〃 27H
 〃 1日

共通（テニスコート）

小中学生　18H

あけぼのパークゴルフ場

有料公園施設

 〃 追加9H

 〃 27H

回数券

飛烏山公園

団体利用（一般）

 〃 1日
 〃 27H

回数券（小中学生）
回数券（大人・高校生・大学生）
共通回数券（1枚100円相当）

 〃（高齢者（65歳以上）
※現行単価は9割減免適用後

森林キャンプ場

　〃
小中学生

体育館共通

0181,860

　〃
大人・高校生・大学生

回数券（高齢者）

 〃 1日

18.00%

42.00%

134.64%
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① ②
③

（②-①）

乖離幅
(②/①-
1)*100

平均
乖離幅

④
⑤

（④-①）

改定率
(④/①-
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Ｈ22実績
⑥

改定後見込
⑦

増減⑧
（⑦-⑥）

現行の体系での
減免規定など

備考

区分

比較 比較改定案現行単価 算定原価
面積又
は単位
（㎡）

使用料収入

1,696,640 1,683,440 -13,200
655,790 655,790 0

常設展（個人大人） 1人1回 300 773 473 157.67% 据置 0 0.0% 486,000 486,000 0 貸館据置、施設改修等利用促進を
〃（個人子供） 1人1回 150 387 237 158.00% 据置 0 0.0% 10,950 10,950 0 踏まえ据置
〃（団体大人20人以上） 1人1回 240 619 379 157.92% 据置 0 0.0% 148,140 148,140 0 「個人大人」×80%
〃（団体子供20人以上） 1人1回 120 309 189 157.50% 据置 0 0.0% 10,700 10,700 0

528,600 526,200 -2,400
教室工房（専用使用） 146.90 16,500 18,800 2,300 13.9% 据置 0 0.0% 9,000 9,000 0

教室工房（個人使用）
（専用使用÷30人）

- 550 600 50 9.1% 据置 0 0.0% 188,350 188,350 0

レンタル工房（個人使用）
（専用使用相当÷10人）

- 1,800 1,300 -500 -27.8% 据置 0 0.0% 322,450 322,450 0

企画展示室 235.22 26,300 19,600 -6,700 - - 19,600 -6,700 -25.5% 0 0 0
研修室 121.88 13,800 10,100 -3,700 - - 10,100 -3,700 -26.8% 8,800 6,400 -2,400

512,250 501,450 -10,800
ガス窯専用（本焼） 1回 36,000 47,869 11,869 32.97% 41,000 5,000 13.9% 144,000 164,000 20,000
〃専用（素焼） 1回 12,000 11,850 -150 -1.25% 据置 0 0.0% 0 0 0
〃共同（本焼） 1個 30 39 9 30.00% 据置 0 0.0% 44,490 44,490 0 1回で1200個相当
〃共同（素焼） 1個 10 10 0 0.00% 据置 0 0.0% 109,760 109,760 0 1回で1200個相当
電気窯Ⅰ専用（本焼） 1回 3,000 2,054 -947 -31.55% 2,600 -400 -13.3% 69,000 59,800 -9,200 電気窯Ⅱ*0.5
〃専用（素焼） 1回 1,000 897 -103 -10.30% 据置 0 0.0% 1,000 1,000 0 電気窯Ⅱ*0.5
〃共同（本焼） 1個 30 21 -9 -31.55% 据置 0 0.0% 0 0 0
〃共同（素焼） 1個 10 9 -1 -10.30% 据置 0 0.0% 0 0 0
電気窯Ⅱ専用（本焼） 1回 6,000 4,107 -1,893 -31.55% 5,100 -900 -15.0% 144,000 122,400 -21,600
〃専用（素焼） 1回 2,000 1,794 -206 -10.30% 据置 0 0.0% 0 0 0
〃共同（本焼） 1個 30 21 -9 -30.00% 据置 0 0.0% 0 0 0 1回で200個相当
〃共同（素焼） 1個 10 9 -1 -10.00% 据置 0 0.0% 0 0 0 1回で200個相当

197,240 197,240 0

A室 67.10 3,000 2,600 -400 -13.3% 据置 0 0.0%
B室 18.30 750 700 -50 -6.7% 据置 0 0.0%

A室 46.40 2,150 1,800 -350 -16.3% 据置 0 0.0%
B室 13.20 600 500 -100 -16.7% 据置 0 0.0%
C室 13.20 600 500 -100 -16.7% 据置 0 0.0%
D室 19.90 900 800 -100 -11.1% 据置 0 0.0%

A室 41.20 1,050 1,600 550 52.4% 据置 0 0.0%
B室 16.50 600 600 0 0.0% 据置 0 0.0%
C室 16.20 600 600 0 0.0% 据置 0 0.0%
D室 7.20 370 300 -70 -18.9% 据置 0 0.0%
E室 9.72 370 400 30 8.1% 据置 0 0.0%

A室 77.10 2,400 3,000 600 25.0% 据置 0 0.0%
B室 16.60 600 600 0 0.0% 据置 0 0.0%
C室 7.90 370 300 -70 -18.9% 据置 0 0.0%

A室 58.30 1,950 2,300 350 17.9% 据置 0 0.0%
B室 16.50 600 600 0 0.0% 据置 0 0.0%
C室 9.90 370 400 30 8.1% 据置 0 0.0%
D室 21.80 750 800 50 6.7% 据置 0 0.0%

22,760,015 22,760,015 0
1時間 60 62 2 3.33% 据置 0 0.0%
泊まり 250 258 8 3.20% 据置 0 0.0%
休日 400 413 13 3.25% 据置 0 0.0%
1時間 25 25 0 0.00% 据置 0 0.0%
泊まり 100 100 0 0.00% 据置 0 0.0%
休日 160 160 0 0.00% 据置 0 0.0%
11枚 600 623 23 3.83% 据置 0 0.0%
11枚 250 248 -2 -0.80% 据置 0 0.0%
1月 5,600 5,787 187 3.34% 据置 0 0.0%
1月 2,200 2,182 -18 -0.82% 据置 0 0.0%

-26.23%

【減免】
・自治会（市営住宅入居者）・・・１０割
・上記以外の自治会、社会教育団体、社
会福祉団体、公益団体・・・５割

2.31%

【減免】
・身障者手帳被交付者、療育手帳被交
付者・・・率規定無し

-12.00%

-15.29%

【減免】
・身障者手帳受給者・・・免除
・市内の小中学校・・・８割
・上記以外の学校・・・５割

算定原価は野幌公民館ギャラリーの
単価/㎡を使用

【減免】
・市内の小中学校、特別支援学校・・・８
割
・上記以外の学校、半数以上が65歳以上
の団体、社会福祉団体、公益団体、社会
教育関係団体・・・５割

24.41%

-26.24%

野幌

セラミックアートセンター
観覧料

設備使用料

各室使用料

市営住宅集会所

定期券（２輪自動車）

中央

新栄

弥生

回数券（60円券）
〃

市営駐車場

定期券（小型自動車）
回数券（25円券）

小型自動車（含普通）

15.73%

11.72%

17.06%

〃
〃

あけぼの

〃
２輪自動車

-0.9%

157.78%
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① ②
③

（②-①）

乖離幅
(②/①-
1)*100

平均
乖離幅

④
⑤

（④-①）

改定率
(④/①-
1*100

Ｈ22実績
⑥

改定後見込
⑦

増減⑧
（⑦-⑥）

現行の体系での
減免規定など

備考

区分

比較 比較改定案現行単価 算定原価
面積又
は単位
（㎡）

使用料収入

39,471,440 34,942,541 -4,528,899

第1種電柱 1本 630 560 -70 -11.11% - 560 -70 -11.1%
第2種電柱 1本 970 860 -110 -11.34% - 860 -110 -11.3%
第3種電柱 1本 1,300 1,200 -100 -7.69% - 1,200 -100 -7.7%
第1種電話柱 1本 560 500 -60 -10.71% - 500 -60 -10.7%
第2種電話柱 1本 900 800 -100 -11.11% - 800 -100 -11.1%
第3種電話柱 1本 1,200 1,100 -100 -8.33% - 1,100 -100 -8.3%
その他の柱類 1本 56 50 -6 -10.71% - 50 -6 -10.7%
共架電線その他線類 1m 6 5 -1 -16.67% - 5 -1 -16.7%
地下電線その他線類 1m 3 3 0 0.00% - 3 0 0.0%
路上に設ける変圧器 1個 550 490 -60 -10.91% - 490 -60 -10.9%
地下に設ける変圧器 1㎡ 340 300 -40 -11.76% - 300 -40 -11.8%
変圧塔、公衆電話所 1個 1,100 1,000 -100 -9.09% - 1,000 -100 -9.1%
郵便差出箱及び信書便差出 1個 470 420 -50 -10.64% - 420 -50 -10.6%
広告塔 1㎡ 2,000 2,000 0 0.00% - 2,000 0 0.0%
その他のもの 1㎡ 1,100 1,000 -100 -9.09% - 1,000 -100 -9.1%

外径0.07m未満 1m 24 21 -3 -12.50% - 21 -3 -12.5%
外径0.07m以上0.1m未満 1m 34 30 -4 -11.76% - 30 -4 -11.8%
外径0.1m以上0.15m未満 1m 51 45 -6 -11.76% - 45 -6 -11.8%
外径0.15m以上0.2m未満 1m 67 60 -7 -10.45% - 60 -7 -10.4%
外径0.2m以上0.3m未満 1m 100 90 -10 -10.00% - 90 -10 -10.0%
外径0.3m以上0.4m未満 1m 130 120 -10 -7.69% - 120 -10 -7.7%
外径0.4m以上0.7m未満 1m 240 210 -30 -12.50% - 210 -30 -12.5%
外径0.7m以上1m未満 1m 340 300 -40 -11.76% - 300 -40 -11.8%
外径1m以上 1m 670 600 -70 -10.45% - 600 -70 -10.4%

1㎡ 1,100 1,000 -100 -9.09% - 1,000 -100 -9.1%

一時的に設けるもの 1㎡/日 20 20 0 0.00% - 20 0 0.0%
その他のもの 1㎡/月 200 200 0 0.00% - 200 0 0.0%

看板（一時的） 1㎡/月 200 200 0 0.00% - 200 0 0.0%
〃（その他） 1㎡ 2,000 2,000 0 0.00% - 2,000 0 0.0%
標識 1本 900 800 -100 -11.11% - 800 -100 -11.1%
旗ざお（一時的） 1本/日 20 20 0 0.00% - 20 0 0.0%
〃（その他） 1本/月 200 200 0 0.00% - 200 0 0.0%
幕（一時的） 1㎡/日 20 20 0 0.00% - 20 0 0.0%
〃（その他） 1㎡/月 200 200 0 0.00% - 200 0 0.0%
ｱｰﾁ（車道を横断） 1基/月 2,000 2,000 0 0.00% - 2,000 0 0.0%
〃（その他） 1基/月 1,000 1,000 0 0.00% - 1,000 0 0.0%

1㎡/月 200 200 0 0.00% - 200 0 0.0%

1㎡/月 110 100 -10 -9.09% - 100 -10 -9.1%

道条例に準拠して改正

令7条4号の仮設建築物、第5号
の施設

法32条1項2号の物件

法32条1項3号及び4号の施設

法32条1項6号の施設

令7条1号の物件

令7条2号の工事用施設、第3号
の工事用材料

法32条1項1号の工作物
道路占用
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手数料見直し算定原価及び改定案一覧表 据置 据置 14,710,720 0 250

全件 - 19,326,000

●　江別市手数料条例　別表第１関係 改定分 34,799,770 改定 1,119,850

合計 35,156,820 （円）

増減額③
（②-①）

乖離幅
（②/①-
1）*100

⑤
（④-①）

改定率
(④/①-1）

*100

H22金額
⑦

改定後見込
金額⑧

増減⑨
（⑧-⑦）

1 犬の登録手数料 市民生活課 1頭 3,000 2,533 -467 -15.6% 据置 0 0.0% 1,548,000 1,548,000 0

2 狂犬病予防注射済票交付手数料 市民生活課 1件 550 537 -13 -2.4% 据置 0 0.0% 2,811,050 2,811,050 0

3 犬の鑑札の再交付手数料 市民生活課 1件 1,600 1,284 -316 -19.8% 据置 0 0.0% 1,600 1,600 0

4 狂犬病予防注射済票再交付手数料 市民生活課 1件 340 392 52 15.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

5 鳥獣飼養登票交付手数料 環境課 1件 3,400 3,445 45 1.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

6 鳥獣飼養登録更新手数料 環境課 1件 3,400 3,445 45 1.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

7 鳥獣飼養登録票再交付手数料 環境課 1件 3,400 3,445 45 1.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

8 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 農業振興課 1件 8,400 8,393 -7 -0.1% 据置 0 0.0% 0 0 0

9 確認申請等手数料

30㎡以内 建築指導課 1件 5,000 13,000 8,000 160.0% 6,500 1,500 30.0% 165,000 214,500 49,500

30㎡超え100㎡以内 建築指導課 1件 9,000 20,000 11,000 122.2% 12,000 3,000 33.3% 225,000 300,000 75,000

100㎡超え200㎡以内 建築指導課 1件 14,000 28,000 14,000 100.0% 18,000 4,000 28.6% 1,204,000 1,548,000 344,000

200㎡超え500㎡以内 建築指導課 1件 19,000 37,000 18,000 94.7% 25,000 6,000 31.6% 152,000 200,000 48,000

500㎡超え1,000㎡以内 建築指導課 1件 34,000 60,000 26,000 76.5% 44,000 10,000 29.4% 68,000 88,000 20,000

1,000㎡超え2,000㎡以内 建築指導課 1件 48,000 78,000 30,000 62.5% 62,000 14,000 29.2% 0 0 0

2,000㎡超え10,000㎡以内 建築指導課 1件 140,000 192,000 52,000 37.1% 161,000 21,000 15.0% 560,000 644,000 84,000

10,000㎡超え50,000㎡以内 建築指導課 1件 240,000 267,000 27,000 11.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

50,000㎡超え 建築指導課 1件 460,000 472,000 12,000 2.6% 据置 0 0.0% 0 0 0

建築設備 建築指導課 1件 9,000 17,000 8,000 88.9% 12,000 3,000 33.3% 72,000 96,000 24,000

建築設備（変更） 建築指導課 1件 5,000 15,000 10,000 200.0% 6,500 1,500 30.0% 0 0 0

工作物 建築指導課 1件 8,000 14,000 6,000 75.0% 10,000 2,000 25.0% 120,000 150,000 30,000

工作物（変更） 建築指導課 1件 4,000 13,000 9,000 225.0% 5,000 1,000 25.0% 0 0 0

使用料収入
算定原価

②

比較
改定案

④

比較

所管 単位
現行単価

①
手数料名称 備考
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増減額③
（②-①）

乖離幅
（②/①-
1）*100

⑤
（④-①）

改定率
(④/①-1）

*100

H22金額
⑦

改定後見込
金額⑧

増減⑨
（⑧-⑦）

使用料収入
算定原価

②

比較
改定案

④

比較

所管 単位
現行単価

①
手数料名称 備考

9の2 構造計算に係る適合性判定手数料

ア　国交大臣が定めた方法

1,000㎡以内 建築指導課 1件 160,000 150,000 -10,000 -6.3% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

1,000㎡超え2,000㎡以内 建築指導課 1件 210,000 210,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

2,000㎡超え10,000㎡以内 建築指導課 1件 240,000 240,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 240,000 240,000 0 H18新設

10,000㎡超え50,000㎡以内 建築指導課 1件 290,000 290,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

50,000㎡超え 建築指導課 1件 550,000 550,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

イ　国交大臣の認定を受けたプログラム

1,000㎡以内 建築指導課 1件 110,000 109,000 -1,000 -0.9% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

1,000㎡超え2,000㎡以内 建築指導課 1件 140,000 141,000 1,000 0.7% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

2,000㎡超え10,000㎡以内 建築指導課 1件 150,000 150,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

10,000㎡超え50,000㎡以内 建築指導課 1件 170,000 170,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

50,000㎡超え 建築指導課 1件 310,000 310,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

10 完了検査申請等手数料

中間検査受けていない

30㎡以内 建築指導課 1件 10,000 14,000 4,000 40.0% 12,000 2,000 20.0% 130,000 156,000 26,000 H18新設

30㎡超え100㎡以内 建築指導課 1件 12,000 16,000 4,000 33.3% 14,000 2,000 16.7% 288,000 336,000 48,000 H18新設

100㎡超え200㎡以内 建築指導課 1件 16,000 19,000 3,000 18.8% 据置 0 0.0% 1,152,000 1,152,000 0 H18新設

200㎡超え500㎡以内 建築指導課 1件 22,000 25,000 3,000 13.6% 据置 0 0.0% 198,000 198,000 0 H18新設

500㎡超え1,000㎡以内 建築指導課 1件 36,000 38,000 2,000 5.6% 据置 0 0.0% 36,000 36,000 0 H18新設

1,000㎡超え2,000㎡以内 建築指導課 1件 50,000 52,000 2,000 4.0% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

2,000㎡超え10,000㎡以内 建築指導課 1件 120,000 122,000 2,000 1.7% 据置 0 0.0% 360,000 360,000 0 H18新設

10,000㎡超え50,000㎡以内 建築指導課 1件 190,000 195,000 5,000 2.6% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

50,000㎡超え 建築指導課 1件 380,000 380,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設
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増減額③
（②-①）

乖離幅
（②/①-
1）*100

⑤
（④-①）

改定率
(④/①-1）

*100

H22金額
⑦

改定後見込
金額⑧

増減⑨
（⑧-⑦）

使用料収入
算定原価

②

比較
改定案

④

比較

所管 単位
現行単価

①
手数料名称 備考

中間検査受けた

30㎡以内 建築指導課 1件 9,000 13,000 4,000 44.4% 11,000 2,000 22.2% 0 0 0 H18新設

30㎡超え100㎡以内 建築指導課 1件 11,000 15,000 4,000 36.4% 13,000 2,000 18.2% 0 0 0 H18新設

100㎡超え200㎡以内 建築指導課 1件 15,000 19,000 4,000 26.7% 17,000 2,000 13.3% 0 0 0 H18新設

200㎡超え500㎡以内 建築指導課 1件 21,000 24,000 3,000 14.3% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

500㎡超え1,000㎡以内 建築指導課 1件 33,000 36,000 3,000 9.1% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

1,000㎡超え2,000㎡以内 建築指導課 1件 46,000 49,000 3,000 6.5% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

2,000㎡超え10,000㎡以内 建築指導課 1件 110,000 119,000 9,000 8.2% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

10,000㎡超え50,000㎡以内 建築指導課 1件 180,000 192,000 12,000 6.7% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

50,000㎡超え 建築指導課 1件 370,000 370,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0 H18新設

建築設備 建築指導課 1件 13,000 16,000 3,000 23.1% 14,000 1,000 7.7% 91,000 98,000 7,000

工作物 建築指導課 1件 9,000 14,000 5,000 55.6% 11,000 2,000 22.2% 126,000 154,000 28,000

10の2 中間検査申請等手数料

30㎡以内 建築指導課 1件 10,000 13,000 3,000 30.0% 12,000 2,000 20.0% 0 0 0

30㎡超え100㎡以内 建築指導課 1件 12,000 15,000 3,000 25.0% 13,000 1,000 8.3% 0 0 0

100㎡超え200㎡以内 建築指導課 1件 15,000 17,000 2,000 13.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

200㎡超え500㎡以内 建築指導課 1件 20,000 22,000 2,000 10.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

500㎡超え1,000㎡以内 建築指導課 1件 32,000 32,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

1,000㎡超え2,000㎡以内 建築指導課 1件 44,000 43,000 -1,000 -2.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

2,000㎡超え10,000㎡以内 建築指導課 1件 100,000 100,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

10,000㎡超え50,000㎡以内 建築指導課 1件 170,000 150,000 -20,000 -11.8% 据置 0 0.0% 0 0 0

50,000㎡超え 建築指導課 1件 330,000 300,000 -30,000 -9.1% 据置 0 0.0% 0 0 0

11 建築指導課 1件 120,000 124,000 4,000 3.3% 据置 0 0.0% 240,000 240,000 0

12 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 建築指導課 1件 33,000 74,000 41,000 124.2% 43,000 10,000 30.3% 0 0 0

13 講習便所などの道路内における建築許可申請手数料 建築指導課 1件 33,000 74,000 41,000 124.2% 43,000 10,000 30.3% 0 0 0

14 道路内における建築認定申請手数料 建築指導課 1件 27,000 28,000 1,000 3.7% 据置 0 0.0% 0 0 0

15 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 建築指導課 1件 160,000 166,000 6,000 3.8% 据置 0 0.0% 0 0 0

16 壁面線外における建築許可申請手数料 建築指導課 1件 160,000 166,000 6,000 3.8% 据置 0 0.0% 0 0 0

17 用途地域における建築等許可申請手数料 建築指導課 1件 180,000 182,000 2,000 1.1% 据置 0 0.0% 180,000 180,000 0

18 特殊建築物等敷地許可申請手数料 建築指導課 1件 160,000 166,000 6,000 3.8% 据置 0 0.0% 160,000 160,000 0

19 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 建築指導課 1件 160,000 166,000 6,000 3.8% 据置 0 0.0% 0 0 0

20 建築指導課 1件 33,000 72,000 39,000 118.2% 43,000 10,000 30.3% 0 0 0

21 建築物の高さの特例認定申請手数料 建築指導課 1件 27,000 28,000 1,000 3.7% 据置 0 0.0% 0 0 0

22 建築物の高さの許可申請手数料 建築指導課 1件 160,000 166,000 6,000 3.8% 据置 0 0.0% 0 0 0

23 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 建築指導課 1件 160,000 166,000 6,000 3.8% 据置 0 0.0% 0 0 0

24 建築指導課 1件 27,000 28,000 1,000 3.7% 据置 0 0.0% 0 0 0

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用承認申
請手数料

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除
外に係る認定申請手数料

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適
用除外に係る許可申請手数料
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25 建築指導課 1件 160,000 166,000 6,000 3.8% 据置 0 0.0% 0 0 0

26 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 建築指導課 1件 160,000 166,000 6,000 3.8% 据置 0 0.0% 0 0 0

27 仮設建築物建築許可申請手数料 建築指導課 1件 120,000 124,000 4,000 3.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

28 建築指導課 1件 78,000 96,000 18,000 23.1% 86,000 8,000 10.3% 0 0 0

29 建築指導課 1件 78,000 96,000 18,000 23.1% 86,000 8,000 10.3% 0 0 0

30 建築指導課 1件 160,000 170,000 10,000 6.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

31 建築指導課 1件 160,000 170,000 10,000 6.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

32 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 建築指導課 1件 78,000 96,000 18,000 23.1% 86,000 8,000 10.3% 0 0 0

33 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築許可申請手数料 建築指導課 1件 160,000 170,000 10,000 6.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

34 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料 建築指導課 1件 160,000 170,000 10,000 6.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

35 一の敷地とみなす建築物の認定又は許可の取消申請手数料 建築指導課 1件 6,400 10,000 3,600 56.3% 8,000 1,600 25.0% 0 0 0

新設 建築指導課 1件 - 36,000 - - 36,000 - - 0 36,000 36,000

新設 建築指導課 1件 - 28,000 - - 28,000 - - 0 0 0

新設 建築指導課 1件 - 92,000 - - 92,000 - - 0 0 0

新設 建築指導課 1件 - 28,000 - - 28,000 - - 0 0 0

新設 建築指導課 1件 - 28,000 - - 28,000 - - 0 0 0

既存建築物を前提とした総合的設計による一の敷地とみなす建
築物の特例許可伸手数料

総合的設計による一の敷地とみなす建築物の特例許可申請手
数料

既存建築物を前提とした総合的設計による一の敷地とみなす建
築物の特例認定申請手数料

総合的設計による一の敷地とみなす建築物の特例認定申請手
数料

敷地内に広い空き地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に
対する割合又は各部分の高さの特例許可申請手数料

既存の一の建築物について二以上に分けて工事をする場合の
変更申請手数料

道路の位置の指定の申請手数料

敷地と道路との関係の許可申請手数料

法48条各項ただし書き　政令130条要件該当

既存の一の建築物について二以上に分けて工事をする場合の
認定申請手数料
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36 開発行為許可申請手数料

自己居住用

0.1ha未満 区画整理指導課 1件 8,600 8,300 -300 -3.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.1ha以上0.3ha未満 区画整理指導課 1件 22,000 21,000 -1,000 -4.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.3ha以上0.6ha未満 区画整理指導課 1件 43,000 42,000 -1,000 -2.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.6ha以上1.0ha未満 区画整理指導課 1件 86,000 83,000 -3,000 -3.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

1.0ha以上3.0ha未満 区画整理指導課 1件 130,000 130,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

3.0ha以上6.0ha未満 区画整理指導課 1件 170,000 170,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

6.0ha以上10.0ha未満 区画整理指導課 1件 220,000 210,000 -10,000 -4.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

10.0ha以上 区画整理指導課 1件 300,000 290,000 -10,000 -3.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

自己業務用建築、工作物

0.1ha未満 区画整理指導課 1件 13,000 13,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.1ha以上0.3ha未満 区画整理指導課 1件 30,000 29,000 -1,000 -3.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.3ha以上0.6ha未満 区画整理指導課 1件 65,000 63,000 -2,000 -3.1% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.6ha以上1.0ha未満 区画整理指導課 1件 120,000 120,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

1.0ha以上3.0ha未満 区画整理指導課 1件 200,000 190,000 -10,000 -5.0% 据置 0 0.0% 200,000 200,000 0

3.0ha以上6.0ha未満 区画整理指導課 1件 270,000 260,000 -10,000 -3.7% 据置 0 0.0% 0 0 0

6.0ha以上10.0ha未満 区画整理指導課 1件 340,000 330,000 -10,000 -2.9% 据置 0 0.0% 0 0 0

10.0ha以上 区画整理指導課 1件 480,000 460,000 -20,000 -4.2% 据置 0 0.0% 0 0 0
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その他（非自己用）

0.1ha未満 区画整理指導課 1件 86,000 83,000 -3,000 -3.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.1ha以上0.3ha未満 区画整理指導課 1件 130,000 130,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.3ha以上0.6ha未満 区画整理指導課 1件 190,000 190,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.6ha以上1.0ha未満 区画整理指導課 1件 260,000 250,000 -10,000 -3.8% 据置 0 0.0% 0 0 0

1.0ha以上3.0ha未満 区画整理指導課 1件 390,000 380,000 -10,000 -2.6% 据置 0 0.0% 0 0 0

3.0ha以上6.0ha未満 区画整理指導課 1件 510,000 490,000 -20,000 -3.9% 据置 0 0.0% 0 0 0

6.0ha以上10.0ha未満 区画整理指導課 1件 660,000 630,000 -30,000 -4.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

10.0ha以上 区画整理指導課 1件 870,000 840,000 -30,000 -3.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

37 開発行為変更許可申請手数料

自己居住用

0.1ha未満 区画整理指導課 1件 860 830 -30 -3.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.1ha以上0.3ha未満 区画整理指導課 1件 2,200 2,100 -100 -4.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.3ha以上0.6ha未満 区画整理指導課 1件 4,300 4,200 -100 -2.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.6ha以上1.0ha未満 区画整理指導課 1件 8,600 8,300 -300 -3.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

1.0ha以上3.0ha未満 区画整理指導課 1件 13,000 13,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

3.0ha以上6.0ha未満 区画整理指導課 1件 17,000 17,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

6.0ha以上10.0ha未満 区画整理指導課 1件 22,000 21,000 -1,000 -4.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

10.0ha以上 区画整理指導課 1件 30,000 29,000 -1,000 -3.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

自己業務用建築、工作物

0.1ha未満 区画整理指導課 1件 1,300 1,300 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.1ha以上0.3ha未満 区画整理指導課 1件 3,000 2,900 -100 -3.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.3ha以上0.6ha未満 区画整理指導課 1件 6,500 6,300 -200 -3.1% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.6ha以上1.0ha未満 区画整理指導課 1件 12,000 12,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0
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1.0ha以上3.0ha未満 区画整理指導課 1件 20,000 19,000 -1,000 -5.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

3.0ha以上6.0ha未満 区画整理指導課 1件 27,000 26,000 -1,000 -3.7% 据置 0 0.0% 0 0 0

6.0ha以上10.0ha未満 区画整理指導課 1件 34,000 33,000 -1,000 -2.9% 据置 0 0.0% 0 0 0

10.0ha以上 区画整理指導課 1件 48,000 46,000 -2,000 -4.2% 据置 0 0.0% 0 0 0

その他（非自己用）

0.1ha未満 区画整理指導課 1件 8,600 8,300 -300 -3.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.1ha以上0.3ha未満 区画整理指導課 1件 13,000 13,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.3ha以上0.6ha未満 区画整理指導課 1件 19,000 19,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.6ha以上1.0ha未満 区画整理指導課 1件 26,000 25,000 -1,000 -3.8% 据置 0 0.0% 0 0 0

1.0ha以上3.0ha未満 区画整理指導課 1件 39,000 38,000 -1,000 -2.6% 据置 0 0.0% 0 0 0

3.0ha以上6.0ha未満 区画整理指導課 1件 51,000 49,000 -2,000 -3.9% 据置 0 0.0% 0 0 0

6.0ha以上10.0ha未満 区画整理指導課 1件 66,000 63,000 -3,000 -4.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

10.0ha以上 区画整理指導課 1件 87,000 84,000 -3,000 -3.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

その他 1件 10,000 9,595 -405 -4.1% 据置 0 0.0% 10,000 10,000 0

38 区画整理指導課 1件 46,000 44,000 -2,000 -4.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

39 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 区画整理指導課 1件 26,000 24,000 -2,000 -7.7% 据置 0 0.0% 52,000 52,000 0

40 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

0.1ha未満 区画整理指導課 1件 6,900 6,300 -600 -8.7% 据置 0 0.0% 6,900 6,900 0

0.1ha以上0.3ha未満 区画整理指導課 1件 18,000 17,000 -1,000 -5.6% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.3ha以上0.6ha未満 区画整理指導課 1件 39,000 35,000 -4,000 -10.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.6ha以上1.0ha未満 区画整理指導課 1件 69,000 63,000 -6,000 -8.7% 据置 0 0.0% 0 0 0

1.0ha以上3 区画整理指導課 1件 97,000 88,000 -9,000 -9.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

41 市街化調整区域内のおける建築許可不要宅地の確認申請手数料

1.0ha未満 区画整理指導課 1件 7,400 7,100 -300 -4.1% 据置 0 0.0% 0 0 0

1.0ha以上 区画整理指導課 1件 12,000 11,000 -1,000 -8.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料
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42 開発許可を受けた地域承継の承認申請手数料

自己住宅、自己業務建築物、特定工作物で1ha未満 区画整理指導課 1件 1,700 1,700 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

自己業務建築物、特定工作物で1ha以上 区画整理指導課 1件 2,700 2,500 -200 -7.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

非自己用 区画整理指導課 1件 17,000 17,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

43 開発登録簿の写しの交付手数料 区画整理指導課 1件 470 410 -60 -12.8% 据置 0 0.0% 470 470 0

44 優良住宅新築認定申請手数料（1,000㎡以上）

100㎡以下 建築指導課 1件 6,200 6,826 626 10.1% 据置 0 0.0% 0 0 0

100㎡超え500㎡以下 建築指導課 1件 8,600 9,065 465 5.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

500㎡超え2,000㎡以下 建築指導課 1件 13,000 12,798 -202 -1.6% 据置 0 0.0% 0 0 0

2,000㎡超え10,000㎡以下 建築指導課 1件 35,000 36,599 1,599 4.6% 据置 0 0.0% 0 0 0

10,000㎡超え50,000㎡以下 建築指導課 1件 43,000 45,251 2,251 5.2% 据置 0 0.0% 0 0 0

50,000㎡超え 建築指導課 1件 58,000 60,841 2,841 4.9% 据置 0 0.0% 0 0 0

45 優良住宅新築確定申請手数料（1,000㎡未満）

100㎡以下 建築指導課 1件 6,200 6,826 626 10.1% 据置 0 0.0% 0 0 0

100㎡超え500㎡以下 建築指導課 1件 8,600 9,065 465 5.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

500㎡超え2,000㎡以下 建築指導課 1件 13,000 12,798 -202 -1.6% 据置 0 0.0% 0 0 0

2,000㎡超え10,000㎡以下 建築指導課 1件 35,000 36,599 1,599 4.6% 据置 0 0.0% 0 0 0

10,000㎡超え 建築指導課 1件 43,000 45,251 2,251 5.2% 据置 0 0.0% 0 0 0

46 住宅用家屋証明申請手数料 市民税課 1件 1,300 1,095 -205 -15.8% 据置 0 0.0% 0 0 0

47 優良宅地造成認定申請手数料（短期） 区画整理指導課 1件 86,000 83,000 -3,000 -3.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

48 優良宅地造成認定申請手数料（超短期） 区画整理指導課 1件 86,000 83,000 -3,000 -3.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

49 納税証明手数料 市民税課 1税目 350 458 108 30.9% 400 50 14.3% 416,150 475,600 59,450

50 固定資産課税台帳閲覧手数料 市民税課 1件 250 372 122 48.8% 300 50 20.0% 68,000 81,600 13,600

51 土地建物証明手数料 市民税課 1筆、1棟 350 458 108 30.9% 400 50 14.3% 473,900 541,600 67,700
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増減額③
（②-①）

乖離幅
（②/①-
1）*100

⑤
（④-①）

改定率
(④/①-1）

*100

H22金額
⑦

改定後見込
金額⑧

増減⑨
（⑧-⑦）

使用料収入
算定原価

②

比較
改定案

④

比較

所管 単位
現行単価

①
手数料名称 備考

52 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

評価機関審査なし

1戸 建築指導課 1件 49,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

2戸以上5戸以内 建築指導課 1件 111,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

6戸以上10戸以内 建築指導課 1件 175,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

11戸以上30戸以内 建築指導課 1件 343,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

31戸以上50戸以内 建築指導課 1件 612,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

50戸以上100戸以内 建築指導課 1件 1,050,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

101戸以上200戸以内 建築指導課 1件 1,940,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

201戸以上300戸以内 建築指導課 1件 2,771,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

301戸以上 建築指導課 1件 3,394,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

評価機関審査あり

1戸 建築指導課 1件 15,000 - - - - 0 0.0% 1,020,000 1,020,000 0

2戸以上5戸以内 建築指導課 1件 28,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

6戸以上10戸以内 建築指導課 1件 43,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

11戸以上30戸以内 建築指導課 1件 71,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

31戸以上50戸以内 建築指導課 1件 134,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

50戸以上100戸以内 建築指導課 1件 249,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

101戸以上200戸以内 建築指導課 1件 460,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

201戸以上300戸以内 建築指導課 1件 655,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

301戸以上 建築指導課 1件 780,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

平成21年度新設のため、今回は対象外と
する
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増減額③
（②-①）

乖離幅
（②/①-
1）*100

⑤
（④-①）

改定率
(④/①-1）

*100

H22金額
⑦

改定後見込
金額⑧

増減⑨
（⑧-⑦）

使用料収入
算定原価

②

比較
改定案

④

比較

所管 単位
現行単価

①
手数料名称 備考

53 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

工事時期、譲受人決定時期の変更 建築指導課 1件 3,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

評価機関審査なし

1戸 建築指導課 1件 24,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

2戸以上5戸以内 建築指導課 1件 55,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

6戸以上10戸以内 建築指導課 1件 87,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

11戸以上30戸以内 建築指導課 1件 171,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

31戸以上50戸以内 建築指導課 1件 306,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

50戸以上100戸以内 建築指導課 1件 525,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

101戸以上200戸以内 建築指導課 1件 970,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

201戸以上300戸以内 建築指導課 1件 1,385,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

301戸以上 建築指導課 1件 1,697,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

評価機関審査等あり

1戸 建築指導課 1件 7,000 - - - - 0 0.0% 7,000 7,000 0

2戸以上5戸以内 建築指導課 1件 14,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

6戸以上10戸以内 建築指導課 1件 21,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

11戸以上30戸以内 建築指導課 1件 35,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

31戸以上50戸以内 建築指導課 1件 67,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

50戸以上100戸以内 建築指導課 1件 124,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

101戸以上200戸以内 建築指導課 1件 230,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

201戸以上300戸以内 建築指導課 1件 327,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

301戸以上 建築指導課 1件 390,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0

平成21年度新設のため、今回は対象外と
する
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増減額③
（②-①）

乖離幅
（②/①-
1）*100

⑤
（④-①）

改定率
(④/①-1）

*100

H22金額
⑦

改定後見込
金額⑧

増減⑨
（⑧-⑦）

使用料収入
算定原価

②

比較
改定案

④

比較

所管 単位
現行単価

①
手数料名称 備考

54 建築指導課 1件 4,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0 H21年度新設のため今回は対象外

55 建築指導課 1件 4,000 - - - - 0 0.0% 0 0 0 H21年度新設のため今回は対象外

56 適合通知に係る審査手数料 建築指導課 1件
9の項に掲
げる額

0 0.0% 0 0 0

57 営業証明手数料 市民税課 1件 350 458 108 30.9% 400 50 14.3% 137,900 157,600 19,700

所得証明手数料 市民税課 1件 350 458 108 30.9% 400 50 14.3% 3,617,250 4,134,000 516,750

租税・公課証明手数料 市民税課 1件 350 458 108 30.9% 400 50 14.3% 1,875,300 2,143,200 267,900

住民票記載事項証明手数料 市民課 1通 250 367 117 46.8% 300 50 20.0% 345,000 414,000 69,000

身分証明手数料 市民課 1通 300 355 55 18.3% 据置 0 0.0% 403,800 403,800 0

印鑑登録証明手数料 市民課 1通 300 311 11 3.7% 据置 0 0.0% 11,429,100 11,429,100 0

外国人登録原票記載事項証明手数料 市民課 1通 250 507 257 102.8% 据置 0 0.0% 73,250 73,250 0 H24.7に住基へ統合予定。改定なし。

現況証明手数料 農業委員会 1筆 450 807 357 79.3% 550 100 22.2% 22,500 27,500 5,000

現況証明の可否に付随する現地調査手数料 農業委員会 1件 2,600 5,146 2,546 97.9% 3,400 800 30.8% 80,600 105,400 24,800

租税特別措置法による証明手数料 農業委員会 1件 350 807 457 130.6% 450 100 28.6% 31,850 40,950 9,100

区画整理区域内証明手数料 区画整理指導課 1件 250 405 155 62.0% 300 50 20.0% 0 0 0

区画整理地積証明手数料 区画整理指導課 1件 250 405 155 62.0% 300 50 20.0% 6,750 8,100 1,350

町名地番変更証明手数料 区画整理指導課 1件 250 405 155 62.0% 300 50 20.0% 24,750 29,700 4,950

区画整理換地処分証明手数料 区画整理指導課 1件 250 405 155 62.0% 300 50 20.0% 0 0 0

農用地区域証明手数料 農業振興課 1件 250 405 155 62.0% 300 50 20.0% 250 300 50

転作助成金交付証明手数料 農業振興課 1件 250 405 155 62.0% 300 50 20.0% 0 0 0

道路用地境界証明手数料 土木事務所 1件 250 405 155 62.0% 300 50 20.0% 5,750 6,900 1,150

無職無収入証明手数料 市民課 1通 250 363 113 45.2% 300 50 20.0%

不在籍証明手数料 市民課 1通 250 363 113 45.2% 300 50 20.0%

不在証明手数料 市民課 1通 250 363 113 45.2% 300 50 20.0%

その他諸証明（独身証明、婚姻要件具備証明ほか） 市民課 1通 250 363 113 45.2% 300 50 20.0%

罹災証明交付手数料 予防課 1件 250 1,405 1,155 462.0% 300 50 20.0% 11,250 13,500 2,250

73,750 88,500 14,750

長期優良住宅建築等計画認定地位承継承認申請手数料

譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画変更
認定申請手数料
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増減額③
（②-①）

乖離幅
（②/①-
1）*100

⑤
（④-①）

改定率
(④/①-1）

*100

H22金額
⑦

改定後見込
金額⑧

増減⑨
（⑧-⑦）

使用料収入
算定原価

②

比較
改定案

④

比較

所管 単位
現行単価

①
手数料名称 備考

その他の証明手数料

農業委員会関係 農業委員会 1件 250 405 155 62.0% 300 50 20.0% 17,250 20,700 3,450

救急搬送証明 警防課 1件 250 680 430 172.0% 300 50 20.0% 500 600 100

消防水利試験結果証明 警防課 1件 250 2,474 2,224 889.6% 300 50 20.0% 250 300 50

市街化区域証明、ほか 都市計画課 1件 250 405 155 62.0% 300 50 20.0% 63,250 75,900 12,650

住民票又は戸籍附票の閲覧手数料 市民課 1件 250 367 117 46.8% 300 50 20.0% 52,250 62,700 10,450

地籍に関する図書・公簿等の閲覧手数料 土木事務所 1件 250 382 132 52.8% 300 50 20.0% 476,550 571,800 95,250

公簿等の閲覧手数料 市民税課 1件 250 372 122 48.8% 300 50 20.0% 68,000 81,600 13,600

住民票又は戸籍附票の写しの交付手数料 市民課 1通 250 368 118 47.2% 300 50 20.0% 14,474,250 17,369,100 2,894,850

住民票の写しの広域交付手数料 市民課 1通 250 507 257 102.8% 300 50 20.0% 6,250 7,500 1,250

住民基本台帳カードの交付手数料又は再交付手数料 市民課 1通 500 1,467 967 193.4% 据置 0 0.0% 7,500 7,500 0

外国人登録原票の写しの交付手数料 市民課 1通 250 295 45 18.0% 据置 0 0.0% 0 0 0 H24.7に住基へ統合予定。改定なし。

印鑑登録証交付手数料 市民課 1通 250 507 257 102.8% 0 -250 -100.0% 1,182,500 0 (1,182,500) 無料化。再交付は350円

確認申請副本写しの交付手数料 建築指導課 1件 250 405 155 62.0% 300 50 20.0% 55,250 66,300 11,050

地籍図写しの交付手数料

1,200以下 土木事務所 1枚 550 711 161 29.3% 600 50 9.1% 353,650 385,800 32,150

1,200超え 土木事務所 1枚 1,200 1,422 222 18.5% 1,200 0 0.0% 40,800 40,800 0

土地の表示の変更の嘱託登記手数料 農業委員会 1件 3,000 4,897 1,897 63.2% 3,900 900 30.0% 9,000 11,700 2,700

土地の表示の変更の嘱託登記手数料 農業委員会
1筆増すご

とに
500 807 307 61.4% 650 150 30.0% 3,500 4,550 1,050

登記名義人の表示の変更・更正の嘱託登記手数料 農業委員会 1件 3,000 4,897 1,897 63.2% 3,900 900 30.0% 0 0 0

登記名義人の表示の変更・更正の嘱託登記手数料 農業委員会
1筆増すご

とに
500 807 307 61.4% 650 150 30.0% 0 0 0

所有権移転の嘱託登記手数料 農業委員会 1件 7,000 10,936 3,936 56.2% 8,700 1,700 24.3% 112,000 139,200 27,200

所有権移転の嘱託登記手数料 農業委員会
1筆増すご

とに
500 807 307 61.4% 650 150 30.0% 53,000 68,900 15,900
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●　江別市手数料条例　別表第２関係 97

（円）

増減額③
（②-①）

乖離幅
（②/①-
1）*100

⑤
（④-①）

改定率
(④/①-1）

*100

H22件数
⑥

H22金額
⑦

改定後見込
金額⑧

増減⑨
（⑧-⑦）

1 臨時運行許可申請手数料 市民課 1両 750 507 -243 -32.4% 据置 0 0.0% 926 694,500 694,500 0

2 市民課 1通 450 355 -95 -21.1% 据置 0 0.0% 16804 7,561,800 7,561,800 0

3 戸籍記載事項証明手数料 市民課 1件 350 403 53 15.1% 据置 0 0.0% 26 9,100 9,100 0

4 市民課 1通 750 427 -323 -43.1% 据置 0 0.0% 4969 3,726,750 3,726,750 0

5 除籍記載事項証明手数料 市民課 1通 450 451 1 0.2% 据置 0 0.0% 0 0 0 0

6 届出の受理又は届出書その他書類の記載事項証明手数料

通常 市民課 1件 350 451 101 28.9% 据置 0 0.0% 257 89,950 89,950 0

上質紙 市民課 1件 1,400 1,467 67 4.8% 据置 0 0.0% 3 4,200 4,200 0

7 届出書その他書類の閲覧手数料 市民課 1件 350 339 -11 -3.1% 据置 0 0.0% 0 0 0 0

1,024,650 1,024,650 0

8 仮貯蔵又は取扱い承認申請手数料 予防課 1件 5,400 6,000 600 11.1% 据置 0 0.0% 0 0 0

9 製造所の設置許可申請手数料

倍数10以下 予防課 1件 39,000 45,000 6,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

10超え50以下 予防課 1件 52,000 60,000 8,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

50超え100以下 予防課 1件 66,000 76,000 10,000 15.2% 据置 0 0.0% 0 0 0

100超え200以下 予防課 1件 77,000 89,000 12,000 15.6% 据置 0 0.0% 0 0 0

200超え 予防課 1件 91,000 106,000 15,000 16.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

使用料収入

備考

除籍謄本若しくは抄本又は除籍の全部事項証明書若しくは一
部事項証明書の交付手数料

戸籍謄本若しくは抄本又は戸籍の全部事項証明書若しくは一
部事項証明の交付手数料

所管 単位
改定案

④

消防関係手数料

現行単価
①

手数料名称
算定原価

②

比較 比較
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増減額③
（②-①）

乖離幅
（②/①-
1）*100

⑤
（④-①）

改定率
(④/①-1）

*100

H22件数
⑥

H22金額
⑦

改定後見込
金額⑧

増減⑨
（⑧-⑦）

使用料収入

備考所管 単位
改定案

④
現行単価

①
手数料名称

算定原価
②

比較 比較

10 貯蔵所の設置許可申請手数料

屋内貯蔵所

倍数10以下 予防課 1件 20,000 23,000 3,000 15.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

10超え50以下 予防課 1件 26,000 30,000 4,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

50超え100以下 予防課 1件 39,000 45,000 6,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

100超え200以下 予防課 1件 52,000 60,000 8,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

200超え 予防課 1件 66,000 76,000 10,000 15.2% 据置 0 0.0% 0 0 0

屋外タンク貯蔵所

倍数100以下 予防課 1件 20,000 23,000 3,000 15.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

100超え10,000以下 予防課 1件 26,000 30,000 4,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

10,000超え 予防課 1件 39,000 45,000 6,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

準特定屋外タンク貯蔵所 予防課 1件 530,000 530,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

特定屋外タンク貯蔵所

1,000kℓ以上5,000kℓ未満 予防課 1件 820,000 820,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

5,000kℓ以上10,000kℓ未満 予防課 1件 990,000 990,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

10,000kℓ以上50,000kℓ未満 予防課 1件 1,100,000 1,100,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

50,000kℓ以上100,000kℓ未満 予防課 1件 1,400,000 1,400,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

100,000kℓ以上200,000kℓ未満 予防課 1件 1,640,000 1,640,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

200,000kℓ以上300,000kℓ未満 予防課 1件 3,850,000 3,850,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

300,000kℓ以上400,000kℓ未満 予防課 1件 5,090,000 5,090,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

400,000kℓ以上 予防課 1件 6,290,000 6,290,000 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

屋内タンク貯蔵所 予防課 1件 26,000 30,000 4,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

地下タンク貯蔵所

倍数100以下 予防課 1件 26,000 30,000 4,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

100超え 予防課 1件 39,000 45,000 6,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

簡易タンク貯蔵所 予防課 1件 13,000 14,000 1,000 7.7% 据置 0 0.0% 0 0 0

移動タンク貯蔵所 予防課 1件 26,000 30,000 4,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

積載式移動タンク貯蔵所等 予防課 1件 39,000 45,000 6,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

屋外貯蔵所 予防課 1件 13,000 14,000 1,000 7.7% 据置 0 0.0% 0 0 0
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増減額③
（②-①）

乖離幅
（②/①-
1）*100

⑤
（④-①）

改定率
(④/①-1）

*100

H22件数
⑥

H22金額
⑦

改定後見込
金額⑧

増減⑨
（⑧-⑦）

使用料収入

備考所管 単位
改定案

④
現行単価

①
手数料名称

算定原価
②

比較 比較

11 取扱所の設置許可申請手数料

給油取扱所 予防課 1件 52,000 60,000 8,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

屋内給油取扱所 予防課 1件 66,000 76,000 10,000 15.2% 据置 0 0.0% 0 0 0

第1種販売取扱所 予防課 1件 26,000 30,000 4,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

第2種販売取扱所 予防課 1件 33,000 38,000 5,000 15.2% 据置 0 0.0% 0 0 0

移送取扱所

15km以下 予防課 1件 21,000 23,000 2,000 9.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

0.95ﾒｶﾞﾊﾟｽｶﾙ以上かつ7km以上15km以下 予防課 1件 87,000 101,000 14,000 16.1% 据置 0 0.0% 0 0 0

15km以上の加算分 予防課 1件 22,000 25,000 3,000 13.6% 据置 0 0.0% 0 0 0

一般取扱所

倍数10以下 予防課 1件 39,000 45,000 6,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

10超え50以下 予防課 1件 52,000 60,000 8,000 15.4% 据置 0 0.0% 0 0 0

50超え100以下 予防課 1件 66,000 76,000 10,000 15.2% 据置 0 0.0% 0 0 0

100超え200以下 予防課 1件 77,000 89,000 12,000 15.6% 据置 0 0.0% 0 0 0

200超え 予防課 1件 91,000 106,000 15,000 16.5% 据置 0 0.0% 0 0 0

12 製造所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料 予防課 1件 9の1/2 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

13 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料 予防課 1件 10の1/2 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

14 取扱所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料 予防課 1件 11の1/2 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

15 製造所の設置許可に係る完成検査手数料 予防課 1件 9の1/2 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

16 貯蔵所の設置許可に係る完成検査手数料 予防課 1件 10の1/2 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

17 取扱所の設置許可に係る完成検査手数料 予防課 1件 11の1/2 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

18 予防課 1件 9の1/4 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

19 予防課 1件 10の1/4 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

20 予防課 1件 11の1/4 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

21 製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用承認申請手数料 予防課 1件 5,400 6,000 600 11.1% 据置 0 0.0% 0 0 0

22 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可に係る完成検査前検査手数料

タンクの水張検査

1万ℓ以下 予防課 1件 6,000 6,200 200 3.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

1万ℓ超え100万ℓ以下 予防課 1件 11,000 12,000 1,000 9.1% 据置 0 0.0% 0 0 0

100ℓ超え200万ℓ以下 予防課 1件 15,000 17,000 2,000 13.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

200万ℓ超えの加算分 予防課 1件 4,400 5,200 800 18.2% 据置 0 0.0% 0 0 0

取扱所の位置、構造又は設備の変更許可に係る完成検査手数
料

貯蔵所の位置、構造又は設備の変更許可に係る完成検査手数
料

製造所の位置、構造又は設備の変更許可に係る完成検査手数
料
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増減額③
（②-①）

乖離幅
（②/①-
1）*100

⑤
（④-①）

改定率
(④/①-1）

*100

H22件数
⑥

H22金額
⑦

改定後見込
金額⑧

増減⑨
（⑧-⑦）

使用料収入

備考所管 単位
改定案

④
現行単価

①
手数料名称

算定原価
②

比較 比較

タンクの水圧検査

600ℓ以下 予防課 1件 6,000 6,200 200 3.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

600ℓ超え1万ℓ以下 予防課 1件 11,000 12,000 1,000 9.1% 据置 0 0.0% 0 0 0

1万ℓ超え2万ℓ以下 予防課 1件 15,000 17,000 2,000 13.3% 据置 0 0.0% 0 0 0

2万ℓ超えの加算分 予防課 1件 4,400 5,200 800 18.2% 据置 0 0.0% 0 0 0

特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎、地盤検査 ※江別市おいて実績がなく、対象費用等が明らかでないため算定せず。

1,000kℓ以上5,000kℓ未満 予防課 1件 410,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

5,000kℓ以上10,000kℓ未満 予防課 1件 540,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

10,000kℓ以上50,000kℓ未満 予防課 1件 700,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

50,000kℓ以上100,000kℓ未満 予防課 1件 920,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

100,000kℓ以上200,000kℓ未満 予防課 1件 1,040,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

200,000kℓ以上300,000kℓ未満 予防課 1件 1,600,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

300,000kℓ以上400,000kℓ未満 予防課 1件 1,820,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

400,000kℓ以上 予防課 1件 2,030,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査 ※江別市おいて実績がなく、対象費用等が明らかでないため算定せず。

1,000kℓ以上5,000kℓ未満 予防課 1件 490,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

5,000kℓ以上10,000kℓ未満 予防課 1件 630,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

10,000kℓ以上50,000kℓ未満 予防課 1件 950,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

50,000kℓ以上100,000kℓ未満 予防課 1件 1,310,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

100,000kℓ以上200,000kℓ未満 予防課 1件 1,650,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

200,000kℓ以上300,000kℓ未満 予防課 1件 3,180,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

300,000kℓ以上400,000kℓ未満 予防課 1件 3,890,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

400,000kℓ以上 予防課 1件 4,450,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

23 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造若しくは設備の変更許可に係る完成検査前検査手数料

タンクの水張検査、水圧検査 予防課 1件 22と同額 - - - 据置 0 - 0 0 0

基礎・地盤検査 予防課 1件 22の1/2 - - - 据置 0 - 0 0 0

溶接検査 予防課 1件
22の特定
～の1/2

- - - 据置 0 - 0 0 0
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増減額③
（②-①）

乖離幅
（②/①-
1）*100

⑤
（④-①）

改定率
(④/①-1）

*100

H22件数
⑥

H22金額
⑦

改定後見込
金額⑧

増減⑨
（⑧-⑦）

使用料収入

備考所管 単位
改定案

④
現行単価

①
手数料名称

算定原価
②

比較 比較

24 保安に関する検査手数料

特定屋外タンク貯蔵所 ※江別市おいて実績がなく、対象費用等が明らかでないため算定せず。

1,000kℓ以上5,000kℓ未満 予防課 1件 310,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

5,000kℓ以上10,000kℓ未満 予防課 1件 410,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

10,000kℓ以上50,000kℓ未満 予防課 1件 720,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

50,000kℓ以上100,000kℓ未満 予防課 1件 920,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

100,000kℓ以上200,000kℓ未満 予防課 1件 1,160,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

200,000kℓ以上300,000kℓ未満 予防課 1件 2,830,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

300,000kℓ以上400,000kℓ未満 予防課 1件 3,470,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

400,000kℓ以上 予防課 1件 4,000,000 - 0 0.0% 据置 0 0.0% 0 0 0

移送取扱所

圧力0.95ﾒｶﾞﾊﾟｽｶﾙ以上、延長7km以上15km以下 予防課 1件 70,000 81,000 11,000 15.7% 据置 0 0.0% 0 0 0

15km超えの加算分 予防課 1件 17,000 19,000 2,000 11.8% 据置 0 0.0% 0 0 0
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●　江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例 16

（円）

増減額③
（②-①）

乖離幅
（②/①-
1）*100

⑤
（④-①）

改定率
(④/①-1）

*100

H22金額
⑦

改定後見込
金額⑧

増減⑨
（⑧-⑦）

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 減量推進課 1件 14,000 14,251 251 1.8% 据置 0 0.0%

一般廃棄物処分業許可申請手数料 減量推進課 1件 14,000 14,251 251 1.8% 据置 0 0.0%

浄化槽清掃業許可申請手数料 減量推進課 1件 14,000 14,251 251 1.8% 据置 0 0.0%

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 減量推進課 1件 14,000 14,251 251 1.8% 据置 0 0.0%

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 減量推進課 1件 14,000 14,251 251 1.8% 据置 0 0.0%

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 減量推進課 1件 3,000 2,787 -213 -7.1% 据置 0 0.0%

一般廃棄物処分業許可再交付申請手数料 減量推進課 1件 3,000 2,787 -213 -7.1% 据置 0 0.0%

浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 減量推進課 1件 3,000 2,787 -213 -7.1% 据置 0 0.0%

家庭系廃棄物処理手数料

市が収集、運搬及び処分するとき

指定ごみ袋1枚につき 清掃管理課 1ℓ 2 10 8 400.0% 据置 0 0.0%

指定ごみ袋に収納できないもの 清掃管理課
規則で別

途
- 据置 0

清掃管理課 10kg 90 505 415 461.1% 据置 0 0.0% 6,041,340 6,041,340 0

事業系廃棄物処理手数料

浄化槽汚泥 清掃管理課 20ℓ 70 185 115 164.3% 据置 0 0.0% 4,925,270 4,925,270 0

その他 清掃管理課 10kg 110 512 402 365.5% 据置 0 0.0% 109,998,680 109,998,680 0

し尿処理手数料

仮設トイレのし尿

200ℓまで 清掃管理課 200ℓ 900 3,960 3,060 340.0% 据置 0 0.0%

200ℓ超えの加算分 清掃管理課 20ℓ 90 396 306 340.0% 据置 0 0.0%

清掃管理課 20ℓ 90 396 306 340.0% 据置 0 0.0%

現行単価
①

手数料名称

その他のし尿

市民が家庭系廃棄物を市の処理施設に搬入し、市が処分する
とき

所管 単位 備考
算定原価

②

比較
改定案

④

使用料収入比較

14,000 14,000 0

260,908,750 260,908,750 0

11,850,000 11,850,000 0
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使用料（貸室）の算定方法

【例】

○コストの考え方 （円）

従来 今回見直し

人件費 1,100,000 1,000,000

物件費
（光熱水費、維持補修費、委託料など）

5,500,000 5,000,000

建設費
（再構築価格÷耐用年数）

3,000,000

計 6,600,000 9,000,000

※従来は運営費（ランニングコスト）のみを算定をしていたが、施設の維持補修、大規模改修なども考慮し
建設費を算定基礎とすべきという考えのもと、コストに含めた。（総コスト）

○使用料の計算方法

※総コストで原価計算をしたうえで、施設の性質による受益者負担と公費（税金）負担の割合で使用料を算出
する

※原価計算

原価
(円)

貸室 共用按分 ④*(⑤+⑥)
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑦*⑧

現行 6,600,000 405 310 52.6 270 14,202 14,202 14,200

見直 9,000,000 405 310 71.7 270 135 29,039 50% 14,519

※改定案

・「現行」の現行使用料と「見直」の算定原価の乖離幅を計算

　１４，５１９円（見直算定原価）÷１４，２００円（現行使用料）－1＝２．２５％
↓

面積
（貸+共）
(㎡)

コスト
(円)

現行
使用料

乖離幅が２０％以内なので据置
※20％を超える場合は、別途定めた改定率を基本に改定案を算定する。

貸出基礎面積
(㎡)

受益者
負担率

算定原価
(円)区分

全部貸切

①/②/③
(円)

開館日数
(日)

廊下

：貸室部　（２７０㎡、６６．６％）

：共用部　（１３５㎡、３３．３％）

ホール

便所 便所

物品庫

事務室

会議室２
（６０㎡）

会議室１
（１２０㎡）

物品庫

和室１
（３０㎡）

和室２
（３０㎡）

和室３
（３０㎡）

2
3

1
3



体育施設使用料に係る個人使用について

【現行】

◎登録クラブ使用とは

◎団体利用とは

◎クラブ、団体の登録要件と減免

①登録要件 ②減免要件
　【クラブ】 　【クラブ、団体共通】
・江別市民が10名以上 ・利用者が10名以上 ９割減免
・構成員の8割以上が江別市民 ・半数以上が65歳以上

　【団体】 体育館 130円/ｸﾗﾌﾞ
・10名以上 プール 200円/ｸﾗﾌﾞ
・江別市民（在勤者含）が8割以上 ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場 20円/人

2,000円/ｸﾗﾌﾞ

利用可

有

-

×

-

×

個人使用

無

200円/人

利用可

400円/人

利用可

登録ｸﾗﾌﾞ使用

利用可

130円/人

利用可

利用可

利用可

利用可

利用可

利用可

利用可

1,300円/ｸﾗﾌﾞ

×

利用可

利用可

利用可

利用可

利用可

利用可

利用可

利用可

利用可

利用可柔剣道室

体育室

施設区分など 専用使用

・市民体育館
・大麻体育館
・東野幌体育館
・青年センター

使用料（大人）

トレーニング室

各区分毎に設定

利用可

利用可相撲場

弓道場

テニスコート

卓球場

・青年センター

減免措置

使用料（大人）

使用料（大人）

プール

　クラブ単位の料金設定はなし。

・あけぼのパーク
ゴルフ場

　市民で組織するスポーツクラブが各体育館に登録し、使用するもので、専用ではあるが取扱い
を別にするもので、２ヶ月前から予約をすることができる。

　上記の料金は１回/クラブ（２～３時間程度）の料金が設定されている。

　要件に該当する団体がゴルフ場に登録をし、使用するもので、２ヶ月前から予約をすることがで
きる。

有

200円/人
※団体使用時

×
※「団体使用」はあり

※　高齢者の健康増進、小中学生の体力向上を目指した
　　負担軽減策
※　「個人使用」と「クラブ、団体使用」との料金バランス調
整
※　近隣他市の料金水準も考慮

見直しのポイント

【体育施設使用料の改定案ポイント】

①　（共通）高齢者個人使用の区分を新設　・・・　「大人」料金の５０％（従来は１００％）

②　（体育館・プール）定期券（１ケ月）　・・・　従来８回料金を６回に値下げ

③　（体育館・パークゴルフ）小中学生個人使用　・・・　利用促進のため値下げ設定

④　（プール・パークゴルフ）回数券の改善　・・・　従来１１枚券を６枚券にし、利用促進を図る

現行使用料 改定案 備考

大人 200円/人 他市比較により増額改定

高齢者 100円/人

高校生 90円/人 100円/人

小中学生 60円/人 40円/人 大人の２０％

大人 1,300円/ｸﾗﾌﾞ 2,000円/ｸﾗﾌﾞ 10人分として設定

高齢者 130円/ｸﾗﾌﾞ 1,000円/ｸﾗﾌﾞ

高校生 900円/ｸﾗﾌﾞ 1,000円/ｸﾗﾌﾞ

小中学生 600円/ｸﾗﾌﾞ 400円/ｸﾗﾌﾞ 大人の２０％

大人 1,040円/月 1,200円/月

高齢者 1,040円/月 600円/月

高校生 720円/月 600円/月

小中学生 480円/月 240円/月

現行使用料 改定案 備考

大人 500円/人 他市比較により値上げ圧縮

高齢者 250円/人

高校生 250円/人 250円/人

中学生 100円/人 100円/人 大人の２０％

小学生 80円/人 80円/人 大人の１６％

大人 2,000円/ｸﾗﾌﾞ 2,500円/ｸﾗﾌﾞ

高齢者 200円/ｸﾗﾌﾞ 1,200円/ｸﾗﾌﾞ

高校生 1,200円/ｸﾗﾌﾞ 1,200円/ｸﾗﾌﾞ

中学生 700円/ｸﾗﾌﾞ 500円/ｸﾗﾌﾞ

小学生 600円/ｸﾗﾌﾞ 400円/ｸﾗﾌﾞ

大人 3,000円/月

高齢者 1,500円/月

高校生 2,000円/月 1,500円/月

中学生 800円/月 600円/月

小学生 640円/月 480円/月

大人 417円/回

高齢者 208円/回

高校生 227円/回 208円/回

中学生 91円/回 83円/回

小学生 73円/回 67円/回

現行使用料 改定案 備考

大人 240円/人 原価計算により増額改定

高齢者 120円/人 大人の５０％

小中学生 100円/人 60円/人 大人の２５％

大人 600円/人

高齢者 300円/人

小中学生 250円/人 120円/人

団体利用 １８Ｈ 高齢者 20円/人 60円/人 従来９割減免⇒個人の半額

大人 200円/回

高齢者 100円/回

小中学生 91円/回 42円/回

大人の５０％

3,200円/月

364円/回

５人分として設定

利用促進のため値下げ
８回相当→６回相当

利用促進のため値下げ
１１回券（１０回分料金）
　　→６回券（５回分料金）

130円/人

大人の５０％

大人の５０％

利用促進のため値下げ
８回相当→６回相当

・市民体育館
・大麻体育館
・東野幌体育館
・青年センター

体育室
柔剣道室
卓球場
ﾃﾆｽｺｰﾄ
弓道場
相撲場

区分など

個人
利用

区分など

個人
利用

クラブ利
用

定期券利
用/１ヶ月
当たり

クラブ利
用

定期券利
用/１ヶ月
当たり

182/回

あけぼのパーク
ゴルフ場

回数券

青年センター プール

区分など

回数券

400円/人

利用促進のため値下げ
１１回券（１０回分料金）
　　→６回券（５回分料金）

500円/人

個人
利用

１８Ｈ

1日

200円/人

２．５Ｈ分で計算



大麻集会所
市民文化ﾎｰﾙ
【公民館】大麻公民館
【体育】大麻体育館

市役所
市民会館

葬斎場

【住区会館】区画整理記念会館

【住区会館】野幌公会堂
【公民館】野幌公民館

【住区会館】野幌鉄南地区ｾﾝﾀｰ

【住区会館】大麻東地区ｾﾝﾀｰ

【住区会館】豊幌地区ｾﾝﾀｰ

【住区会館】大麻西地区ｾﾝﾀｰ

【住区会館】元町地区ｾﾝﾀｰ

勤労者研修ｾﾝﾀｰ

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
【公民館】中央公民館

【体育】市民体育館

【体育】青年ｾﾝﾀｰ

【体育】東野幌体育館

【体育】あけぼのﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場

ｾﾗﾐｯｸｱｰﾄｾﾝﾀｰ

江別市内施設位置図
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